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令和 5 年 (2023 年 )12 月 1 日 

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料 

子 ど も 教 育 部 

教 育 委 員 会 事 務 局 

 

中野区実施計画（案）について 

中野区実施計画（素案）（以下「素案」という。）について、意見交換会等を実

施し、以下のとおり中野区実施計画（案）を作成したため、報告する。 

 

１ 意見交換会等の実施結果 

（１）意見交換会 

日時 会場 参加者数 

１０月１９日（木）１８時～ 南中野区民活動センター  ０人  

１０月２１日（土）１４時～ 中野区役所  ０人  

１０月２３日（月）１８時～ 野方区民活動センター  ６人  

計 ６人  

 

（２）意見募集 

件数１０件（電子メール２件、電子申請１件、窓口７件） 

 

（３）関係団体等からの意見聴取 

団体数   ６４団体（集会形式３５団体、電子メール等２９団体） 

参加者数 ４９４人 

 

（４）素案に対する主な意見の概要及び区の考え方 

別紙１のとおり 

 

２ 素案からの主な変更点 

別紙２のとおり  

※文言整理等の一部修正は除く 

 

３ 中野区実施計画（案） 

別紙３のとおり 
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４ パブリック・コメント手続の実施 

中野区実施計画（案）に対するパブリック・コメント手続を、１２月２１日

（木）から１月１２日（金）まで実施する。 

実施について、なかの区報１２月２０日号及び区ホームページで周知するほ

か、区民活動センター、図書館等で資料を公表する。 

 

５ 今後の予定 

令和５年１２月～１月 パブリック・コメント手続の実施 

令和６年 ３月    中野区実施計画策定 

 



別紙１

項番 主な意見 区の考え方

1

中野区基本計画策定時と現状値の指標を掲載してい
るが、指標の結果を受けてこれからどう推進してい
くかについての記載がない。現状値が低下した理由
や、目標値に向けてどう取り組んでいくか記載が
あった方がわかりやすいと思う。

2

2022年度の施策の成果指標の数値の総括は行ったの
か。

3

施策の成果指標のように指標を設定し結果を分析す
ること自体は評価するが、出典がアンケートではな
い指標の充実、他22区や近隣市町村との比較をもっ
て政策効果を判断してほしい。

中野区実施計画は、中野区基本計画を着実に推進す
るために策定する趣旨であることを踏まえ、既に目
標値を達成した指標等を除き、中野区基本計画で設
定した成果指標と同一のものを設定することとして
いる。
他自治体との比較等による効果測定については、目
標と成果による区政運営を進めていく中で実施して
いく。

4

過去の基本計画はどのように達成され、どのように
評価を受けたのか。

中野区実施計画は2021年9月に策定した中野区基本
計画の後期にあたる2023年度から2025年度までの取
組を具体化したものであり、前期の2021年度から
2022年度までの取組状況を分析し、それを踏まえて
検討を行い、後期の事業展開をお示ししている。

5

中野区障害者計画等に関し、報告や意見交換を行っ
ていたが、中野区実施計画と中野区障害者計画等や
地域福祉計画との関係がどのようになっているの
か。

中野区実施計画は、中野区基本計画後期の取組を具
体化する内容であることを踏まえ、中野区基本計画
の一部に位置づけている。
地域福祉計画や中野区障害者計画等については、中
野区基本計画に基づく個別計画に位置づけているも
のである。

6

施策の検討・実施にあたっては区民に広く周知し、
区民をまきこんで実施してほしい。区民が対象とい
うことを意識して取り組んでほしい。

中野区基本計画の一部である中野区実施計画を着実
に進めていくために、事業の検討・実施にあたって
は、区民等の意見を踏まえて進めていく。

7

「虐待」を「シグナル」という言葉で代用するのは
どうか。「虐待」という言葉はインパクトが強いた
め、聞いた方も無意識にマイナスな印象を持ちやす
く、言われる方も例えその事実があったとしても隠
そうとする心理が働くのではないか。頭では理解し
ているが対応できない心の悲鳴「シグナル」を肯定
的に捉え、まずシグナルを出している親、介護者を
ケアし、今何で困っているのかを捉えることで、修
復できる件数も増えれば良いと思う。

虐待は、人権や尊厳を害し、高齢者の健康や生活、
障害者の自立や社会参加、子どもの成長や人格形成
などに極めて重大な影響を与え、生命への危険を及
ぼす事態さえ生じさせるものである。このことは、
「虐待」という言葉の重みからも十分に理解し、取
組を進めていくことが重要であり、別の言葉に置き
換える必要はないと考えている。
虐待対応にあたっては、未然防止や早期発見が重要
であり、そのためには養護者や保護者が感じる育
児・介護による負担やストレス等が大きくなる前に
SOSを発信できるような環境づくりが必要と認識し
ている。

第２章 重点プロジェクト

プロジェクト２　地域包括ケア体制の実現

計画全体に関すること

素案に対する主な意見の概要及び区の考え方

中野区実施計画の策定に向けた検討の中で、施策の
成果指標の状況を各所管で分析を行い、それを踏ま
えて事業展開を検討し、記載している。既に目標値
を達成した指標等については、新たな目標値等を設
定している。
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項番 主な意見 区の考え方

8

聴覚障害以外でも、知的障害、異文化圏の方など多
くの方が就労、就学、交通、生活、防災などで意思
疎通の問題に直面する。個々の施策に入れて解決で
きる問題ではなく、もっと大きなくくりで取り組む
べき課題だと思う。

区では、中野区ユニバーサルデザイン推進条例及び
中野区ユニバーサルデザイン推進計画に基づき、全
員参加型社会と地域の活性化の実現に向け、障害の
ある方や外国籍の方を含めた全ての人が、自らの意
思により自立して活動し、自己実現できる環境の整
備について、様々な分野で進めているところであ
る。
今年度には、中野区ユニバーサルデザイン推進計画
（第2次）の策定を予定しており、今後さらに効果
的な施策を実施・推進していく。

9

外国人を住民として受け入れるだけでなく、ごみの
出し方等のルールを守るなど、働きかけが必要では
ないか。

転入者に対してごみの出し方等のリーフレットを配
布するほか区有施設において希望者に配布する等の
取組を行っている。また、「なかの生活ガイドブッ
ク」にごみの出し方等のルールについて、記載して
いる。引き続き、関係所管連携のうえ、対応してい
く。

10

「中間支援組織」とは具体的に何を指しているの
か。

地域公益活動に取り組む担い手・団体の自立・継続
に向けた情報の提供やアドバイス、団体間や専門
家・事業者等とのマッチング・コーディネート、人
材の育成を伴走的に支援する団体・組織が中間支援
組織であり、区においては区民活動センター運営委
員会や社会福祉協議会がある。

11

文化の香りがする中野区として、子どもが主体とな
る文化・芸術事業を進めてほしい。

「施策6誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づく
り」の「主な取組①総合的な文化芸術施策の展開」
と「主な取組④区民が主役の文化・芸術活動の活性
化」等において、子どもが主体の文化・芸術活動支
援等の事業展開を示しており、その中で取組を推進
していく。

12

子どもが主体の文化・芸術事業として、既に形と
なって実施している取組はあるか。

「施策6誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づく
り」の「主な取組③子どもたちが文化芸術に触れる
機会の充実」において、2023年度から小・中学校の
文化芸術事業の充実の一環として実施している。

13

「施策8持続可能な地域経済の成長と働き続けられ
る環境づくり」の「主な取組④就労・求人支援の拡
充」における「区内事業者、区民に向けた新たな雇
用支援策の実施」について、保育園においても保育
士不足が続く中、区民が区内事業所で働いた場合の
就職奨励金のようなものを作り、保育士不足の解消
と区民の雇用促進につなげてほしい。

ハローワークとの共催による就職相談会や保育士を
増配置するための認可保育所の運営費に係る国基準
への加算など、現在区で行っている各種支援によ
り、保育士の確保等につなげていく。

14

個店経営支援や商業サポート等の方向性は示されて
いるようだが、商店街組織のあり方、もしくは商店
街組織（強化）への支援をどのように考えているの
か。また区は商店街に何を期待しているのか。商店
街という組織が、このまま10年後、20年後も継続し
続けることは困難ではないか。

商店街はまちの安心・安全確保にも貢献し、地域コ
ミュニティ形成の場としての機能も担っている。イ
ベントや環境整備への支援のみならず、個店経営支
援等を通じて、集客力のある魅力的な店舗を増やす
ことで、将来にわたって商店街の活性化を図り、結
果としてまちの活性化につなげていきたいと考えて
いる。

15

区が主体となってデジタル地域通貨の導入（プラッ
トフォームの構築）をしてもらえることは、中野区
商店街連合会としても望んでいることである。区内
共通商品券の電子化等、中野区商店街振興組合連合
会・中野区商店街連合会の事業とも連携を図りなが
ら進めてほしい。

デジタル地域通貨事業の検討・実施にあたっては、
中野区商店街振興組合連合会・中野区商店街連合会
とも連携を図りながら進めていく。

第３章 基本目標別の政策・施策

基本目標１ 人と人がつながり、新たな活力が生み出されるまち
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項番 主な意見 区の考え方

16

区内では、様々な所で再開発や街区整備事業が行わ
れている。それに伴い、商店街が消滅してしまうよ
うな事例も見られる。まちづくりと商店街振興を一
体のものとして考えてほしい。

まちづくり事業においては、商店街活性化や個店支
援といった視点からも事業の推進が図られるよう、
組織間で連携を図りながら進めていく。

17

以前、中野駅の南北に二輪駐車施設があり、通勤、
買い物の際に便利だった。しかし、中野駅周辺の再
開発の一環で南側の駐車場は閉鎖されたため南側で
駐車できる場所はなくなった。北側の駐車場は駅西
側での民間駐車場に移設したが、いずれは駅周辺の
二輪駐車施設が閉鎖されることを危惧している。生
活しやすい住みよいまちとするために、引き続き駅
周辺に二輪駐車施設を設置してほしい。二輪駐車施
設のないまちでは路上駐車がまん延するなど、歩行
者等に不利益が生じると思う。二輪駐車施設の設置
を中野駅周辺の再開発の中に取り込んでほしい。

区では、中野駅周辺を駐車場整備地区として都市計
画法に基づき定め、当該区域のより良い駐車場整備
のため、中野区駐車場整備計画を定めており、中野
駅周辺の駐車場整備については、これに基づき進め
ていく。
また、新北口再開発で整備する予定の拠点施設内に
は、二輪駐車施設を含む都市計画駐車場を整備する
ものとして施行予定者と調整を進めている。

18

中野駅新北口駅前エリアの再開発について、都合の
悪いことも含めて区民に広く情報を開示し、区民が
求めるものをつくってほしい。

再整備にあたっては、適宜進捗等について周知しな
がら区民等の意見を踏まえて進めていく。

19

中野駅新北口駅前エリアの再開発は赤字になる可能
性が高いと思われるため、事業を取り止めてほし
い。

事業収支については施行事業者と確認しながら事業
を推進していく。

20

もみじ山文化センターの利用者が多いことを鑑み、
もみじ山文化センター方面の新たな改札口を設置し
てほしい。

現在、JR東日本では西側南北通路・橋上駅舎等事業
の中で西口改札の早期完成に向けて取り組んでいる
状況であり、東口については降り口についても敷地
の余裕がないことから改札設置は考えていない。
このため、中野駅地区整備基本計画（2018年11月改
定）において描かれているデッキ歩行者動線（構
想）の検討段階において、JRほか関係機関と協議し
ていくこととなる。

21

中野サンプラザを残してほしい。
高層ビルの建設による日当たりやビル風を懸念して
いる。中野らしいまちづくりを望む。

新北口の再整備における拠点施設の整備にあたって
は、中野サンプラザのDNAを継承するものとしてお
り、引き続き区民の皆様の誇りとなり、親しみを持
てる施設として整備していく方針である。
また、環境アセスメント手続きにおいて、東京都よ
り、東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価
書案に関する審査意見書が公表されており、今後、
本意見を踏まえ、事業を進めていく。

22

「施策13一人ひとりの状況に応じた支援の充実」の
「主な取組②不登校児童・生徒への柔軟な支援」に
おいて、スクールソーシャルワーカーの外部を含む
関係機関との連携強化のほか、家庭との連携も必要
と考える。

現在も、スクールソーシャルワーカーは対象の家庭
との連携を深めているところであるが、さらに連携
できるよう進めていく。

23

「施策15児童虐待の未然防止、早期発見・早期対
応」の「主な取組③虐待対応体制の整備」における
「児童相談所における相談援助業務モバイルシステ
ム」の内容を詳細に記載してほしい。

モバイルシステムの導入により、主にケース対応時
における情報の確認や入力、共有等をリアルタイム
で可能とする機能を拡充することで、児童相談所が
行う相談援助業務について効率的で質の高いケース
ワークを実現し、支援の充実及び児童相談所の機能
強化を図ることとしている。
これについては虐待対応体制の整備の一環として実
施するものである。

24

子どもたち一人ひとりがその年齢や時期に育まれる
ことを大切にしてほしい。そのためには、保育園職
員や教職員が安心して働き続ける環境が必要である
ため、会議等の増加により現場に負担が増えること
がないようにしてほしい。

子どもの健やかな成長、豊かな学びのためには、保
育や教育に関わる職員が子どもたち一人ひとりに向
き合うことが重要と考えている。そのための環境整
備として、会議等の運営改善やICTの活用による業
務の効率化などの取組を進めている。

基本目標２ 未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち
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項番 主な意見 区の考え方

25

「施策16子どもたちの「生きる力」を育む教育の充
実」において、「生きる力」の育成であることか
ら、各種体育大会の実施及び推進、陸上大会、水泳
大会、マラソン大会等の体育の視点も必要だと考え
る。

「生きる力」を育む上で、体力向上を図ることは大
変重要であると認識している。全ての児童・生徒に
様々な運動の機会を確保し、生涯にわたって運動に
親しむことのできる資質・能力の素地を育めるよう
実態に合った取組を推進していく。

26

「施策16子どもたちの「生きる力」を育む教育の充
実」の「主な取組⑤人権教育・道徳教育」におい
て、動物飼育を推進する学校への補助を実施するこ
とは、「命」を身近に感じ、大切にする心の育成と
して大変意義深い。「人権の花」活動の実績も生か
して、「小学校全校で動物や植物と積極的に関わる
活動を推進するための補助や充実を行う」など、よ
り積極的に進めてほしい。特に近年、バーチャルな
世界で何事もできると考えて成長する子どもが増え
ているからこそ、「生命」について、小学校全校で
の取組を推奨することが必要だと考える。

動物とふれあう体験は、子どもたちに生命の尊さに
ついての理解を深めること、動物愛護の心を培うな
ど、「命の教育」を推進していく上で大切であると
考えており、学校への支援を検討・推進していく。

27

保幼小中連携教育として、楽しいイベントもあると
良いと思う。

中学校区で大縄大会をするなど、学区で工夫した連
携教育が進んでいる。今後も中学校区の取組を他の
学区にも紹介し、取組が充実するよう推進してい
く。

28

地域学校運営協議会、地域学校協働活動、中野区コ
ミュニティ・スクールの3つの機関のそれぞれの担
う役割と違いを明確化してほしい。

地域学校運営協議会は学校運営に必要な支援を協議
し、その支援を実際に学校で行う活動が地域学校協
働活動である。地域学校協働活動は、地域コーディ
ネーター、学校支援ボランティア及び学校関係者を
もって構成する地域学校協働本部の活動である。
中野区コミュニティ・スクールは、地域学校運営協
議会と地域学校協働本部が設置されている学校をい
う。

29

地域学校運営協議会と学区ごとに行われている地区
懇談会の違いは何か。

地域学校運営協議会は学校運営に必要な支援を協議
する場で、地区懇談会は、子どもと家庭に関わる地
域の課題と課題解決に向けた取組や学校・家庭・地
域及び関係機関の連携に関して協議していく場であ
る。

30

コミュニティ・スクールについて理解が進んでいな
い。地域コーディネーターの育成は他の自治体でも
課題となっているが、2025年度に全中学校区に配置
できるのか疑問である。

地域コーディネーターの役割は、地域や学校に理解
があり、両者を結び付けられる人物となることか
ら、当初は地域で様々な活動を行っている方にお願
いすることになる現状がある。モデル校実施の中
で、今後、後継者となる人材の確保や育成をしてい
くことが課題の一つでもあると認識している。こう
した課題への対応策の検討を進めつつ、全中学校区
への配置に向け取り組んでいるところである。

31

「施策19これからの学びに対応した学校教育環境の
整備」の「主な取組④児童・生徒の読書環境の充実
に向けた体制の整備」において、学校図書館の蔵書
の刷新、夏期休業期間中等の開放といった環境整備
に加え、特に小学校での読書指導の充実を掲げてほ
しい。図書館指導員の外部委託化により、読書指導
の担い手が不明瞭となり、教員との連携も形骸化し
ている。読書指導を重視してほしい。

小学校教育研究会の図書館指導部を中心に「楽しい
図書館」を発行しており、小学校の読書活動を推進
するとともに、今年度より教員対象の研修も充実さ
せている。なお、読書指導は主として教員が行うも
のであるが、学校図書館指導員の支援を受けながら
今後も子どもたちの読書活動を充実させていく。

32

保育園で本などに親しんだ後の学校での図書館司書
を全校に配置してほしい。

全小・中学校に学校図書館指導員を配置しており、
教職員と連携して児童・生徒の読書活動の充実に努
めている。
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33

「施策20地域における子育て支援活動の促進」の
「主な取組①地域の子育て支援施設の機能強化」に
おける2024年度の「地区懇談会による、子どもと家
庭に関わる地域の課題解決に向けた取組と地域との
連携」について、充実を図るべきではあるが、地区
懇談会についての周知を改めて行ってほしい。コロ
ナ禍のために知らない人が増えていると思う。

地区懇談会による子どもと家庭に関わる課題解決に
向けた取組と地域との連携を充実していくことと併
せて、現在行っている広報誌の発行などによる地区
懇談会の活動の周知にも引き続き取り組んでいく。
また、今年度中に地区懇談会のホームページを作成
する予定である。

34

「施策20地域における子育て支援活動の促進」の
「主な取組①地域の子育て支援施設の機能強化」に
おいて、地域によって児童館等の実施状況に大きな
格差があり平等な支援となっていないため、子育て
活動支援の基点となる場所を児童館、キッズ・プラ
ザ等対象年齢別に把握、検討してほしい。

地域の子育て支援活動となる児童館等については、
児童館運営・整備推進計画を策定し、子育てを支援
する仲間づくりを推進する取組や活動する場の提供
を進めていく。

35

青少年育成地区委員会については、政策助成を受け
ているところもあり、ネットワークも自主的にある
程度できているため、活動についてアピールするの
も良いと思う。例えば、「社会を明るくする運動」
が、学校と地域の連携例として、アピール材料とな
るのではないか。

いただいた意見を参考に、青少年育成地区委員会の
活動について周知方法を検討していく。また、今年
度中に青少年育成地区委員会のホームページを作成
する予定である。

36

「東京都の地区委員会アドバイザー」はどのような
人が就任し、どのような活動をしているのか。

地区委員会アドバイザーとは、青少年の健全育成に
取り組む地区委員会が抱える悩みや課題を解決する
ために必要な知識をもった専門家（まちづくりコー
ディネーター、大学講師など）であり、研修会や講
演会等の講師として活動している。
区としては、この制度・人材を活用し、地域の子育
て関連団体のネットワークづくり等に係る支援の充
実を図っていく。

37

ファミリー・サポート・センター事業の体制強化に
おいて、社会福祉協議会事務局の体制強化は必須で
ある。常勤職員の配置等の検討をお願いしたい。

ファミリー・サポート・センター事業の実施体制に
ついては、事業を実施していく中で、現状分析や課
題整理を行い、検討していく。

38

「施策22将来を見通した幼児教育・保育の実現」の
「主な取組①保育サービスの提供体制の整備」にお
ける「空き定員を活用した定期預かり事業」の実施
は、一時保育事業などの充実により対応してほし
い。保育園で毎日生活している子どもたちの中に入
ることは、保育園児も含めて不安な事態を招くこと
が予想されるため、預かり事業は専用室・専任職員
での実施が求められる。また、常に空き定員がある
とは限らない。この事業は、今以上に保育現場を疲
弊させると思う。

39

空いている保育室を使った保育も国で提案されてい
る中、一時保育との違いも明確に示されず、煩雑な
事務作業が生じ保育体制を組む必要も出る。

40

就学前教育推進事業は、関係者の声を十分に取り入
れながら進めてほしい。

就学前教育プログラムの改定にあたっては、公立・
私立の保育園長、幼稚園長や区立小中学校の校長に
参加いただいた委員会内で検討をしてきた。今後も
就学前教育推進事業については、広く関係者の方か
らの意見を伺い、検討・推進していく。

41

認可外保育施設や保育士の定着率が低い園などに
は、区の巡回でよく様子を見に行ってほしい。その
ために、区の巡回等の職員を十分に配置してほし
い。

認可外保育施設等に対する巡回は定期的に行ってお
り、職員体制の強化については今後、その必要性を
検討していく。

42

区立保育園数を維持し、区が子どもの権利保障の見
地で実施する保育を推進し、建替整備については、
その見地での環境を整えた施設にしてほしい。この
件だけでなく、現場職員の意見を十分に聞いて検
討・実施することを望む。

区立保育園の建替整備の考え方については、区立保
育園に求められる機能・役割の整理を行った上、検
討を進めているところである。

「空き定員を活用した定期預かり事業」について
は、モデル事業として、週に2回程度継続的に利用
する形で実施しており、実施上の課題等を検討して
いるところである。
国が制度化を検討している（仮称）こども誰でも通
園制度については、制度設計（現行制度の変更や保
育現場の負担等）を注視している。
区としても新制度と類似事業との整理を課題として
認識している。また、事業実施にあたっては園の負
担を考慮して検討を行っていく。
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43

「施策23特別な配慮を必要とする子どもとその家庭
への一貫した相談支援体制の充実」の「主な取組①
一貫した地域相談体制の整備」における「リトルベ
ビーハンドブックの作成」は、早産や低体重で生ま
れ、子どもの発達に不安を抱える親にとって、特に
小さい時にとても大切であるため、作成される事が
非常に大事である。上手く活用できると良い。

早産や低体重で生まれた子どもを含め、子どもの発
達については3か月、6～9か月、1歳6か月、3歳児の
健診、その後の経過観察等で早期に把握し、状況に
応じて療育などの支援につなぐ必要がある。こうし
たことを踏まえ、現在作成を進めているリトルベ
ビーハンドブックの活用により、必要な方への情報
提供の充実を図っていく。
これに加え、子どもの発達等への不安解消に向けた
具体的な支援策として、当事者家族等の交流会の実
施を事業展開に追記する。

44

発達の課題や障害がある子どもが増えている現状に
対応した療育センターの充実や保育ソーシャルワー
ク事業の実施が行われるよう、区で十分な予算をあ
ててほしい。

保育施設に対する充分な相談支援を行うことができ
るよう、保育ソーシャルワーク事業を実施する。
区立療育センターの充実については検討を進めると
ともに、民間の障害児通所支援事業所は増加傾向に
あるため、引き続き事業所の開設誘導に取り組んで
いく。

45

「施策23特別な配慮を必要とする子どもとその家庭
への一貫した相談支援体制の充実」の「主な取組③
医療的ケアを必要とする子どもへの支援」におい
て、学童クラブにおける受入れや、民間障害児通所
支援事業に係る送迎サービスの充実など、障害者計
画の内容を取り入れていただいたことはありがたい
が、実際に学童クラブへの看護師の配置は難しいと
思う。具体的な計画はこれから決めるのか。

学童クラブ等において医療的ケア児の受入れに向け
た検討を進めているところだが、医療的ケア児等支
援地域協議会における関係者の意見も踏まえ、区と
して総合的な支援のあり方や取組の検討を進める。

46

医療的ケア児受入れにあたり、必要な看護師や保育
士を配置してほしい。

区立保育園、幼稚園、小・中学校、学童クラブにお
ける医療的ケア児受入れにあたっては、看護師等を
配置し、必要な対応を行っていく。
また、医療的ケア児を受入れる障害児通所支援事業
所が必要な看護師を配置できるよう、補助を継続す
る。

47

児童館機能を高めるのは良いが、民間の事業者に任
せる中、どこまで区が状況を把握・指導できるのか
不安だ。以前のように、区の直営で学校の近くに学
童の施設を作ってほしい。

現在検討している「基幹型児童館」においては、中
学校区内の地域住民や組織、学校等と連携を図ると
ともに、地域子ども施設の巡回・支援を通じて、子
どもと子育て家庭の支援を強化していく。学童クラ
ブについては、引き続き小学校の改築等に合わせて
学校内に専用室を設けた学童クラブの整備を進めて
いく。

48

近年新設された多くの保育園には園庭がないため、
近くの公園を利用している。その中には幼児遊具の
ない公園も多数存在している。
公園の再整備計画の中では、区立、私立保育園の園
児利用が多い公園に幼児遊具を拡充していくとある
が、区内には上記の園以外にも、地域型保育施設、
認証保育所などその他多くの保育施設がある。
計画の中では中規模公園からの改修計画の予定があ
るようだが、将来像として区が掲げている小規模公
園の幼児遊具の設置を迅速に進めどこの公園でも子
ども達がワクワクして遊べる整備を要望する。
また、近隣同士の公園には同じ幼児遊具ではなく、
様々にデザインされた幼児遊具を設置し、子どもた
ちが楽しく遊べる魅力的な公園になるよう要望す
る。

中野区公園再整備計画に示した地域の核となる中規
模公園の整備では、オープンハウス等での意見聴取
や近隣の子育て施設等にアンケートを行うなど多様
なニーズの把握に努めている。子どもから大人まで
楽しめる魅力ある公園づくりを目指していく。
また、老朽化等により遊具を更新する際には、だれ
もが遊べる遊具の導入も検討していく。

49

ハイティーン会議における意見の実現に向け、具体
的にどのようなプランを考えているのか。

ハイティーン会議の意見表明については、区として
受け止めた上で、意見の趣旨を踏まえ、実現に向け
た検討を行う。
意見表明を受け、様々な事例が集積していく中で、
さらに効果的な手法への改善等に向けた分析・研究
を行っていく。
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50

中高校生年代向けの施設のあり方検討として、居場
所確保については広く子ども達から意見を募って検
討して欲しい。
例えば、区民活動センターの会議室の開放は、学習
を教え合ったり人に説明することでより知識が深ま
る可能性があり、学校内に部活動がない生徒でも残
ることができる場所を確保し、友人との会話の機会
が増えることは人間形成には大切なことだと思う。

中高生世代向けの施設のあり方検討にあたっては、
対象となる年代に対し、アンケート調査等を実施し
て意見聴取していく。

51

アウトリーチチームの機能強化は必要だと思うが、
区だけの内向きの体制強化だけでなく社会福祉協議
会の地域福祉コーディネーターの配置など、トータ
ルとして「アウトリーチ機能の強化」ができる体制
を広い視野の下考えてほしい。

地域福祉コーディネーター（コミュニティ・ソー
シャルワーカー）の配置については、区のアウト
リーチチームとの役割等を整理し、アウトリーチ機
能の強化やコーディネート機能の向上につながる具
体的な方策を検討していく。

52

「アウトリーチ活動における相談支援業務システ
ム」とはどのようなもので、どのように活用するの
か。

支援対象者の年齢や属性を問わずに現状や支援内容
を記録・閲覧できるシステムを導入し、アウトリー
チチームがより効果的に活動できるよう、またデー
タを活用した分析や集計などができるよう検討を進
めている。

53

民生児童委員の活動用にパソコンが支給されたが、
通信環境がないため使い勝手が悪い。使用環境を整
えてほしい。

民生児童委員の活動用パソコンについては、その活
用を図る中で、環境整備への対応も検討していく。

54

福祉住宅への入居は、長期間待たされる状況で入居
が困難である。区内に福祉住宅を増やしてほしい。

民間賃貸住宅ストックを活用した「セーフティネッ
ト住宅」制度の登録促進に引き続き取り組み、福祉
住宅については一定の戸数を維持し、適切に運営し
ていく。

55

「住民主体サービス提供団体」とは何を指している
のか。

介護予防・日常生活支援総合事業には、介護予防・
生活支援サービス事業と一般介護予防事業とがあ
り、前者において、地域の住民が主体となってサー
ビスを提供する団体を「住民主体サービス提供団
体」としている。

56

これからは益々区民が主体的に取り組む介護予防が
必要となり、そうした施設への自発的な参加を増や
すためにも、遠出できない方の足を作る必要がある
と思う。例えば、日中のデイサービスの車などを有
効活用し、「地域のミニバス」で月2～3回でも高齢
者がその様な施設に通う事が出来ると良いと思う。

高齢者が事業に参加する際の安全が確保され、サー
ビスを提供する運営団体が安心して事業を行うこと
ができるよう、外出支援の検討を進めていく。

57

コロナ禍での外出自粛等の影響で、地域でも認知症
が増えている。なかの元気アップ体操や、保健師に
よる食事等の指導などの事業を強化する必要がある
と思う。また、若年性認知症を受け入れる施設も増
やす必要を感じる。

「なかの元気アップ体操」の普及啓発や介護予防事
業への参加の促進を図ることで、高齢者の心身機能
の低下の防止に努めていく。
また、若年性認知症の特性を踏まえた上で、受け入
れ可能な既存の施設の拡大や就労先も含め検討す
る。

58

権利擁護意識の向上と成年後見制度への制度理解推
進とともに、区民の老後の不安に対応できるあんし
んサポート事業の拡充が必須と考えている。判断能
力不十分になってからではなく、不安に対応できる
体制整備も視野に入れてほしい。

あんしんサポート事業についても、法人後見・法人
後見監督事業や地域福祉権利擁護事業と合わせて、
2024年度に社会福祉協議会の体制強化を行うことを
検討している。

59

「孤独・孤立対策」については新たに地域協議会等
の組織を創るなど縦割りで考えずに、地域包括ケア
の推進の中で検討し推進できるようにしてほしい。

孤独・孤立対策の推進にあたっては、関係団体や関
係機関と連携・協力するとともに、庁内の関係所管
とも組織横断的に連携・協力し、対応していく。

60

夜の一人の食事が寂しいという単身高齢者は多い。
何らかの対応が必要だと思う。

孤独・孤立対策を推進していく中で、単身高齢者へ
の支援についても関係団体等と連携しながら検討し
ていく。

基本目標３ 誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち
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61

「施策33多様な課題を抱えている人やその家族の早
期発見・早期対応の推進」の「主な取組④再犯防止
に向けた関係機関との連携推進」の説明冒頭に、
『中野区再犯防止推進計画に基づき、再犯を防止す
るための必要な取組を推進しつつ、特に』を追記し
てほしい。

62

「施策33多様な課題を抱えている人やその家族の早
期発見・早期対応の推進」の「主な取組④再犯防止
に向けた関係機関との連携推進」に、更生保護女性
会の記載をしてほしい。

63
連携先として、更生保護施設を追記してほしい。

64

「施策34障害者への相談支援体制と地域生活移行を
支える環境の整備」の「主な取組③福祉人材の確
保・育成」における「障害福祉人材育成研修の拡
充」とはどのようなことか。
人材育成について、区役所を定年退職する福祉職を
地域の福祉現場に戻し、若手に教えることなど、育
成する仕組みを考えてほしい。

2023年度より障害福祉サービス事業所等従事者の人
材育成研修を民間人材育成事業者に委託し、そのノ
ウハウを活かすなど研修内容の充実を図るものであ
る。
福祉人材の育成は重要な課題と認識しており、現
在、生活介護事業所への区職員派遣研修等を実施し
ているところである。今後も様々な方策を検討して
いく。

65

知的障害者の就労系事業所を運営しているが、緊急
時の保護や短期入所の整備を希望する声が多い。
「施策34障害者への相談支援体制と地域生活移行を
支える環境の整備」の「主な取組⑤障害福祉施設の
整備・誘導」における旧やよい荘、旧やまと荘、江
古田三丁目重度グループホーム等整備にこの視点が
含まれているのか。

主な事業「民間活力活用による障害者施設基盤整
備・誘導」には、旧やよい荘、旧やまと荘、江古田
三丁目重度障害者グループホーム等施設の整備にお
ける短期入所が含まれており、緊急時の保護につい
ては短期入所の空床利用で対応していく予定であ
る。
また、江古田三丁目重度障害者グループホーム等施
設において整備する地域生活支援拠点には緊急時の
他施設による受入れの調整機能が含まれており、具
体的な運営について検討を進める予定である。

66

重度障害者が利用できるサービスが不足しているた
め、江古田三丁目重度障害者グループホームだけで
なく、並行して次の計画を進めていかないと間に合
わないと思う。

重度障害者が利用できるグループホームについて
は、江古田三丁目の施設整備の他に、区による整備
について検討を行っていく。更に、民間事業者によ
る整備を誘導していく。

67

日本全体の大きな課題として福祉人材の絶対的な不
足という課題があり、障害者雇用や外国籍の人材を
考えていくべきではという意見が健康福祉審議会で
も言われている中で、介護現場の職務を分析して障
害者雇用を生み出すような検討の記載が必要だと思
う。具体的には、介護施設の業務のうち、清掃や洗
濯、調理補助や配膳等に、作業速度が遅くても着実
に丁寧に作業を行うことができる障害者を労働力と
して生かせるのではないか。

福祉人材の不足に対応し、また、障害者雇用を推進
するための取組として、介護施設における業務の切
り出し等を進めるため、区の障害者就労支援セン
ター機能を担う中野区障害者福祉事業団を中心に取
組について検討していく。

68

「施策36障害者の就労や社会参画の推進」の施策の
成果指標②に「就労支援センターによる就職者数」
を設定しているが、就労者数の底上げをするために
は、就労移行支援事業所を利用している方の就労率
を上げていくことが重要だと思う。区では、利用者
の就労率などの統計をとっているのか。申請を待つ
のではなく、就労につながる利用を進めることや、
対就労移行支援事業所へも何らかの手立てが必要で
はないか。時限的に最低労働時間が引き下げられる
制度改正への対応も必要だと思う。
また、就労している人の課題になっているのは、定
着率であり、特に精神障害の方の定着率が課題と
なっているため、定着率についても検討してほし
い。

就労移行支援事業所については、区外の事業所に通
所している区民の進路を把握することが困難であ
る。
障害者の就労支援については、区の障害者就労支援
センター機能を担う中野区障害者福祉事業団におい
て区民を対象に取り組んでおり、就労移行支援事業
所との連携、法改正への対応、就労を継続するため
の支援を進めるため、今後も検討していく。

中野区実施計画は中野区基本計画の後期の取組を具
体化する内容であり、中野区基本計画の政策、施策
や取組の方向性等の見直しは行わないが、事業展開
に「中野区再犯防止推進計画の改定」を追記する。
改定する中野区再犯防止推進計画の中で、更正保護
女性会や更正保護施設等との連携の推進について具
体化していく。
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69

「施策36障害者の就労や社会参画の推進」の「主な
取組①関係機関と連携した障害者の就労支援」にお
いて、障害者の就労を促進するには雇用の場を確保
する必要があり、区役所においても知的障害者を含
む雇用を進めるよう、計画に記載してほしい。区役
所実習だけでなく、雇用を進めてほしい。

区の障害者就労支援センターを担う中野区障害者福
祉事業団において、企業等に対し区の実習受入奨励
金の助成制度について周知するなど、障害者雇用を
推進するための働きかけを行っており今後も推進し
ていく。
今後、区役所においても知的障害者を含む様々な障
害のある方に就労機会を提供していく。

70

障害者優先調達推進法に基づく障害福祉サービス事
業所等への優先発注について、障害者施策の関連部
署以外にあまり理解されていないと聞いている。受
注機会の拡大に非常に大きな可能性を持つ制度であ
るため、障害者優先調達推進法の趣旨を庁内に周知
し、全体で取り組む記載があると良いと思う。

「施策36障害者の就労や社会参画の推進」の「主な
取組③障害者就労施設等における受注機会・販路の
拡大」において、区からの優先的な発注を推進する
旨を記載しており、今後も、障害者優先調達推進法
の趣旨について、庁内周知に努めていく。

71

「施策36障害者の就労や社会参画の推進」の「主な
取組④障害者に対する理解の促進と交流の機会の充
実」について、交流事業のような取組は企画どおり
に進まなくても、実行していかないと障害のある人
が地域で生活できないため、しっかり進めてほし
い。

2022年度に区内の障害福祉サービス事業所を対象に
交流事業のあり方に関してアンケート調査を実施し
たところである。ここで示された意見等を踏まえ、
持続性や地域への広がり等を期待できる方策を検討
していく。

72

中途障害の人から、周囲とのコミュニケーションが
できない、離職し引きこもっている、話のできる仲
間がいない、高齢になり交流の場を求めても何処に
行けば良いのか情報もないといった相談を受ける。
このような方に対し、区からの様々な情報発信や、
安心して暮らせる環境づくりが必要であると思うた
め、課題を認識してほしい。
また、知的障害のある人にも自ら発信ができない方
もいるため、「誰ひとり取り残されることのない支
援体制を構築」するために、意思疎通支援の対象と
することを検討してほしい。

区は、中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関す
る条例を制定し、障害者がその障害の特性に応じた
意思疎通手段により情報を取得し、円滑に意思疎通
ができる環境づくりに取り組んでいる。知的障害者
への意思疎通支援については検討課題であると認識
している。

73

「施策36障害者の就労や社会参画の推進」の「主な
取組④障害者に対する理解の促進と交流の機会の充
実」において、失語症の方への意思疎通支援につい
て特化して記載しているが、聴覚・言語、視覚障害
等の他の意思疎通支援について記載がないのは何故
か。

意思疎通支援事業の新規、拡充事業として失語症の
方に係る取り組みを記載しているが、既に開始して
いる手話通訳者、要約筆記者、代筆・代読支援者の
派遣事業は引き続き取り組んでいく。

74

「施策38誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組
める環境づくり」の「主な取組③子どもの運動習慣
の定着に向けた取組の促進」における競技体験事業
について、子供向けの競技体験をどのように周知す
るのか。

区のスポーツ施設では指定管理による運営におい
て、各種教室等事業を実施している。
子どもを対象とした教室や講座等についての情報は
施設ホームページ、館内の周知チラシ、中野区生涯
学習スポーツ情報誌「ないせす」を通じてお知らせ
している。

75

支援を必要とする人の相談できる場として、図書館
が活用できればハードルが下がり、相談しやすいの
ではと思う。

現在、中野東図書館には子育て支援アドバイザーを
配置して、軽易な相談等に対応しているところであ
り、今後充実を図っていきたい。

76

2020年に制定された中野区手話言語条例により、手
話が言語として認められた。手話を使って、学習の
機会や言語としての理解を拡げるなど、今後本条例
はどのように施策を進めていくのかを示してほし
い。また、意思疎通支援条例関連の取組が見えな
い。

条例の趣旨を踏まえ、手話が言語であることの理解
を促進するとともに、手話講習会や手話通訳者派遣
事業等に取り組んでいく。
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77

就労、交流等に係る取組は素晴らしいと思うが、肢
体不自由児者に特化して考えると、実際には難しい
ことばかりで残念である。切れ目のない支援を、と
いっても実際には障害の状況によって使えない人も
いる。
肢体不自由児者は大人になっても家族による介護が
続く。居宅支援を利用しているが本人の必要に合わ
せた柔軟性を持たせてほしい。また、事業所へ人間
性の教育をしてほしい。

78

重度重複障害のある人に関連する内容があまり書か
れていない。高齢者になった親による介護といった
課題がある。

79

日中でも利用できる自宅近くの高齢者会館やふれあ
いの家、すこやか福祉センター等のお風呂をまた再
開してはどうか。地域コミュニティーの場になり、
変わりがない事の確認もでき、副次的にも良い事が
多いと思う。

各施設におけるお風呂の再開について、ご意見とし
て承った。（現在すこやか福祉センターにはお風呂
はない。）区民が安心して集まれる地域コミュニ
ティの場の創出については、引き続き推進してい
く。

80

「災害に強い対策」として、住人の連携を進める取
組と避難場所や避難についての理解を深める広報に
取り組んでほしい。

区報や区ホームページ、防災Youtube、中野区防災
ハンドブック等により避難場所や避難についての理
解を深める広報を進めている。
また、区で養成した中野区防災リーダーと協働した
総合防災訓練や地域訓練を通じて、住民との連携を
進めている。

81

公園のルールは現実に即したものにしてほしい。 公園の利用ルールについては、2022年12月からゴム
ボール遊びや自転車に乗るための練習を可能にする
などの緩和を実施したところである。
これに対しては、緩和に対する理解、感謝がある一
方、サッカーやスケートボードが自由にできると勘
違いされることによる、トラブルや騒音の増加への
心配や嫌悪感があるなど、両面の意見が寄せられ
た。
今後については、利用者同士、また利用者と近隣住
民が理解しあえるよう、わかりやすい掲示内容に改
善していくことなどを進めるとともに、その他の
ルールの緩和についても、地域の意見や他区の状況
などを踏まえた上で検討していく。

82

区内には公共交通機関が遠く、利用するのが難しい
地域もあるため、その解消をしてほしい。

2023年度末に中野区地域公共交通計画を策定し、計
画に基づき検討を進める。

83

自転車利活用計画の中に、大人向け自転車講習の実
施について記載してほしい。

「施策54犯罪や事件・事故の防止と消費生活の安全
の推進」の「主な取組③交通安全対策・啓発活動の
促進」において、自転車安全利用講習会の取組を記
載している。また、2023年度に策定した中野区自転
車利活用計画に、多様な世代に向けた交通安全教育
の実施について記載している。

84

再生可能エネルギー設備等設置補助の充実ととも
に、公共施設にも設置してほしい。

区有施設の建設・整備にあたり、LED照明や太陽光
パネルの設置を進めている。また、2023年度に脱炭
素社会の実現に向けた区有施設整備方針を定め、今
後は同方針に基づき区有施設の新築・改築時におけ
る環境性能向上に係る取組の実施を推進していく。

政策13で「誰一人取り残されるされることのない支
援体制を構築する」ことを目標に掲げており、「施
策34障害者への相談支援体制と地域生活移行を支え
る環境の整備」の施策の方向性として、障害者及び
介護者の高齢化、障害の多様化・重度化など個々の
置かれている状況や特性に応じて、切れ目なく必要
な支援やサービスが受けられるようにする旨謳って
おり、適切にサービスを受けられるよう努めている
ところである。また、福祉人材の確保・育成につい
ても掲げており、計画に沿って着実に取り組んでい
く。
重度重複障害のある人に関連する主な事業として、
重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業、重度障
害者グループホームの整備、障害者福祉会館におけ
る東京都重症心身障害児（者）通所事業の実施、重
度障害者等就労支援の拡充に取り組む旨記載してい
る。

基本目標４ 安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち
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85

「施策52ごみの減量やリサイクルの推進」の「主な
取組①ごみ減量・リサイクルの推進」における「び
ん・缶・ペットボトル等行政回収」について、回収
とリサイクルだけではなく、特にプラスチックごみ
の減量の啓発について記載してほしい。

「施策52ごみの減量やリサイクルの推進」の「主な
取組①ごみ減量・リサイクルの推進」における主な
事業「3R意識普及啓発」の中でプラスチック減量に
関する啓発にも取り組んでいく。

86

生きもの調査は賛成だが、実施方法については、団
体に任せるのではなく、区内の子どもも関われる方
法等を考えてほしい。

専門的な生きもの調査とは別に、区内の子どもが体
験できる方法等についても検討していく。

87

新型コロナワクチン接種による後遺症の対応を記載
してほしい。

新型コロナワクチン接種に限らず、予防接種法に基
づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合に
は、健康被害救済給付の請求を行うことができる。
健康被害について厚生労働大臣が認定した場合に給
付を受けることが出来る制度であり、区が単独で実
施できる区独自の事業ではないことから実施計画に
は記載していない。

88

ペーパーレスや電子化によって業務の効率化を図る
ということだが、それによってできた時間が有効に
使えるのか疑問である。
また、電子化を性急に進めることで、順応できない
職員もでてくると思うため、そのような職員にも配
慮してほしい。

新庁舎への移転を機に進めているところであり、
ペーパーレスや電子化による業務の効率化によって
作業時間を短縮し、区民サービスの向上が図られる
と考えている。
行政事務の電子化（デジタル化）にあたっては職員
のスキルアップや底上げは必須であり、そのための
研修なども継続的に実施していく考えである。

89

新庁舎の全フロアに共通発券機は必要なのか。ま
ず、1台導入して効果を検証してから全フロアでの
導入を検討するべきだと思う。

共通発券機を全フロアに導入することの必要性やメ
リットも踏まえ、導入する方向で進めている。

90

特別区税の2023年度から2025年度の算定額は確定し
ている数値なのか。どのように見込んだのか。

納税義務者数と国が推計した地方税等の伸びを踏ま
え算出した見込みの数値である。

91

九中跡地、三中跡地の有効利用として、誰でも利用
できる施設、例えば「介護予防センター（仮）」等
はどうか。現状70歳以上の高齢者で女性は外に出て
地域で生き生きと交流しているが、男性は定年に
なって会社に行く必要がなくなると、余り外出をし
なくなる傾向があるようだ。人生100年時代に向け
て「生きがい」を見つけられる就労施設なども良い
と思う。

旧第九中学校は、桃園第二小学校・桃花小学校等改
築中の代替校舎として活用する。
旧第三中学校は、立地条件や規模などを考慮し、区
有施設等用地としての活用を検討する。

92

分野をいくつかにわけて意見交換会を開催した方
が、区側も答えやすいし、区民側も焦点を絞れるた
め良いと思う。

ご意見を踏まえ、今後の実施方法について検討して
いく。

その他

※区分整理の関係から、提出された意見の分割や同趣旨の意見等の統合を行っている場合がある。また、個別
性の高い意見については掲載を省略している。

第４章 区政運営の基本方針

第５章 財政見通し

11



別紙２

第２章 重点プロジェクト

項番
（案）
該当頁

主な関連事業 2023年度 2024年度 2025年度

案 －
外国人相談支援の充実に
向けた母子保健通訳の導
入

素
案

－ － －

案
リトルベビーハンドブッ
クの作成

リトルベビーハンドブッ
クの活用、当事者家族等
の交流会の実施

素
案

リトルベビーハンドブッ
クの作成

リトルベビーハンドブッ
クの活用

案

すこやか福祉センターと
子ども・若者支援セン
ターや児童相談所との連
携会議の開催

こども家庭センターの設
置を契機とした相談支援
機能の強化

素
案

すこやか福祉センターと
子ども・若者センターや
児童相談所との連携会議
の開催

案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

アウトリーチ活動におけ
るコミュニティソーシャ
ルワーク機能の整理・検
討

コミュニティソーシャル
ワーク機能・体制の整備

素
案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

案

区と中間支援組織（区民
活動センター運営委員
会、社会福祉協議会）の
連携体制による支援の強
化

素
案

区と中間支援組織の連携
体制による支援の強化

案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

アウトリーチ活動におけ
るコミュニティソーシャ
ルワーク機能の整理・検
討

コミュニティソーシャル
ワーク機能・体制の整備

素
案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

素案からの主な変更点

1 P.5

保護者の育児不
安の解消につな
がる子育てサー
ビスや相談支援
の充実

2 P.5

保護者の育児不
安の解消につな
がる子育てサー
ビスや相談支援
の充実

3 P.6

すこやか福祉セ
ンター、子ど
も・若者支援セ
ンター、児童館
等による見守
り、ネットワー
ク支援の強化

4 P.6

様々な機会を捉
えた要支援家庭
の早期発見、早
期対応

5 P.10

子育て関連団体
に対する支援と
ネットワークの
構築

6 P.11

アウトリーチ活
動等を通じた支
援に結びつかな
い潜在的な要支
援者の発見、適
切な相談支援へ
の接続、継続的
な見守り・支援

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

1



項番
（案）
該当頁

主な関連事業 2023年度 2024年度 2025年度

案
支援検討会議や地域ケア
個別会議などを通じた要
支援者の情報集約

相談支援業務システム導
入計画策定

システム構築・運用開始

素
案

支援検討会議や地域ケア
個別会議などを通じた要
支援者の情報集約

案 －
少数職種など専門職の計
画的な配置・人材育成の
検討・実施

少数職種など専門職の人
材育成の強化

素
案

－ － －

案 －
地域包括支援センター職
員の体制強化

素
案

－ － －

案

ヤングケアラーコーディ
ネーターの配置及び支援
者向け相談支援の実施

ケアラー支援の拡充、
SNSを活用したオンライ
ン相談の実施

ヤングケアラーに関する
理解・啓発事業の実施

素
案

ヤングケアラー支援事業
の実施

案
介護人材の確保・育成支
援の実施

介護人材の裾野を広げる
施策の検討

介護人材の裾野を広げる
施策の実施

素
案

介護人材の確保・育成支
援の実施

案
医療的ケア児等支援地域
協議会の設置

医療的ケア児等の支援に
関する課題の検討・施策
への反映

素
案

医療的ケア児等支援地域
協議会の設置

7 P.11

アウトリーチ活
動等を通じた支
援に結びつかな
い潜在的な要支
援者の発見、適
切な相談支援へ
の接続、継続的
な見守り・支援

8 P.11

より身近な地域
で専門的な相談
支援を受けられ
る体制の整備と
それに伴うすこ
やか福祉セン
ター及び地域包
括支援センター
圏域の再編

9 P.11

より身近な地域
で専門的な相談
支援を受けられ
る体制の整備と
それに伴うすこ
やか福祉セン
ター及び地域包
括支援センター
圏域の再編

10 P.11

ひきこもり、精
神保健相談な
ど、複合的な課
題や専門性が要
求される課題に
対する子ども・
若者支援セン
ターやすこやか
福祉センターな
どの相談支援機
関の連携強化

11 P.12

相談支援機関の
職員をはじめ、
多様な主体の提
案力、課題解決
力の向上

12 P.12

相談支援機関の
職員をはじめ、
多様な主体の提
案力、課題解決
力の向上

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な関連事業 2023年度 2024年度 2025年度

案
医療的ケア児等支援情報
連絡会の開催

相談支援技術の向上のた
めの研修等の実施

素
案

医療的ケア児等支援情報
連絡会の開催

案
再犯防止推進のための関
係者・支援者によるネッ
トワークの強化

再犯防止推進計画の改定 改定版の再犯防止推進計
画に基づく取組の実施

素
案

再犯防止推進のための関
係者・支援者によるネッ
トワークの強化

案
地域包括ケア体制の充実
に向けた産学連携の推進

地域包括ケア推進パート
ナーシップ協定制度の実
施

素
案

地域包括ケア体制の充実
に向けた産学連携の推進

案

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者との懇
談会への関係団体・機関
の参加の促進

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者及び地
域包括ケア推進パート
ナーシップ協定締結事業
者との懇談会への関係団
体・機関の参加の促進

素
案

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者との懇
談会への関係団体・機関
の参加の促進

案
子ども発達支援に関する
ペアレントメンター養成
事業の実施

事業内容の充実に向けた
検討

事業の充実

素
案

ペアレントメンター養成
事業の実施

案
成年後見制度連携推進協
議会の運営

成年後見制度の利用促進
につながる具体的な方策
の検討

成年後見制度の利用促進
につながる具体的な方策
の実施

素
案

成年後見制度連携推進協
議会の運営

案
認知症施策推進計画の策
定

当事者・家族等からの情
報発信の支援の強化

当事者・家族等からの声
を踏まえた施策の展開の
強化

素
案

－ － －

13 P.12

相談支援機関の
職員をはじめ、
多様な主体の提
案力、課題解決
力の向上

14 P.12

相談支援機関の
職員をはじめ、
多様な主体の提
案力、課題解決
力の向上

15 P.12

地域資源の開発
や区民が抱える
個別課題への柔
軟かつ迅速な解
決に向けた仕組
みづくり

17 P.12

地域資源の開発
や区民が抱える
個別課題への柔
軟かつ迅速な解
決に向けた仕組
みづくり

18 P.13
権利擁護支援の
中核機関の設置

16 P.12

地域資源の開発
や区民が抱える
個別課題への柔
軟かつ迅速な解
決に向けた仕組
みづくり

19 P.13

認知症や障害な
ど生活において
困難を抱える人
への理解の促進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な関連事業 2023年度 2024年度 2025年度

案

認知症サポーター養成講
座の開催及び認知症地域
支援推進事業における地
域拠点の運営

支援者の活動の促進に向
けた活動の場の確保・開
拓

素
案

認知症サポーター養成講
座の開催

認知症地域支援推進事業
における地域拠点の運営

案
支援検討会議や地域ケア
個別会議などを通じた要
支援者の情報集約

相談支援業務システム導
入計画策定

システム構築・運用開始

素
案

支援検討会議や地域ケア
個別会議などを通じた要
支援者の情報集約

案
高齢者の保健事業と介護
予防等の一体的な実施に
向けたモデル事業の実施

高齢者の保健事業と介護
予防等の一体的な実施に
向けたモデル事業の拡大

高齢者の保健事業と介護
予防等の一体的な実施
（本格実施）

素
案

－ － －

案

チャレンジ基金助成、政
策助成の利用促進及び団
体育成・自立に向けた伴
走型支援の実施

団体のニーズを踏まえた
チャレンジ基金助成、政
策助成の改善

素
案

チャレンジ基金助成、政
策助成の利用促進及び団
体育成・自立に向けた伴
走型支援の実施

案
区民公益活動団体支援講
座及び交流会等の実施

区民公益活動団体支援講
座等の実施及び交流会の
拡充

素
案

区民公益活動団体支援講
座及び交流会等の実施

案

区と中間支援組織（区民
活動センター運営委員
会、社会福祉協議会）の
連携体制による支援の強
化

素
案

区と中間支援組織の連携
体制による支援の強化

20 P.13

認知症や障害な
ど生活において
困難を抱える人
への理解の促進

21 P.13

高齢者、障害
者、児童等虐待
の未然防止、早
期発見・早期対
応

22 P.14

医療・介護な
ど、支援・サー
ビス提供者の連
携の推進

23 P.15

地域における公
益的な活動を担
う新たな人材・
団体の育成

24 P.15

地域団体等と人
材をつなげる総
合的な支援体制
の構築

25 P.15

地域団体等と人
材をつなげる総
合的な支援体制
の構築

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な関連事業 2023年度 2024年度 2025年度

案
SNSやホームページ等に
よる、町会・自治会情報
の発信の支援

町会・自治会の活動の持
続・発展に向けた支援の
強化

素
案

－ － －

案
電子掲示板「ためまっ
ぷ」を活用した地域活動
団体の情報発信

電子掲示板「ためまっ
ぷ」の区民への普及・啓
発の強化

素
案

電子掲示板「ためまっ
ぷ」を活用した地域活動
団体の情報発信

案
区民活動センター集会室
空き状況の公開

施設予約システムを活用
した利用促進

素
案

区民活動センター集会室
空き状況の公開

案

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者との懇
談会への関係団体・機関
の参加の促進

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者及び地
域包括ケア推進パート
ナーシップ協定締結事業
者との懇談会への関係団
体・機関の参加の促進

素
案

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者との懇
談会への関係団体・機関
の参加の促進

案
地域包括ケア体制の充実
に向けた産学連携の推進

地域包括ケア推進パート
ナーシップ協定制度の実
施

素
案

地域包括ケア体制の充実
に向けた産学連携の推進

案
中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の検
討

中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の実
施

素
案

中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の検
討

中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の実
施

案
区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の検
討

区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の実
施

素
案

区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の検
討

区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の実
施

28 P.15

多様な交流機会
の創出と活動を
通じたコミュニ
ティの形成

30

26 P.15

多様な交流機会
の創出と活動を
通じたコミュニ
ティの形成

27 P.15

多様な交流機会
の創出と活動を
通じたコミュニ
ティの形成

P.17

地域団体、専門
職（多職種）及
び民間企業等と
連携した見守
り・支えあい

29 P.17

地域団体、専門
職（多職種）及
び民間企業等と
連携した見守
り・支えあい

32 P.18
高齢者、女性、
若者、障害者等
への就労支援

31 P.18
販路拡大や生産
性向上などの経
営支援の強化

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な関連事業 2023年度 2024年度 2025年度

案
個店・スタートアップ支
援の実施

総合的な経営サポート事
業へ統合

素
案

個店・スタートアップ支
援の実施

総合的な商業サポート事
業へ統合

案
総合的な商業サポート事
業の検討

総合的な経営サポート事
業の実施

素
案

総合的な商業サポート事
業の検討

総合的な商業サポート事
業の実施

案 －
区有施設等を活用したパ
ブリックアート推進事業
の実施

素
案

－
区有施設を活用したパブ
リックアート推進事業の
検討

区有施設を活用したパブ
リックアート推進事業の
実施

案

（仮称）中野四丁目新北
口駅前地区第一種市街地
再開発事業都市計画決定

都市計画事業認可
権利変換計画認可
区役所跡施設、中野サン
プラザ跡施設解体工事

建築工事

素
案

（仮称）中野四丁目新北
口駅前地区第一種市街地
再開発事業都市計画決
定、都市計画事業認可

権利変換計画認可
区役所跡施設、中野サン
プラザ跡施設解体工事

建築工事

第３章 基本目標別の政策・施策

（１）施策の成果指標

項番
（案）
該当頁

成果指標 基本計画策定時 現状値 2025年度目標値

案
79.4

(2020年度)
89.2

(2022年度)
100

素
案

79.4
(2020年度)

89.2
(2022年度)

95

案
43.1

(2020年度）
41.9

（2022年度）
50

素
案

43.1
(2020年度）

41.7
（2022年度）

50

35 P.20
個性豊かな地域
資源の発掘と情
報発信の強化

36 P.22

市街地再開発事
業（中野二丁目
地区、囲町東地
区、囲町西地
区、（仮称）中
野四丁目西地
区、（仮称）中
野四丁目新北口
駅前地区）

33 P.19
個店経営支援及
び商業サポート
機能の強化

34 P.19
個店経営支援及
び商業サポート
機能の強化

・ 事業の新規実施・拡充や施設の供用開始等の新たな展開には「◎」を、新規・拡充に向けた準備・検討等
　 の展開には「○」を付記

37 P.86

ICTを活用して
児童・生徒を指
導することがで
きている教員の
割合

38 P.204
区民健診（長寿
健診）の受診率

推進

推進

推進

推進

推進
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（２）主な事業　※新たに追加した主な事業は、事業名の末尾に(＊)を付記

項番
（案）
該当頁

主な事業 2023年度 2024年度 2025年度

案
電子掲示板「ためまっ
ぷ」を活用した地域活動
団体の情報発信

電子掲示板「ためまっ
ぷ」の区民への普及・啓
発の強化

素
案

電子掲示板「ためまっ
ぷ」を活用した地域活動
団体の情報発信

案
区民公益活動団体支援講
座及び交流会等の実施

区民公益活動団体支援講
座等の実施及び交流会の
拡充

素
案

区民公益活動団体支援講
座及び交流会等の実施

案

区と中間支援組織（区民
活動センター運営委員
会、社会福祉協議会）の
連携体制による支援の強
化

素
案

区と中間支援組織の連携
体制による支援の強化

案
SNSやホームページ等に
よる、町会・自治会情報
の発信の支援

町会・自治会の活動の持
続・発展に向けた支援の
強化

素
案

SNSやホームページ等に
よる、町会・自治会情報
の発信の支援

案

区と中間支援組織（区民
活動センター運営委員
会、社会福祉協議会）の
連携体制による支援の強
化

素
案

区と中間支援組織の連携
体制による支援の強化

案

チャレンジ基金助成、政
策助成の利用促進及び団
体育成・自立に向けた伴
走型支援の実施

団体のニーズを踏まえた
チャレンジ基金助成、政
策助成の改善

素
案

チャレンジ基金助成、政
策助成の利用促進及び団
体育成・自立に向けた伴
走型支援の実施

案
集会室空き状況の公開 施設予約システムを活用

した利用促進

素
案

集会室空き状況の公開

42 P.40
町会・自治会活
動強化支援事業

45 P.42
区民活動セン
ターの利用方法
の改善

43
P.40
P.124

地域人材育成・
マッチング事業

44 P.40
地域における公
益的な活動団体
活性化支援事業

40
P.37
P.125

地域団体活動支
援事業

41 P.39
区民団体連携支
援事業

39 P.37
SNS等の活用に
よる情報発信

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な事業 2023年度 2024年度 2025年度

案 －
区有施設等を活用したパ
ブリックアート推進事業
の実施

素
案

－
区有施設を活用したパブ
リックアート推進事業の
検討

区有施設を活用したパブ
リックアート推進事業の
実施

案
中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の検
討

中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の実
施

素
案

中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の検
討

中野駅周辺のにぎわいに
関する産学連携事業の実
施

案
区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の検
討

区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の実
施

素
案

区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の検
討

区内事業者、区民に向け
た新たな雇用支援策の実
施

案
個店・スタートアップ支
援の実施

総合的な経営サポート事
業へ統合

素
案

個店・スタートアップ支
援の実施

総合的な商業サポート事
業へ統合

案
総合的な商業サポート事
業の検討

総合的な経営サポート事
業の実施

素
案

総合的な商業サポート事
業の検討

総合的な商業サポート事
業の実施

案

都市計画決定 都市計画事業認可
権利変換計画認可
区役所跡施設、中野サン
プラザ跡施設解体工事

建築工事

素
案

都市計画決定、都市計画
事業認可

権利変換計画認可
区役所跡施設、中野サン
プラザ跡施設解体工事

建築工事

案 －
外国人相談支援の充実に
向けた母子保健通訳の導
入

素
案

－ － －

案

すこやか福祉センターと
子ども・若者支援セン
ターや児童相談所との連
携会議の開催

こども家庭センターの設
置を契機とした相談支援
機能の強化

素
案

すこやか福祉センターと
子ども・若者センターや
児童相談所との連携会議
の開催

46

49

P.44

区有施設を活用
した文化芸術空
間の創出、パブ
リックアート推
進事業

47 P.51
データ活用によ
る商業振興等の
推進

48 P.52
企業支援及び就
労・求人支援

50 P.53
商業サポート事
業

51 P.60

（仮称）中野四
丁目新北口駅前
地区第一種市街
地再開発事業

52
P.72
P.94

妊娠出産トータ
ル支援

P.53
個店経営支援事
業

53 P.73

支援検討会にお
けるリスクアセ
スメント、児童
相談所及び関係
機関との連携

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な事業 2023年度 2024年度 2025年度

案 －
区立小・中学校等の学校
給食費に係る保護者負担
軽減の実施

素
案

－ － －

案
リトルベビーハンドブッ
クの作成

リトルベビーハンドブッ
クの活用、当事者家族等
の交流会の実施

素
案

リトルベビーハンドブッ
クの作成

リトルベビーハンドブッ
クの活用

案
子ども発達支援に関する
ペアレントメンター養成
事業の実施

事業内容の充実に向けた
検討

事業の充実

素
案

ペアレントメンター養成
事業の実施

案

医療的ケア児等支援地域
協議会の設置

医療的ケア児等支援情報
連絡会の開催

医療的ケア児等の支援に
関する課題の検討・施策
への反映

相談支援技術の向上のた
めの研修等の実施

素
案

医療的ケア児等支援地域
協議会の設置

医療的ケア児等支援情報
連絡会の開催

案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

アウトリーチ活動におけ
るコミュニティソーシャ
ルワーク機能の整理・検
討

コミュニティソーシャル
ワーク機能・体制の整備

素
案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

案

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者との懇
談会への関係団体・機関
の参加の促進

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者及び地
域包括ケア推進パート
ナーシップ協定締結事業
者との懇談会への関係団
体・機関の参加の促進

素
案

高齢者等の見守りに関す
る協定締結事業者との懇
談会への関係団体・機関
の参加の促進

54 P.84
学校給食保護者
負担軽減(＊)

55 P.102
子ども発達支援
事業

P.102
子ども発達支援
普及啓発

57 P.103
医療的ケア児支
援事業

58

P.114
P.118
P.132
P.136

アウトリーチ活
動の推進

56

59 P.117
高齢者の見守
り・支えあい推
進事業

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な事業 2023年度 2024年度 2025年度

案 －
少数職種など専門職の計
画的な配置・人材育成の
検討・実施

少数職種など専門職の人
材育成の強化

素
案

－ － －

案 － 職員の体制強化

素
案

－ － －

案 －
がん患者へのアピアラン
スケア支援の実施

素
案

－ － －

案
介護人材の確保・育成支
援の実施

介護人材の裾野を広げる
施策の検討

介護人材の裾野を広げる
施策の実施

素
案

介護人材の確保・育成支
援の実施

案
成年後見制度連携推進協
議会の運営

成年後見制度の利用促進
につながる具体的な方策
の検討

成年後見制度の利用促進
につながる具体的な方策
の実施

素
案

成年後見制度連携推進協
議会の運営

案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

支援検討会議や地域ケア
個別会議などを通じた要
支援者の情報集約

アウトリーチ活動におけ
るコミュニティソーシャ
ルワーク機能の整理・検
討

相談支援業務システム導
入計画策定

コミュニティソーシャル
ワーク機能・体制の整備

システム構築・運用開始

素
案

アウトリーチチーム機能
強化を踏まえた関係機関
との連携及び重層的支援
体制の推進による見守
り、支援の充実

支援検討会議や地域ケア
個別会議などを通じた要
支援者の情報集約

案

ヤングケアラーコーディ
ネーターの配置及び支援
者向け相談支援の実施

ケアラー支援の拡充、
SNSを活用したオンライ
ン相談の実施

ヤングケアラーに関する
理解・啓発事業の実施

素
案

ヤングケアラー支援事業
の実施

60 P.118
すこやか福祉セ
ンター整備・運
営

61 P.118
地域包括支援セ
ンター整備・運
営

63 P.121
介護人材確保・
育成等支援事業

62 P.120
在宅療養推進事
業

64 P.129
成年後見制度推
進事業

65 P.132
要支援者早期把
握

66 P.132
ヤングケアラー
支援

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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項番
（案）
該当頁

主な事業 2023年度 2024年度 2025年度

案
地域包括ケア体制の充実
に向けた産学連携の推進

地域包括ケア推進パート
ナーシップ協定制度の実
施

素
案

地域包括ケア体制の充実
に向けた産学連携の推進

案 －
再犯防止推進計画の改定 改定版の再犯防止推進計

画に基づく取組の実施

素
案

－ － －

案
認知症施策推進計画の策
定

当事者・家族等からの情
報発信の支援の強化

当事者・家族等からの声
を踏まえた施策の展開の
強化

素
案

－ － －

案
認知症地域支援推進事業
における地域拠点の運営

支援者の活動の促進に向
けた活動の場の確保・開
拓

素
案

認知症地域支援推進事業
における地域拠点の運営

案
高齢者の保健事業と介護
予防等の一体的な実施に
向けたモデル事業の実施

高齢者の保健事業と介護
予防等の一体的な実施に
向けたモデル事業の拡大

高齢者の保健事業と介護
予防等の一体的な実施
（本格実施）

素
案

KDBシステム（国保デー
タベースシステム）の
データを活用した事業の
実施

案

非木造住宅耐震補強助成
の制度構築

非木造住宅建替え、除却
助成の制度構築

非木造住宅耐震補強助成
の実施

非木造住宅建替え、除却
助成の実施

素
案

－ － －

案
区民を対象とした自転車
用ヘルメット購入補助事
業の実施

－

素
案

区民を対象とした自転車
用ヘルメット購入補助事
業の実施

－ －

73 P.202
自転車点検等整
備促進事業

P.152
データヘルス事
業

72 P.162
木造住宅等の耐
震化促進事業

69 P.144
認知症施策推進
計画の策定(＊)

70 P.145
認知症地域支援
推進事業

67 P.133

地域包括ケア体
制の充実に向け
た産学連携の推
進

68 P.134
再犯防止推進事
業

71

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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第４章 区政運営の基本方針

第５章 財政見通し

項
番

（案）
該当頁

該当箇所

・ 事業の新規実施・拡充や施設の供用開始等の新たな展開には「◎」を、新規・拡充に向けた準備・検討等
　 の展開には「○」を付記

内容

74 P.218

１　財政
フレーム

①一般財
源ベース
の財政フ
レーム

案

素
案

2023年度 2024年度 2025年度

（略） （略） （略） （略） （略）

215 198 168 779 1,361

（略） （略） （略） （略） （略）

90 73 241 191 594

1,495 1,358 1,453 6,289 10,595

（略） （略） （略） （略） （略）

556 387 291 1,265 2,499

372 177 123 641 1,313

200 106 240 599 1,145

財政調整基金 79 29 134 57 300

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

特定目的基金 100 67 75 302 544

1,495 1,358 1,453 6,289 10,595

実施計画 次期・

基本計画
計

歳

入

（略）

基金繰入金

（略）

財産収入等

歳入合計

歳

出

（略）

新規・拡充等事業

（内施設関連経費）

基金積立金

歳出合計

2023年度 2024年度 2025年度

（略） （略） （略） （略） （略）

215 198 168 776 1,358

（略） （略） （略） （略） （略）

90 73 241 249 652

1,495 1,358 1,453 6,345 10,650

（略） （略） （略） （略） （略）

556 379 282 1,223 2,440

372 177 123 641 1,313

200 114 249 697 1,260

財政調整基金 79 38 134 65 317

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

特定目的基金 100 67 84 392 642

1,495 1,358 1,453 6,345 10,650

実施計画 次期・

基本計画
計

歳

入

（略）

基金繰入金

（略）

財産収入等

歳入合計

歳

出

（略）

新規・拡充等事業

（内施設関連経費）

基金積立金

歳出合計
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項
番

（案）
該当頁

該当箇所 内容

75 P.220

１　財政
フレーム

②基金の
積立・繰
入計画

案

素
案

2023年度 2024年度 2025年度

積立 79 29 134 57

繰入 108 23 22 142

残高 319 325 437 351

（略） （略） (略） (略） (略） (略）

積立 23 5 6 37

繰入 36 61 16 114

残高 194 138 128 51

積立 10 17 25 32

繰入 13 22 28 48

残高 39 34 32 16

（略） （略） (略） (略） (略） (略）

積立 200 106 240 599

繰入 215 198 168 779

残高 736 643 716 536

計

（減債基金を除く）
残高 714 625 695 512

種別 区分
実施計画 次期・

基本計画

財政調整基金

義務教育施設整備

基金

社会福祉施設整備

基金

合計

2023年度 2024年度 2025年度

積立 79 38 134 65

繰入 108 23 22 139

残高 319 333 446 371

（略） （略） (略） (略） (略） (略）

積立 23 5 11 110

繰入 36 61 16 114

残高 194 138 132 129

積立 10 17 29 48

繰入 13 22 28 48

残高 39 34 36 36

（略） （略） (略） (略） (略） (略）

積立 200 114 249 697

繰入 215 198 168 776

残高 736 652 733 653

計

（減債基金を除く）
残高 714 633 712 630

区分
基本計画 次期・

基本計画

財政調整基金

義務教育施設整備

基金

社会福祉施設整備

基金

合計

種別
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項
番

（案）
該当頁

該当箇所 内容

76
P.222
～

P.224

２　基
金・起債
を活用す
る主な事
業

案

2023年度 2024年度 2025年度

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 9 159 50 393 611

起債 - 38 9 100 147

基金繰入 4 17 8 55 84

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 7 15 15 32 67

起債 - 8 7 11 25

基金繰入 4 3 2 5 14

事業費 15 19 39 82 153

起債 - 10 17 30 57

基金繰入 10 3 6 13 32

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 1 2 5 5 13

起債 - - - - -

基金繰入 0 1 3 1 5

事業費 3 7 6 13 28

起債 - - - - -

基金繰入 1 4 4 3 12

事業費 0 0 14 15 29

起債 - - - - -

基金繰入 - 0 10 6 16

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 3 6 5 13 26

起債 - - - - -

基金繰入 3 6 5 13 26

事業費 12 18 23 49 101

起債 - - - - -

基金繰入 9 18 23 49 98

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 16 8 10 87 121

起債 - - - - -

基金繰入 11 8 10 87 116

学

校
（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業名 区分
実施計画 次期・

基本計画
計

大和町まちづくり

（仮称）上高田五

丁目公園整備

区

有

施

設

保育園・幼稚園

すこやか福祉セン

ター等

施設保全・その他

改修（長期保全）

ま

ち

づ

く

り

中野四丁目新北口

地区

新井薬師前駅周辺

基盤整備（区画街

路第3号線・補助第

220号線）

沼袋駅周辺地区基

盤整備（区画街路

第4号線）

弥生町防災まちづ

くり

14 



項
番

（案）
該当頁

該当箇所

77
P.222
～

P.224

２　基
金・起債
を活用す
る主な事
業

素
案

内容

2023年度 2024年度 2025年度

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 9 159 50 393 611

起債 - 38 9 100 147

基金繰入 4 17 8 55 84

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 22 33 53 113 221

起債 - 17 24 41 82

基金繰入 14 6 8 18 46

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 4 9 11 18 42

起債 - - - - -

基金繰入 1 5 6 4 16

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 - 0 14 15 29

起債 - - - - -

基金繰入 - 0 10 6 16

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 6 7 12 27 52

起債 - - - - -

基金繰入 6 7 12 27 52

（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

事業費 8 17 19 100 144

起債 - - - - -

基金繰入 6 17 19 100 142

事業費 17 7 7 37 68

起債 - - - - -

基金繰入 11 7 7 37 62

学

校
（略） （略） (略） (略） (略） (略） (略）

区

有

施

設

すこやか福祉セン

ター等

その他の施設

施設保全

（長期保全）

事業名 区分
実施計画 次期・

基本計画
計

ま

ち

づ

く

り

中野四丁目地区

区画街路第3号線・

第4号線、補助第

220号線

弥生町・大和町防

災まちづくり

新たな公園整備事

業
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中野区は、中野区基本構想（以下「基本構想」といいます。）を 2021 年 3 月に改定

しました。基本構想では 10 年後に目指すまちの将来像を「つながる はじまる な

かの」として描いています。 

この基本構想で目指すまちの姿を実現するため、4つの基本目標、20 の政策、56 の

施策からなる中野区基本計画（以下「基本計画」といいます。）を 2021 年 9 月に策定

し、基本計画に基づく取組を進めてきました。 

基本計画策定以降、新型コロナウイルス感染症への対応が新たな局面を迎えたもの

の、ウクライナ危機を発端とした物価の急激な上昇、深刻さを増している気候変動な

どにより、区を取り巻く社会経済状況は揺れ動いている状況にあります。このような

状況にあっても、区が目指す 4つの基本目標の実現に向け、基本計画に掲げる取組を

着実に進めていくことが必要です。 

こうした背景から、基本計画の後期にあたる 2023 年度から 2025 年度までの取組を

具体化した中野区実施計画（以下「実施計画」といいます。）を策定することとしまし

た。 

実施計画は、基本計画の後期の取組を具体化する内容であることから、基本計画の

一部として位置付けます。 

実施計画の内容は、重点プロジェクトの展開、基本目標別の政策・施策における主

な事業及び区政運営の基本方針のうち区が目指す質の高い行政サービスの提供に向

けた取組について、今後の展開を具体化するものとします。また、基本計画策定時の

想定から変化した財政見通しと 2022 年度に確立した新たな財政運営の考え方を反映

した財政フレームについても示す内容とします。併せて、2021 年 8 月に策定した中野

区構造改革実行プログラムのうち、新たな行政需要に応じた効率的かつ効果的なサー

ビス展開を図るために引き続き取り組むべき内容について盛り込んだ内容とします。 

実施計画に位置付けた取組については、基本計画と同様、毎年度の進捗状況の把握、

定期的な評価検証を行い進めていきます。 

  

第１章 

中野区実施計画について 
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基本計画において、政策及び施策を効果的かつ効率的に推進していくため、組織横

断的かつ重点的に対応することが必要な政策課題に対し重点プロジェクトを設定し

ています。 

 実施計画では、基本計画で設定した重点プロジェクトにおける取組について、今後

の展開を年度ごとに示します。 

  

第２章 

重点プロジェクト 
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■ページの見方 

基本計画に掲げている

重点プロジェクトを記

載しています。 

重点プロジェクトにお

ける推進するプロジェ

クトを記載していま

す。 

推進するプロジェクト

における重点ポイント

を記載しています。 

重点ポイントに関連す

る主な関連事業の、実

施計画の計画期間にお

ける事業展開を示して

います。 



▶ 「中野区子どもの権利に関す
る条例」に基づく子どもの権
利の普及啓発の実施

▶ 子どもが主体となった普及啓
発の実施

▶ 区政運営における子どもの意
見表明・参加の促進

▶ 子どもの意見表明・参加に関
する手引き作成

▶ 子どもの意見表明・参加に関
する手引きの全庁展開による
取組の実施

▶ 子ども会議の実施、あり方の
検討

▶ 子ども会議の拡充

▶ 妊娠から子育て期にかかる切
れ目ない相談支援及び経済的
支援の実施

▶ 外国人相談支援の充実に向け
た母子保健通訳の導入

▶ 産後ケア事業の充実

▶ 妊婦健診の公費負担拡充

▶ 多胎児家庭に対する支援の拡
充

▶ ひとり親家庭相談員の設置

▶ リトルベビーハンドブックの
作成

▶ リトルベビーハンドブックの
活用、当事者家族等の交流会
の実施

～児童虐待を未然に防止する事業を充実し体制を強化します～

○ 子どもの権利に係る普及啓発の実施

○ 保護者の育児不安の解消につながる子育てサービスや相談支援の充実

重点プロジェクト
　プロジェクト１ 　　子育て先進区の実現

　❶ 子ども・子育て家庭に対するセーフティネットを強化します
主な事業展開

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ すこやか福祉センターでの支
援検討会の開催

▶ すこやか福祉センターと子ど
も・若者支援センターや児童
相談所との連携会議の開催

▶ こども家庭センターの設置を
契機とした相談支援機能の強
化

▶ 教育支援室と児童相談所が連
携した学校に通いづらい児
童・生徒の居場所づくり

▶ 教育支援室と子ども・若者支
援センターとの連携による教
育支援室を利用していた生徒
の義務教育終了後の切れ目の
ない支援

▶ 児童館におけるソーシャル
ワーク実施に向けた具体的手
法の検討

▶ 児童館におけるソーシャル
ワークの実施

▶ 乳幼児健康診査等の事業にお
ける子育て家庭の状況把握

▶ 児童相談所における相談援助
業務モバイルシステム実証実
験

▶ 児童相談所における相談援助
業務モバイルシステム試行導
入

▶ 児童相談所における相談援助
業務モバイルシステム運用

▶ 社会的養護基盤の確保の方向
性検討

▶ 社会的養護基盤の具体的な確
保策検討

▶ 里親支援の拡充

▶ 里親養育包括支援（フォスタ
リング）の検討

▶ 里親養育包括支援（フォスタ
リング）の事業者選定・運用
準備

▶ 里親養育包括支援（フォスタ
リング）の運用

▶ アウトリーチチーム機能強化
を踏まえた関係機関との連携
及び重層的支援体制の推進に
よる見守り、支援の充実

▶ アウトリーチ活動におけるコ
ミュニティソーシャルワーク
機能の整理・検討

▶ コミュニティソーシャルワー
ク機能・体制の整備

○ すこやか福祉センター、子ども・若者支援センター、児童館等による見守り、
　 ネットワーク支援の強化

○ 様々な機会を捉えた要支援家庭の早期発見、早期対応

主な事業展開

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進
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▶ 学習支援事業の対象拡大（中
学生から小学5年生まで）

▶ 学習支援事業の対象拡大（中
学生から小学4年生まで）

▶ 既存事業等を活用した子ども
の経験・体験事業の検討

▶ 子どもの経験・体験事業の実
施

▶ 子どもの生活実態調査分析結
果に基づく高校生年代への支
援の検討

▶ 高校生年代を対象とした支援
事業の実施

▶ 子どもソーシャルワーカーを
核とした地域の関係団体等と
の関係構築

▶ 小学校区ごとの子ども食堂の
立ち上げ支援の実施

▶ 子ども食堂運営助成の実施

▶ 食・住に係る新規支援事業の
検討

▶ 食・住に係る新規支援事業の
実施

▶ 実質的なひとり親への給付事
業の実施

▶ 実質的なひとり親への支援事
業の拡充

▶ 養育費確保事業の拡充

▶ 子ども相談室の愛称、マス
コットキャラクターの募集

▶ 子どもが相談しやすい手法の
検討

▶ 子どもが相談しやすい手法の
拡充

▶ スクールソーシャルワーカー
の配置の充実

▶ スクールソーシャルワーカー
の外部を含む関係機関との連
携強化

▶ 区のスクールカウンセラーの
配置検討等

▶ 区独自のスクールカウンセ
ラーのモデル配置

▶ 区独自のスクールカウンセ
ラーの充実

～生活が困難な状況にある家庭の子どもを支える環境をつくります～

○ 子どもの経験・体験・学びの機会の確保

○ 食事の確保などの生活支援の充実

○ 子どもの立場に寄り添った相談体制の確保

主な事業展開

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ 児童館運営・整備推進計画の
策定

▶ ニーズを踏まえた児童館の機
能強化に向けたモデル事業の
実施

▶ ニーズを踏まえた児童館の機
能強化

▶ 児童館における乳幼児親子の
ための日曜日親子委託事業の
拡充

▶ キッズ・プラザ鷺の杜の開設 ▶ （仮称）キッズ・プラザ南台
の開設

▶ 鷺の杜学童クラブの開設 ▶ （仮称）南台学童クラブの開
設

▶ 民設民営学童クラブ増設
（塔山・谷戸小学校区）

▶ 小学校施設を活用した放課後
居場所事業の拡充

▶ 学校図書館の夏季休業期間中
等の開放

▶ プレーパークの認知度向上の
ための普及啓発事業の実施

▶ プレーパークの担い手育成の
ための費用助成事業の実施

▶ 常設プレーパークの検討 ▶ プレーパークの常設に向けた
試行実施（江古田の森公園）

▶ 常設プレーパークの開設（江
古田の森公園）

▶ 公園長寿命化計画による遊具
の設計

▶ 公園長寿命化計画による遊具
の工事

▶ 利用ルールの見直し検討、試
行及び実施

▶ ハイティーン会議の運営 ▶ ハイティーン会議のチャレン
ジ内容の区政への反映

▶ 中高生年代向け施設のあり方
検討

▶ 中高生年代の意見を反映した
施設計画の策定

▶ 子育て関連店舗の情報発信
マップの検討

▶ 子育て関連店舗の情報発信
マップの公開

▶ 子育てに適した住宅の普及促
進

▶ 子育て世帯を対象に含む
「セーフティネット住宅」の
登録促進

　❷ 子育て・子育ち環境を整備します
主な事業展開

～子どものニーズに合わせた環境づくりを進めます～

○ 子どもの成長に合わせた児童館やキッズ・プラザなどの多様な居場所づくり

○ 魅力ある公園の整備

○ 中高生が主体的に活動・交流できる機会の確保

○ 子育て関連店舗の充実と子育て支援住宅の普及促進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進
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▶ モデル校での地域学校運営協
議会の設置・開催

▶ 地域学校運営協議会モデル校
の拡充

▶ 地域学校運営協議会の全校導入

▶ モデル校での地域学校協働活
動の試行

▶ 地域学校協働活動モデル校の
拡充

▶ 全校（中学校区）での地域学
校協働活動開始

▶ 各校・園の特色ある学校づく
りの実施

▶ 中野区コミュニティ・スクー
ルの移行に向けた中学校区の
共通のテーマの検討

▶ 中野区コミュニティ・スクー
ルの移行に向けた連携研究の
実施

▶ 中野区コミュニティ・スクー
ルの全面実施における連携研
究の充実

▶ 「保幼小中連携教育」による0
～15歳の一貫した教育の実施

▶ 「保幼小中連携教育」による0
～15歳の一貫した教育の実施
及び新たな保幼小中連携教育
のあり方の検討

▶ 中学校区を中心とした0～15歳
の一貫した教育の充実及び新
たな保幼小中連携教育の実施

▶ （仮称）保幼小中連携教育サ
ミットの実施に向けた検討

▶ （仮称）保幼小中連携教育サ
ミットの実施

▶ 就学前教育プログラムの見直
し

▶ 新たな就学前教育プログラム
の検討

▶ 就学前教育プログラムの改訂

▶ 就学前教育・保育施設の合同
研究の実施及び方法の見直し

▶ 就学前教育・保育施設の合同
研究の実施及び方法の検討

▶ 新たな就学前教育・保育施設
の合同研究の実施

▶ 区立図書館によるアウトリー
チ事業の充実による来館促進

▶ 中高生による図書館活性化プ
ロジェクトの検討

▶ 中高生による図書館活性化プ
ロジェクトの実施

▶ 中央図書館児童コーナー一部
改修

▶ 江古田図書館児童コーナー一
部改修

▶ 南台図書館児童コーナー一部
改修

▶ ブックスタート事業の実施

▶ セカンドブック事業の検討

▶ 区立図書館蔵書・貸出充実事
業の実施、学校図書館蔵書の
刷新

▶ 図書館での子育て支援事業の
充実

主な事業展開

～地域の協働・協創により学習環境を充実します～

○ 学校運営協議会・地域学校協働本部の設置

○ 子どもや地域の現状・課題を踏まえた学校ごとの特色ある教育の充実

○ 保育園、幼稚園、小・中学校の連携教育の充実

○ 子どもの読書活動の推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進
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▶ 子育て支援の仲間づくりを推
進する取組や活動の場の提供
による団体活動支援の実施及
び充実に向けた検討

▶ 子育て支援の仲間づくりを推
進する取組や活動の場の提供
による団体活動支援の充実

▶ 地区懇談会による、子どもと
家庭に関わる地域の課題解決
に向けた取組と地域との連携
の実施及び充実に向けた検討

▶ 地区懇談会による、子どもと
家庭に関わる地域の課題解決
に向けた取組と地域との連携
の充実

▶ 児童館運営・整備推進計画の
策定

▶ ニーズを踏まえた児童館の機
能強化に向けたモデル事業の
実施

▶ ニーズを踏まえた児童館の機
能強化

▶ 青少年育成地区委員会への政
策助成や子育て支援地域づく
り啓発助成金事業、研修会等
による活動支援の実施

▶ 東京都の地区委員会アドバイ
ザーを活用したネットワーク
づくり等支援の充実

▶ 乳幼児親子の居場所づくりや
一時預かり実施団体への乳幼
児親子支援活動助成金事業に
よる活動支援の実施及び充実
に向けた検討

▶ 乳幼児親子の居場所づくりや
一時預かり実施団体への乳幼
児親子支援活動助成金事業に
よる活動支援の実施及び充実

▶ 区と中間支援組織（区民活動
センター運営委員会、社会福
祉協議会）の連携体制による
支援の強化

▶ 若者会議の運営

▶ 若者会議の政策提言の区政へ
の反映

▶ 若者による若者に向けた情報
発信事業の充実

▶ 政策助成におけるチャレンジ
基金助成の実施及び若者会議
参加者への申請促進

～多様な主体の参画により子どもの育成活動を活性化します～

○ 地域の協働・協創体制の拠点としての児童館機能の充実

○ 子育て関連団体に対する支援とネットワークの構築

○ 若者が活躍できる交流や活動の機会の充実

　❸ 地域全体で子育てを応援するための体制を整備します
主な事業展開

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進
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▶ アウトリーチチーム機能強化
を踏まえた関係機関との連携
及び重層的支援体制の推進に
よる見守り、支援の充実

▶ アウトリーチ活動におけるコ
ミュニティソーシャルワーク
機能の整理・検討

▶ コミュニティソーシャルワー
ク機能・体制の整備

▶ 支援検討会議や地域ケア個別
会議などを通じた要支援者の
情報集約

▶ 相談支援業務システム導入計
画策定

▶ システム構築・運用開始

▶ 団体や関係機関との連携協力
を視野に入れた孤独・孤立対
策の検討

▶ 団体や関係機関との連携協力
を視野に入れた孤独・孤立対
策の実施

▶ 北部すこやか福祉センターの
移転に向けた検討

▶ 北部すこやか福祉センターの
移転に係る基本方針・基本計
画の策定

▶ 新しいすこやか福祉センター
の機能・体制整理

▶ 少数職種など専門職の計画的
な配置・人材育成の検討・実
施

▶ 少数職種など専門職の人材育
成の強化

▶ 地域包括支援センターの移
転・増設に向けた検討

▶ 地域包括支援センター職員の
体制強化

▶ 障害者相談支援事業所の増設
に向けた検討

▶ ひきこもり支援事業の拡充

▶ 若者への相談支援における精
神・発達等の専門性の高い相
談支援の提供

▶ ヤングケアラーに関する実態
調査の実施

▶ ヤングケアラーコーディネー
ターの配置及び支援者向け相
談支援の実施

▶ ケアラー支援の拡充、SNSを活
用したオンライン相談の実施

▶ ヤングケアラーに関する理
解・啓発事業の実施

～支援を必要とする人への相談・コーディネート体制を充実します～

○ アウトリーチ活動等を通じた支援に結びつかない潜在的な要支援者の発見、
　 適切な相談支援への接続、継続的な見守り・支援

○ より身近な地域で専門的な相談支援を受けられる体制の整備とそれに伴う
　 すこやか福祉センター及び地域包括支援センター圏域の再編

○ ひきこもり、精神保健相談など、複合的な課題や専門性が要求される課題に対する
　 子ども・若者支援センターやすこやか福祉センターなどの相談支援機関の連携強化

　プロジェクト２ 　　地域包括ケア体制の実現

　❶ 区民の多様な課題を受け止め解決につなげる体制をつくります
主な事業展開

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ 重層的支援体制強化に向けた
地域ケア会議の継続と充実

▶ 地域ケア個別会議による支援
の実施

▶ 介護サービス事業所研修の実
施

▶ 介護人材の確保・育成支援の
実施

▶ 介護人材の裾野を広げる施策
の検討

▶ 介護人材の裾野を広げる施策
の実施

▶ 障害福祉人材育成研修の拡充

▶ 生活介護事業所への区職員派
遣研修の実施

▶ 医療的ケア児等支援地域協議
会の設置

▶ 医療的ケア児等の支援に関す
る課題の検討・施策への反映

▶ 医療的ケア児等支援情報連絡
会の開催

▶ 相談支援技術の向上のための
研修等の実施

▶ 再犯防止推進のための関係
者・支援者によるネットワー
クの強化

▶ 再犯防止推進計画の改定 ▶ 改定版の再犯防止推進計画に
基づく取組の実施

▶ 地域包括ケア体制の充実に向
けた産学連携の推進

▶ 地域包括ケア推進パートナー
シップ協定制度の実施

▶ 高齢者等の見守りに関する協
定締結事業者との懇談会への
関係団体・機関の参加の促進

▶ 高齢者等の見守りに関する協
定締結事業者及び地域包括ケ
ア推進パートナーシップ協定
締結事業者との懇談会への関
係団体・機関の参加の促進

▶ 子ども発達支援に関するペア
レントメンター養成事業の実
施

▶ 事業内容の充実に向けた検討 ▶ 事業の充実

～地域ぐるみで課題を解決するための機能を強化します～

○ 地域ケア会議を通じた行政、事業者、教育機関、地域住民など多様な主体の
　 連携の強化と事例の共有・蓄積

○ 相談支援機関の職員をはじめ、多様な主体の提案力、課題解決力の向上

○ 地域資源の開発や区民が抱える個別課題への柔軟かつ迅速な解決に向けた仕組みづくり

主な事業展開

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ 成年後見制度連携推進協議会
の運営

▶ 成年後見制度の利用促進につ
ながる具体的な方策の検討

▶ 成年後見制度の利用促進につ
ながる具体的な方策の実施

▶ 社会福祉協議会に対する権利
擁護事業補助の実施

▶ 法人後見及び市民後見の実施 ▶ 社会福祉協議会の体制強化に
よる法人後見、市民後見の推
進

▶ 認知症施策推進計画の策定 ▶ 当事者・家族等からの情報発
信の支援の強化

▶ 当事者・家族等からの声を踏
まえた施策の展開の強化

▶ 認知症サポーター養成講座の
開催及び認知症地域支援推進
事業における地域拠点の運営

▶ 支援者の活動の促進に向けた
活動の場の確保・開拓

▶ 若年性認知症相談支援事業に
おける伴走型支援のあり方の
検討

▶ 若年性認知症相談支援事業に
係る伴走型支援の提供

▶ 障害のある人とない人との交
流のためのサロン事業等の調
査・支援策の検討

▶ 障害のある人とない人との交
流事業への支援の試行

▶ 障害のある人とない人との交
流事業への支援の実施

▶ 子ども相談室の愛称、マス
コットキャラクターの募集

▶ 子どもが相談しやすい手法の
検討

▶ 子どもが相談しやすい手法の
拡充

▶ 支援検討会議や地域ケア個別
会議などを通じた要支援者の
情報集約

▶ 相談支援業務システム導入計
画策定

▶ システム構築・運用開始

▶ 高齢者緊急一時宿泊事業に係
る床数確保策の拡充

▶ 障害者相談支援事業所や障害
者施設の職員に対する研修の
充実

▶ 児童相談所における相談援助
業務モバイルシステム実証実
験

▶ 児童相談所における相談援助
業務モバイルシステム試行導
入

▶ 児童相談所における相談援助
業務モバイルシステム運用

▶ 社会的養護基盤の確保の方向
性検討

▶ 社会的養護基盤の具体的な確
保策検討

▶ 里親支援の拡充

▶ 里親養育包括支援（フォスタ
リング）の検討

▶ 里親養育包括支援（フォスタ
リング）の事業者選定・運用
準備

▶ 里親養育包括支援（フォスタ
リング）の運用

　❷ 社会とのつながりの中で一人ひとりに寄り添った支援を行います
主な事業展開

○ 高齢者、障害者、児童等虐待の未然防止、早期発見・早期対応

～すべての人の意思と権利を守る地域づくりを進めます～

○ 権利擁護支援の中核機関の設置

○ 権利擁護の推進に向けた相談体制や意思決定支援の充実

○ 認知症や障害など生活において困難を抱える人への理解の促進

○ 子どもの権利に係る相談支援の充実

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ 地域医療機能や新興感染症へ
の対応体制の検討

▶ 地域医療機能や新興感染症へ
の対応体制の整備

▶ 地域感染症対策ネットワーク
会議の参加と連携強化

▶ 地域感染症対策ネットワーク
会議の参加と推進

▶ 医療介護情報連携システムの
運用、普及促進

▶ 高齢者の保健事業と介護予防
等の一体的な実施に向けたモ
デル事業の実施

▶ 高齢者の保健事業と介護予防
等の一体的な実施に向けたモ
デル事業の拡大

▶ 高齢者の保健事業と介護予防
等の一体的な実施（本格実
施）

▶ 居住支援協議会の運営支援

▶ 精神障害のある方に対応した
地域生活支援拠点事業の実施

▶ 身体障害、知的障害のある方
に対応した地域生活支援拠点
施設（江古田三丁目）整備に
係る基本計画策定

▶ 地域生活支援拠点施設（江古
田三丁目）整備に係る設計

▶ 地域生活支援拠点施設（江古
田三丁目）整備に係る設計・
工事

▶ 重度訪問介護利用者の大学等
修学支援事業の実施

▶ 旧やよい荘の法定サービス移
行に向けた改修工事

▶ 法定サービスの開始

▶ 旧やまと荘の法定サービス移
行に向けた新築工事に対する
補助

▶ 法定サービスの開始

▶ 江古田三丁目重度障害者グ
ループホーム等整備事業の運
営事業者決定

▶ 江古田三丁目重度障害者グ
ループホーム等整備

▶ 地域密着型サービス等事業所
施設整備補助の実施

▶ 「中野くらしサポート」の体
制の強化

▶ 就労支援員とケースワーカー
の連携による支援の実施

主な事業展開

○ 生活困窮者に対する包括的な自立支援の推進

～支援が必要な人の生活の安定と自立を支える基盤づくりを進めます～

○ 医療・介護など、支援・サービス提供者の連携の推進

○ 居住支援協議会の運営支援、サポート体制及び総合相談体制の確立

○ 障害者の地域生活移行・地域定着支援の推進

○ 医療・障害者・介護高齢者施設基盤の整備

推進

推進

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ チャレンジ基金助成、政策助
成の利用促進及び団体育成・
自立に向けた伴走型支援の実
施

▶ 団体のニーズを踏まえたチャ
レンジ基金助成、政策助成の
改善

▶ 個人、団体向け地域活動参加
促進に関する講座の実施

▶ 区民公益活動団体支援講座及
び交流会等の実施

▶ 区民公益活動団体支援講座等
の実施及び交流会の拡充

▶ 区と中間支援組織（区民活動
センター運営委員会、社会福
祉協議会）の連携体制による
支援の強化

▶ SNSやホームページ等による、
町会・自治会情報の発信の支
援

▶ 町会・自治会の活動の持続・
発展に向けた支援の強化

▶ 電子掲示板「ためまっぷ」を
活用した地域活動団体の情報
発信

▶ 電子掲示板「ためまっぷ」の
区民への普及・啓発の強化

▶ 管理人の配置等による高齢者
会館の環境改善及び愛称設定
等による、多様な地域団体の
利用促進に向けた取組の実施

▶ 区民活動センター集会室空き
状況の公開

▶ 施設予約システムを活用した
利用促進

▶ 施設予約システムの構築検討
（区民活動センター）

▶ 施設予約システムの設計・構
築

▶ 施設予約システムの構築・運
用開始

▶ 区民活動センター集会室利用
ルールの見直し検討

▶ 区民活動センター集会室利用
ルールの見直し

▶ 地域スポーツクラブ公認クラ
ブの登録手続の簡略化

▶ 公認クラブのイベントの実施
支援

▶ 公認クラブ等団体の自主的・
自立的な活動の定着支援

～関心やスキルに応じた多様な社会参加を促進します～

○ 地域における公益的な活動を担う新たな人材・団体の育成

○ 地域団体等と人材をつなげる総合的な支援体制の構築

○ 多様な交流機会の創出と活動を通じたコミュニティの形成

　❸ すべての人に居場所があり無理なく見守り、支えあう地域づくりを進めます
主な事業展開

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

 
 15



▶ ユニバーサルデザイン推進計
画（第2次）の策定

▶ ユニバーサルデザイン推進計
画（第2次）に基づく取組の実
施

▶ 高齢者生活支援サービス担い
手養成講座の実施

▶ 住民主体サービス提供団体等
立ち上げ支援講座の実施

▶ 障害のある人とない人との交
流のためのサロン事業等の調
査・支援策の検討

▶ 障害のある人とない人との交
流事業への支援の試行

▶ 障害のある人とない人との交
流事業への支援の実施

▶ 失語症の方と意思疎通支援者
とのサロン（交流やマッチン
グ）の開始

▶ 失語症の方が参加している団
体に対する意思疎通支援者派
遣事業（団体派遣）の開始

▶ 失語症の方に対する意思疎通
支援者派遣事業（個人派遣）
の開始

▶ 重度訪問介護利用者の大学等
修学支援事業の実施

▶ 障害者向けのスポーツ事業の
拡充

▶ 障害者向けスポーツ種目拡大
の検討

▶ 障害者向けスポーツ種目拡大

▶ 区内大学等と連携した外国人
住民等との意見交換や研修、
観光情報発信事業への参画推
進などの実施

▶ 外国人住民等に対する地域イ
ベント・交流事業への参加促
進の実施

▶ 地域における日本語教室に対
する補助の拡充

▶ 日本語適応事業の実施 ▶ 日本語適応事業の時間数の見
直し

▶ 日本語適応事業の時間数の拡
充

▶ 日本語学級開設についての検
討

▶ 日本語学級開設準備

○ 高齢者、障害者、外国人住民等が社会参加や活躍できる環境づくり

主な事業展開

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進
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▶ アウトリーチ活動における相
談支援業務システムの導入検
討

▶ システム導入計画策定 ▶ システム構築・運用開始

▶ 民生児童委員に支給されたモ
バイルパソコンの活用

▶ 高齢者等の見守りに関する協
定締結事業者との懇談会への
関係団体・機関の参加の促進

▶ 高齢者等の見守りに関する協
定締結事業者及び地域包括ケ
ア推進パートナーシップ協定
締結事業者との懇談会への関
係団体・機関の参加の促進

▶ 地域包括ケア体制の充実に向
けた産学連携の推進

▶ 地域包括ケア推進パートナー
シップ協定制度の実施

▶ 重層的支援体制強化に向けた
地域ケア会議の継続と充実

▶ 地域ケア個別会議による支援
の実施

▶ 住民主体サービス提供団体に
対する補助の実施

～見守り・支えあい、支援に取り組む主体や手法を充実します～

○ ICTを活用した見守り・支えあい活動の仕組みづくり

○ 地域団体、専門職（多職種）及び民間企業等と連携した見守り・支えあい

○ 住民主体サービスを提供する地域団体等に対する支援

主な事業展開

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進
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▶ 区内事業者間のネットワーク
構築支援の検討

▶ 区内事業者間のネットワーク
構築支援の実施

▶ 中野駅周辺のにぎわいに関す
る産学連携事業の検討

▶ 中野駅周辺のにぎわいに関す
る産学連携事業の実施

▶ 区内事業者のICT化・デジタル
活用支援事業の検討

▶ 区内事業者のICT化・デジタル
活用支援事業の実施

▶ 総合的な経営サポートの検討 ▶ 総合的な経営サポートの実施

▶ 就労を希望する高齢者や若者
と事業者とをマッチングする
イベントの実施

▶ 子育て女性向け就職支援事業
の実施

▶ 重度障害者就労支援の拡充

▶ 障害者実習受入企業に対する
奨励金の支給

▶ 区内事業者、区民に向けた新
たな雇用支援策の検討

▶ 区内事業者、区民に向けた新
たな雇用支援策の実施

　プロジェクト３ 　　活力ある持続可能なまちの実現

　❶ 地域経済の回復とまちのブランディングによる産業の活性化を進めます
主な事業展開

～区内事業者の継続的な事業活動を支え育てます～

○ 販路拡大や生産性向上などの経営支援の強化

○ デジタル活用などICT化促進への支援

○ 商業サポート機能の強化と産業振興の総合的支援機能の強化

○ 高齢者、女性、若者、障害者等への就労支援

推進

推進

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進
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▶ 中野区商店街連合会による
キャッシュレス化推進事業に
対する支援の実施

▶ 商業者及び消費者へのデジタ
ルデバイド対応事業の実施

▶ デジタル地域通貨の導入検討 ▶ デジタル地域通貨の導入 ▶ デジタル地域通貨の拡大

▶ プレミアム付デジタル地域通
貨事業の実施

▶ デジタル地域通貨と地域ポイ
ント事業等との連携を検討

▶ にぎわいに関するデータの収
集分析

▶ 個店・スタートアップ支援の
実施

▶ 総合的な経営サポート事業へ
統合

▶ 総合的な商業サポート事業の
検討

▶ 総合的な経営サポート事業の
実施

▶ 連携15周年記念事業の実施

▶ 区主催の合同物産展の拡充、
事業者交流会との同時開催

▶ 新区役所における観光情報や
物産情報の発信強化

▶ 一部経済交流事業におけるオ
ンライン導入の検討

▶ 一部経済交流事業におけるオ
ンライン導入の試行

▶ 区との連携自治体・連携事業
の拡大検討

▶ 区との連携自治体・連携事業
の拡大

～商店街の魅力と利便性を向上させ、新たな活力を創出します～

○ キャッシュレス化などの商店街におけるデジタル化・ICT化の促進

○ 個店経営支援及び商業サポート機能の強化

○ なかの里・まち連携自治体との連携の推進

主な事業展開

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進
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▶ 中野サンプラザ3Dマッピング
の実施

▶ 中野サンプラザの外壁を活用
したプロジェクションマッピ
ングの実施

▶ 文化・芸術を通じた子どもの
健全育成を目的とした（仮
称）子ども文化芸術振興基金
の検討

▶ （仮称）子ども文化芸術振興
基金の創設及び基金活用によ
る文化・芸術を通じた子ども
の健全育成事業の充実

▶ 区有施設を活用した文化芸術
空間の検討

▶ 区有施設を活用した文化芸術
空間の創出

▶ 区有施設等を活用したパブ
リックアート推進事業の実施

▶ 区ホームページ観光サブサイ
トの開設

▶ 区ホームページ観光サブサイ
トの運用

▶ 団体や区内企業との連携によ
るアニメイベントの実施

▶ 団体や区内企業との連携によ
るアニメコンテンツを活用し
た地域回遊イベントの実施

▶ 団体や区内企業との連携によ
るアニメコンテンツを活用し
たふるさと納税返礼品の開発

～新たな魅力の発信・活用による地域ブランドづくりを進めます～

○ 個性豊かな地域資源の発掘と情報発信の強化

○ 団体・企業との連携強化による、アニメ、サブカルチャーなどのコンテンツを活用した
　 地域ブランドづくり

主な事業展開

推進

推進

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進
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▶ 中野ミューラルプロジェクト
の実施

▶ 中野ミューラルプロジェクト
の自走化促進

▶ 中野駅新北口駅前エリアにお
ける文化・芸術等発信拠点の
整備・誘導
(工事期間中を含む）

▶ エリアマネジメント・アク
ションプラン策定支援の実施

▶ 公共空間等の活用に向けた運
用基準の検討

▶ 中野駅周辺エリアマネジメン
トビジョンに基づく事業展開
への支援の実施

～新たなにぎわいの創出に向けたエリアマネジメントの仕組みを構築します～

○ 文化・芸術発信拠点の形成及びにぎわい、文化・芸術事業の誘導

○ 中野駅周辺エリアマネジメント協議会設置・運営

○ 中野駅周辺各開発地区におけるエリアマネジメントの展開支援

　❷ 活力の再生と創出に向けたまちづくりを進めます
主な事業展開

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進
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▶ 南北通路・橋上駅舎建設工事

▶ 中野駅新北口駅前広場整備実
施設計

▶ 整備工事

▶ 中野駅桃園広場（西口広場）
整備工事

▶ 整備完了

▶ 中野駅南口駅前広場整備工事 ▶ 整備完了

▶ 中野二丁目土地区画整理事業
道路等基盤整備工事

▶ 道路等基盤整備工事及び土地
区画整理事業完了

▶ 中野三丁目土地区画整理事業
道路等基盤整備工事

▶ 道路等基盤整備工事完了

▶ 中野四丁目新北口駅前土地区
画整理事業換地計画認可

▶ 道路等基盤整備工事

▶ 中野二丁目地区第一種市街地
再開発事業建築工事完了

▶ 第一種市街地再開発事業完了

▶ 中野二丁目再開発に伴う自転
車駐車場開設

▶ 囲町東地区第一種市街地再開
発事業建築工事

▶ 建築工事完了

▶ 囲町東地区再開発に伴う自転
車駐車場の再整備の検討

▶ 囲町東地区再開発に伴う自転
車駐車場開設

▶ 囲町西地区第一種市街地再開
発事業都市計画事業認可

▶ 権利変換計画認可 ▶ 建築工事

▶ （仮称）中野四丁目西地区第
一種市街地再開発事業都市計
画検討

▶ 都市計画決定 ▶ 都市計画事業認可

▶ （仮称）中野四丁目新北口駅
前地区第一種市街地再開発事
業都市計画決定

▶ 都市計画事業認可
権利変換計画認可
区役所跡施設、中野サンプラ
ザ跡施設解体工事

▶ 建築工事

主な事業展開

～交通結節機能の強化と回遊性・防災性の向上を図ります～

○ 中野駅西口南北通路・橋上駅舎の整備

○ 駅前広場の整備（中野駅新北口駅前広場、桃園広場（西口広場）、南口駅前広場）

○ 土地区画整理事業（中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目新北口駅前）

○ 市街地再開発事業（中野二丁目地区、囲町東地区、囲町西地区、（仮称）中野四丁目西地区、
 　（仮称）中野四丁目新北口駅前地区）

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ 新井薬師前駅南側街区に係る
準備組合設立等支援、地権者
との合意形成

▶ 新井薬師前駅北側街区に係る
検討会設立等支援

▶ 沼袋駅前拠点整備に係る勉強
会の開催、権利者訪問

▶ 上高田地区防災まちづくり方
針の決定

▶ 上高田防災まちづくりに係る
地区計画策定準備

▶ 上高田防災まちづくりに係る
地区計画策定

▶ 鉄道上部空間の活用に向けた
検討

▶ 補助第220号線整備

▶ 区画街路第3号線整備

▶ 区画街路第4号線整備

▶ 野方駅周辺地区の街区再編等
の地域との意見交換

▶ 野方駅周辺地区の街区再編等
の関係機関協議

▶ 都立家政駅周辺地区及び鷺ノ
宮駅周辺地区の街区再編等の
地域との意見交換

▶ 都立家政駅周辺地区及び鷺ノ
宮駅周辺地区の街区再編等の
関係機関協議

▶ 都市計画道路(補助第227号線
等)整備に係る検討

▶ 都市計画道路(補助第227号線
等)整備及び区有地の活用に係
る方向性の整理

▶ アドバイザー等専門家派遣支
援の実施

主な事業展開

～まちの安全性・快適性・利便性の向上を図ります～

○ 新井薬師前・沼袋駅前拠点の整備

○ 都市計画道路の整備（補助第220号線、区画街路第3・4号線）

○ 野方駅周辺、都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺まちづくり

○ 各地区まちづくりと連携した商店街の活性化

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ 再生可能エネルギー設備等設
置補助の拡充（太陽光発電シ
ステム設置補助の実施)

▶ 再生可能エネルギー設備等設
置補助の拡充

▶ 高断熱窓・ドア設置助成の充
実

▶ 脱炭素社会の実現に向けた分
析調査の実施

▶ 脱炭素ロードマップの検討 ▶ 脱炭素ロードマップの作成 ▶ 脱炭素ロードマップに基づく
全庁的な施策の実施

▶ 脱炭素ロードマップの区民や
事業者への周知

▶ 各地区のまちづくりにおける
環境形成型のまちづくりの検
討（環境配慮視点の盛り込み
等）

▶ 地区計画における環境配慮の
視点（緑化率）の盛り込み

▶ 区民や団体等の環境に関する
区内の優良事例の共有

▶ 区民や団体等の共有事例の充
実

▶ なかのエコフェアの拡大実施

▶ フードドライブ事業に係る食
品提供先の拡充検討

▶ フードドライブ事業に係る食
品提供先の拡充

～生活のあらゆる場面における環境配慮行動を促進します～

○ 再生可能エネルギー設備等の導入支援

○ 地域の脱炭素化と持続的発展を両立する協働まちづくり

○ 環境に関する連携・協働に向けたネットワークづくり

　❸ 脱炭素社会の実現を見据えたまちづくりを展開します
主な事業展開

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進

推進

推進

推進
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▶ 脱炭素社会の実現に向けた区
有施設整備方針策定

▶ 区有施設の新築・改築時にお
ける環境性能向上に係る取組
の実施

▶ 環境負荷の少ない電力への切
替

▶ 環境に配慮した庁有車への買
換

▶ 区有施設における紙やエネル
ギー使用、廃棄物の排出等に
係る環境負荷低減を目指す活
動の実施

▶ 新区役所への移転を踏まえた
省エネ行動や廃棄物の排出削
減など職員の環境配慮行動の
実施

～すべての行政活動における環境負荷を低減します～

○ 環境配慮型公共施設の建設・整備

○ 区有施設運営における脱炭素化の推進

○ 環境マネジメントシステムの推進

主な事業展開

推進

推進

2024年度2023年度 2025年度

推進

推進
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空き
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基本計画では、基本構想において描く 4つのまちの姿ごとに政策、施策を体系的に

整理しています。各政策では、目指すまちの姿を示し、成果指標を設定しています。

各施策においては、施策の方向性を明示するとともに、主な取組と事業の展開を示し

ています。また、施策の達成状況の目安として成果指標と目標値を設定しています。 

 実施計画では、基本計画の主な取組に基づき実施していく主な事業について、事業

展開を年度ごとに示します。また、各施策の成果指標と目標値について、基本計画前

期までに目標値を達成した施策等については、新たな目標値等を設定します。 

  

第３章 

基本目標別の政策・施策 
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■ページの見方 

基本計画に掲げている基本目標、政

策、政策の成果指標を記載していま

す。 

基本計画に掲げている施策、施策

の方向性、施策の成果指標と目標

値を記載しています。 

施策の成果指標については、基本

計画前期までの間に目標を達成し

たもの等について、目標値等の変

更をしています。 

基本計画に掲げている主な取組を記

載しています。 

主な取組に位置付けた主な事業につ

いて、記載しています。 

実施計画の計画期間における事業展

開を示しています。 

事業の新規実施・拡充や施設の供用

開始等の新たな展開に該当する場合

は「◎」を、新規実施・拡充等に向

けた準備・検討等の展開の場合は

「○」を付しています。 
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基本目標 1 

人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち 

 

政策 １ 多様性を生かし新たな価値を生み出す 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「多様な人々が暮らす中で、人権や価

値観が尊重されている」と思う区民の

割合 
55.8％ 48.2％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策１ 人権と多様性の尊重          

(基本計画 P.70掲載) 

施策の方向性 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 2025 年度 

目標値 

①ユニバーサルデザイン

の認知度 
％ 

ユニバーサルデザイン

の普及の実態を計るた

め 

66.3 
（2020年度） 

60.7 
（2022年度）

71 

②社会全体における男女

の地位が平等だと思う

人の割合 

％ 

男女共同参画社会実現

に向けた環境づくりの

成果を計るため 

14.5 
（2020年度） 

13.8 
（2022年度）

20 

（出典）①②中野区区民意識・実態調査 
  

● 区民等が人権意識を深め、性別、性自認や性的指向、国籍や文化、年齢や世代、障害等の多様

性を認め合いながら、差別的取扱やハラスメントがなく、あらゆる場面において個性や能力を発

揮できる、平等で公平な地域社会の実現を目指した取組を進めます。 

● 多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会の実現に向けて、区民等が

ユニバーサルデザインの意識を深める取組を進めます。 

● 戦争の悲惨さや平和の尊さを、幅広い世代に継続して伝える取組を進めます。 
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主な取組 
 
❶ 人権意識の啓発  

  生命の安全に限らず、現代社会において意識すべきあらゆる差別やハラスメントをなく

すため、普及啓発イベントや講演会、啓発冊子の作成等を実施していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

人権啓発 

（企画課） 

・人権週間での啓発

事業の実施 

・人権擁護委員によ

る人権相談、人権教室

の実施 

・学校啓発事業の実

施 

・職員向け研修及び

セミナーの実施 

◎講演会の実施 

  

 

❷ 性別、性自認・性的指向、国籍・文化等の多様性を認め合う気運の醸成 

  区民等が、性別、性自認や性的指向、国籍や文化、年齢や世代、障害等について、多様性

を認め合いながら、あらゆる場面において個性や能力を発揮できる地域社会の実現に向け

た取組を進めていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

パートナーシップ宣

誓 

（企画課） 

◎新パートナーシッ

プ宣誓制度の実施 

・制度改正の周知 

 

 

性自認・性的指向関連

普及啓発 

（企画課） 

◎性的マイノリティ

相談の実施 

・講座の実施 

 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 男女共同参画社会の実現 

  男女共同参画社会実現に向けて、ジェンダー平等の実現、女性の社会参画、女性に対す

る暴力の根絶等のための環境整備を推進するとともに、関係機関と連携を図りながら、普

及啓発事業等を進めていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

DV・デート DV 防止等

普及啓発 

（企画課） 

・講座の実施 

・DV 相談カードの設

置 

・普及啓発冊子の発

行 

・パネル展の実施 

 

 

男女共同参画普及啓

発 

（企画課） 

・男女平等専門委員

会の運営 

・講座の実施 

・パネル展の実施 

・広報誌の発行 

◎男女共同参画基本

計画（第 5次）の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男女共同参画基本

計画（第 5次）に基づ

く取組の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
推進 

推進 
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❹ ユニバーサルデザインの普及啓発・施策改善 

 ユニバーサルデザインの考え方を地域に根付かせていくために、区民等に対する普及啓

発イベント、人材養成事業等や区職員への研修などによって意識醸成を図るとともに、区

民意見を取り入れたユニバーサルデザイン視点での施策の段階的・継続的な改善を図りま

す。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ユニバーサルデザイ

ン合同点検 

（企画課） 

・合同点検の実施  ◎合同点検の拡充 

ユニバーサルデザイ

ンサポーター養成 

（企画課） 

・講座の実施 

・ユニバーサルデザ

インサポーターの活

用 

 
 

ユニバーサルデザイ

ン普及啓発 

（企画課） 

・パネル展の実施 

・事業者向け講座の

実施 

・職員研修の実施 

◎ユニバーサルデザ

イン推進計画（第 2

次）の策定 

 

 

 

 

 

・ユニバーサルデザ

イン推進計画（第 2

次）に基づく取組の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❺ 平和意識の啓発 

 幅広い世代に対し恒久平和のために意識啓発するとともに、「憲法擁護･非核都市」の宣

言の趣旨を更に周知し、区民等の主体的な平和学習及び交流機会の提供を行います。啓発

の機会を適切に捉えつつ、平和資料展示室を活用した啓発の取組などを進めていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

平和普及啓発 

（企画課） 

・平和のつどいの実

施 

◎平和の旅の実施 

 

 

平和資料展示室の運

営 

（企画課） 

・企画展示の実施   

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策２ 多文化共生のまちづくりの推進    

 (基本計画 P.74掲載) 

施策の方向性 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 2025 年度 

目標値 

①国際交流や多文化共生

事業への満足度 
％ 

外国人住民等にとって

暮らしやすい環境づく

りの成果を計るため 

－ 
91.8 

（2022年度） 95 

②文化・国際交流事業へ

の外国人の参加割合 
％ 

外国人住民等の地域へ

の参画の実態を計るた

め 

42.8 
（2020年度）

48.4 

（2022年度） 50 

（出典）①②中野区資料 
 

主な取組                                  
 
❶ 外国人住民等が暮らしやすい生活の支援及び環境の整備  

  多文化共生の推進に向け、区としての取組を示す基本的な指針などの整備を進めます。

また、外国人住民等が地域で安心して生活を営めるよう、相談機能の充実を図るほか、行

政手続の多言語化や、やさしい日本語の普及を推進し、災害、医療、福祉及びごみの分別・

排出などをはじめ様々な分野における生活環境の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

外国人住民等生活支

援事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・やさしい日本語普

及啓発事業の実施 

・多言語 AI 通訳シス

テムの充実 

・外国人向け相談会

の実施 

○外国人相談窓口設

置の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎外国人向け相談窓

口の設置 

○行政文書の多言語

化の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎行政文書の多言語

化の実施 
  

● 外国人住民等が地域で安心して暮らすことができるよう、多言語ややさしい日本語での情報

提供や相談対応など、生活に必要な基盤の充実を図ります。 

● 海外友好都市・諸外国との交流を推進するとともに、地域における様々な参画・交流を生み出

すなど、区民の国際理解を深め、多文化共生のまちづくりを総合的に進めます。 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 多様な文化を受け入れるための意識の啓発 

  区と友好区関係、姉妹都市関係を締結している北京市西城区やソウル特別市陽川区との

交流を引き続き行っていくとともに、台湾など新たな海外都市との交流を創出していきま

す。また、中野区国際交流協会で行われている国際交流イベントをはじめ国際交流や多文

化共生事業の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

海外友好都市交流事

業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・ニュージーランド

子ども交流事業の実

施 

・友好都市・諸外国と

の交流事業の実施 

  

区民と外国人住民等

の多文化・国際交流事

業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・区民と外国人住民

との交流事業に対す

る補助の実施 

◎もみじ山文化セン

ター本館旧レストラ

ンスペースを活用し

た文化交流事業の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域団体や大学等

と連携した交流事業

の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域団体や大学等

と連携した交流事業

の実施 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 外国人住民等が活躍できる場の創出 

  外国人住民等に対する日本語の支援や地域社会への参画推進など、外国人住民等が地域

社会の一員として様々な活動に参加し活躍できる場を創出していきます。 
 

 
 

  

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

外国人住民等への日

本語支援事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

◎地域における日本

語教室に対する補助

の拡充 

・児童・生徒の習熟度

に合わせた日本語学

習支援に対する補助

の実施 

  

外国人住民等の社会

参画推進事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・区内大学等と連携

した外国人住民等と

の意見交換や研修、観

光情報発信事業への

参画推進などの実施 

・地域イベント・交流

事業への参加促進の

実施 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 ２ 地域愛と人のつながりを広げる 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「地域愛と人のつながりが広がって

いる」と思う区民の割合 45.6％ 40.4％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策３ 地域における人のつながりと愛着が生まれる環境づく

り                 

 (基本計画 P.78掲載) 

施策の方向性 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 2025 年度 

目標値 

①近所との付き合いがほ

とんどない区民の割合 
％ 

近所同士のつながりが

生まれているかを計る

ため 

21.6 
（2020年度）

20.9 
（2022年度）

18 

②住民同士の交流の場が

あると感じている区民

の割合 

％ 
住民同士の交流の場の

充実度を計るため 
32.2 

（2020年度）
29.7 

（2022年度）
40 

（出典）①②健康福祉に関する意識調査 
  

● 気軽に地域の情報に触れ、中野のまちに関心や愛着を持ち、区や地域を身近に感じることがで

きるための取組を進めます。 

● 常日頃からのご近所同士のつながりやあいさつ等、互いの顔が見え、困りごとがあった時に助

け合えるような人間関係が構築される取組を進めます。 

● 共通の関心や経験・課題を持つ人同士がゆるやかにつながる場づくりを進めます。 
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主な取組                                  
 
❶ 人とまちを知るための情報発信  

  地域への関心を高めるため、暮らしに関する身近な情報や地域における活動・交流の機

会などに関する情報を収集し、SNS等により発信します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

SNS 等の活用による

情報発信 

（地域活動推進課） 

◎電子掲示板「ためま

っぷ」を活用した地域

活動団体の情報発信 

◎電子掲示板「ためま

っぷ」の区民への普

及・啓発の強化 

 

転入時等の地域情報

の提供 

（地域活動推進課） 

・様々な手法による

地域情報の発信 

  

 

❷ 身近な地域の人と知り合うきっかけづくり 

  いつでも、どこでも、世代を問わず誰もが気軽に参加することができるイベントや交流

会など、地域での人と人とのつながりや交流を広げるための町会・自治会や地域活動団体

等による活動を支援します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域団体活動支援事

業 

（地域活動推進課） 

◎区民公益活動団体

支援講座及び交流会

等の実施 

◎区民公益活動団体

支援講座等の実施及

び交流会の拡充 

 

 

  

推進 

推進 

推進 
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❸ 共通の関心を持つ人がつながる場の創出と取組の支援 

  区内事業者や団体の若い世代が集い、地域貢献や中野のPRをテーマに取組を企画する場

を創出するとともに、取組の実施を支援します。さらに、これらの取組が広がるよう、多様

な媒体により広報します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ナカノミライプロジ

ェクト 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

◎中野サンプラザ 3D

マッピングの実施 

◎中野サンプラザの

外壁を活用したプロ

ジェクションマッピ

ングの実施 

・中野ミューラルプ

ロジェクトの実施 

 

・シティプロモーシ

ョン事業助成の実施 

・企業・区連携ワーク

ショップの実施 

 

 

 

 

 

 

・中野ミューラルプ

ロジェクトの自走化

促進 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 
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施策４ 地域コミュニティを支える人材育成と団体支援の充実                                                     

(基本計画 P.81 掲載) 

施策の方向性 

● 地域の様々な課題の見える化とその課題を解決するための仕組みづくりを進めるとと

もに、地域で活動する新たな人材の発掘に向けた取組を進めます。 

● 地域での活動の核である町会・自治会への加入の促進や町会・自治会活動の担い手として、

多くの区民が参加できるよう支援を進めます。 

● NPO法人などの多様な公益的な活動団体が行う、自主的な活動の支援を進めます。 

   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①地域活動を行っている

区民の割合 
％ 

地域活動の担い手とし

て活動している人材の

割合を計るため 

19.6 
（2020年度）

20.9 
（2022年度）

25 

②地域課題の解決に取り

組む団体の新規立上げ

支援数 

団体 

地域における公益的な

活動の活性化を計るた

め 

15 
（2017～ 
2020年度）

17 
(2022年度) 

 

36 
（5年間の 

累計） 

 
（出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 
 

主な取組                                  
 
❶ 地域の課題解決に向けた関係機関の連携の強化  

  地域の課題解決に向け、区と町会・自治会、地域活動団体、NPO法人、社会福祉協議会な

どの関係機関をつなげるネットワークづくりを進め、連携を強化します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区民団体連携支援事

業 

（地域活動推進課） 

・区と中間支援組織

（区民活動センター

運営委員会、社会福祉

協議会）の連携体制に

よる支援の強化 

  

  

推進 
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❷ 町会・自治会と区との連携の強化 

  中野区町会連合会と区が締結したパートナーシップ協定に基づき、協働の取組を進めま

す。また、町会・自治会の活動への参加の促進や活性化、情報発信力の向上に係る支援等、

区民の町会加入を促進する取組を進め、更なる連携強化を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

町会・自治会活動強化

支援事業 

（地域活動推進課） 

・SNS やホームページ

等による、町会・自治

会情報の発信の支援 

○町会・自治会の活動

の持続・発展に向けた

支援の強化 

 

 
❸ 地域における公益的な活動を担う人材・団体に対する支援の強化 

  地域における公益的な活動に多様な人材・団体が参加し活躍できるよう、個人や団体を

対象とした相談支援機能の強化を図ります。「プロボノ」など専門性を生かした地域におけ

る公益的な活動に意欲のある人を活動につなげ活躍できるよう、きっかけづくりから相談、

人材と団体のコーディネート等総合的な支援を行う体制を構築します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域人材育成・マッチ

ング事業 

（地域活動推進課） 

・個人、団体向け地域

活動参加促進に関す

る講座の実施 

・区と中間支援組織

（区民活動センター

運営委員会、社会福祉

協議会）の連携体制に

よる支援の強化 

  

地域における公益的

な活動団体活性化支

援事業 

（地域活動推進課） 

◎チャレンジ基金助

成、政策助成の利用促

進及び団体育成・自立

に向けた伴走型支援

の実施 

・団体のニーズを踏

まえたチャレンジ基

金助成、政策助成の改

善 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策５ 地域の自主的な活動の推進と環境づくり 

                                                     (基本計画 P.84掲載) 

施策の方向性 

● 区民活動センターを拠点として、地域課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的

な活動を促進します。 

● 地域住民の様々な交流・活動拠点である区民活動センターを、身近な施設として誰もが快適

に利用できるよう運営・整備を進めます。 

   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①区民活動センターを身

近に感じる人の割合 
％ 

区民活動センターが地

域の拠点として広く浸

透していることを計る

ため 

16.7 
（2020年度）

19 
（2022年度）

20 

②区民活動センター集会

室利用率（15 施設の平

均） 

％ 

利便性の向上により、集

会室利用の向上が見込

まれるため 

34.4 
（2020年度）

40.9 
（2022年度) 

55 

 
（出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 
 

主な取組                                  
 

❶ 区民活動センターを中心とした地域自治・住民活動の促進  

  区民活動センター運営委員会が、地域での課題の解決に向け、地域の実情に応じて、よ

り円滑な活動を行うことができるよう、事務局職員への研修や人材確保支援など、必要な

支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区民活動センター運

営委員会地域活動支

援事業 

（地域活動推進課） 

・区民活動センター

運営委員会に対する

運営支援 

  

  

推進 
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❷ 区民活動センター集会室の活用促進 

  区民活動センター集会室の予約方法の見直しや利用率の低い集会室の有効活用を図るた

め、利用要件等の見直しを図るなど、活用の促進を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区民活動センターの

利用方法の改善 

（地域活動推進課） 

◎集会室空き状況の

公開 

○施設予約システム

の構築検討 

○利用ルールの見直

し検討 

 

 

○施設予約システム

の設計・構築 

 

 

◎施設予約システム

を活用した利用促進 

◎施設予約システム

の構築・運用開始 

◎利用ルールの見直

し 

 
❸ 誰もが快適に利用できる区民活動センターの環境整備 

  区民活動センターは、地域ニーズに合わせた多様な地域活動の拠点かつ地域の防災拠点

としての機能の維持・向上を図るため、ユニバーサルデザインの視点に立ち、誰もが快適

に利用することができる環境を整備し、利便性の向上を図っていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区民活動センター整

備 

（地域活動推進課） 

◎区民活動センター

利用者用タブレット

の設置 

○温暖化対策推進オ

フィス跡施設整備工

事 

 

○昭和区民活動セン

ター整備基本・実施・

解体設計及び地盤調

査 

○鍋横区民活動セン

ター整備基本計画の

策定 

・野方区民活動セン

ター等改修工事 

 

 

 

◎昭和区民活動セン

ター仮施設（温暖化対

策推進オフィス跡施

設）供用開始 

○昭和区民活動セン

ター整備基本・実施・

解体設計及び解体工

事 

○鍋横区民活動セン

ター整備基本・実施設

計 

 

 

 

 

 

 

 

○昭和区民活動セン

ター解体及び建築工

事 

 

 

 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 ３ 遊び心あふれる文化芸術をまち全体に展開する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「文化・芸術活動が活発に行われ、に

ぎわいにあふれている」と思う区民の

割合 
46.7％ 42.4％  

向上 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策６ 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり 

                                                     (基本計画 P.88掲載) 

施策の方向性 

● より豊かな区民生活を実現するため、誰もが身近に気軽に文化芸術に親しめる環境づく

り、区民が主役の文化・芸術活動の活性化、文化芸術の力を生かした次世代育成など文化

芸術の振興に向け、総合的に取組を進めます。 

● 中野らしい歴史・伝統文化の保存、継承及び活用を進め、区民が身近に触れ、感じることが

できる環境づくりを進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①中野区の文化的環境に

満足していると思う区

民の割合 

％ 

誰でも気軽に親しめる

文化芸術のまちづくり

の成果を計るため 

23.8 
（2020年度）

23.6 
（2022年度）

34 

②自ら文化・芸術活動を

行っている区民の割合 
％ 

区民の文化・芸術活動の

実態を計るため 
27.7 

（2020年度）
24 

（2022年度）
43 

 
（出典）①②中野区区民意識・実態調査 
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主な取組                                  
 
❶ 総合的な文化芸術施策の展開  

  歴史・伝統文化、芸術及びサブカルチャーなど区内の文化・芸術活動の一層の推進を図

るため、文化芸術の振興に関する基本方針を策定し、総合的な取組を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

文化芸術施策総合推

進事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・文化芸術振興事業

の実施 

○文化・芸術を通じた

子どもの健全育成を

目的とした（仮称）子

ども文化芸術振興基

金の検討 

 

 

 

◎（仮称）子ども文化

芸術振興基金の創設

及び基金活用による

文化・芸術を通じた子

どもの健全育成事業

の充実 

 

 

❷ 誰もが身近に気軽に親しめる文化芸術の環境づくり 

  区民の誰もが身近に文化芸術に親しみ、鑑賞することができるよう、区有施設等を活用

した文化芸術空間の創出、文化施設機能の充実や情報発信の強化など環境づくりを進めま

す。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区有施設を活用した

文化芸術空間の創出、

パブリックアート推

進事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

○区有施設を活用し

た文化芸術空間の検

討 

 

 

 

◎区有施設を活用し

た文化芸術空間の創

出 

◎区有施設等を活用

したパブリックアー

ト推進事業の実施 

 

 

 

 

文化施設整備・運営 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・もみじ山文化セン

ター西館及び野方区

民ホールの改修 

・もみじ山文化セン

ター本館の改修 

 

 

商店街と連携した文

化振興事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

○事業の検討 

 

○事業実施に向けた

調整 

◎事業の実施 

 

文化芸術体験事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・文化芸術体験事業

の実施 
  

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 子どもたちが文化芸術に触れる機会の充実 

  文化と芸術の力を生かし、次世代育成を強化するため、小・中学生に向けた文化事業の

提供や音楽・美術教室の提供などを実施します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

小・中学生文化芸術振

興事業 

（文化振興・多文化共

生推進課、学務課） 

◎小・中学校における

文化芸術事業の実施 
  

 

❹ 区民が主役の文化・芸術活動の活性化 

 区内団体による文化・芸術活動を支援するため、文化芸術団体の活動に対する助成や区

民文化芸術祭を実施します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

文化芸術振興に向け

た区民・団体活動支援

事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・区民の文化芸術発

表事業の実施 

○子どもの文化・芸術

活動等支援の検討 

 

 

◎子どもの文化・芸術

活動等支援の実施 

 

障害者創作活動支援

事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・アール・ブリュット

関連事業の実施 
  

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❺ 歴史・伝統文化の保存・継承・活用 

 文化財を適切な環境のもとで保存、継承及び活用していくとともに、区の歴史・伝統文

化などの文化資源や変わりゆく街並み等を、いつでも誰もが鑑賞できるようデジタルアー

カイブ化を推進します。また、区民の歴史・伝統文化への知識を深め、郷土への愛着を深め

るため、歴史民俗資料館における展示や各種イベントの開催、区ホームページ等を活用し

た普及啓発を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

歴史民俗資料館運営 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・小学生向けの常設

展示のガイドの充実 

・動画発信の充実 

 

 

・文化財の適切な管

理と更なる活用 

・歴史民俗資料館や

文化財に関する情報

発信の充実 

 

哲学堂公園保存活用

計画の推進 

（文化振興・多文化共

生推進課、公園課） 

・哲学堂公園保存活

用計画の認定 

 

・再整備施工計画の

検討 

 

・哲学堂公園保存活

用計画に基づく活用

促進 

・施設の修復等設計 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の修復等整備 

文化財保護事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・文化財の保護 

・埋蔵文化財の届出、

調査の実施 

 
 

旧中野刑務所正門関

連事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

○基本設計、実施設計 

○修復・移築工事 

○正門記録・保存 

○埋蔵文化財本格調

査 

  

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策７ 魅力的な地域資源の発掘・発信           

 (基本計画 P.92 掲載) 

施策の方向性 

● 区のシティプロモーションとして、区内事業者・団体、区民のつながり・絆づくりや、

歴史やアニメ、サブカルチャー、グルメなど、個性豊かな地域資源を掘り起こし、それら

の魅力を積極的に情報発信します。さらに、集客力・発信力のあるイベントの支援・誘導

などを進めます。 

● 人々の行動や価値観の変化によって求められる観光のあり方を見定めるとともに、アニメな

どのコンテンツを活用した地域ブランドづくりを進めます。 

   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①SNS で発信した地域資

源情報のインプレッ

ション数（投稿が表示

された回数） 

件 

地域資源のインプレッ

ション数と認知度には、

一定の相関関係がある

ため 

1,120,000 
（2020年度）

556,710 
（2022年度）

2,240,000 

②イベント・サービス実

施、またはマッチング

の支援件数 

件 

区内事業者や団体、区民

とのイベント・サービス

実施、マッチングの支援

件数と身近な地域の魅

力創出の実態とは、一定

の相関関係があるため 

38 
（2020年度）

58 
（2022年度）

76 

 
（出典）①②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 魅力的な地域資源の発掘と発信  

  個性豊かな地域資源を掘り起こすとともに、中野に根付く文化・芸術活動や特色のある

店舗等の情報が、区民をはじめとした多くの人に届き、関心を持ってもらえるよう、クロ

スメディアなどの様々な手法を用いて発信します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域資源発掘・情報発

信事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

◎区ホームページ観

光サブサイトの開設 

・ふるさと納税返礼

品の開発 

・区民観光レポータ

ーによる情報発信 

・認定観光資源の見

直し 

・区ホームページ観

光サブサイトの運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ イベントの支援と集客力・発信力のあるイベントの創出 

  多様なイベントや活動への支援などを通じて、身近な地域の魅力の向上を図ります。ま

た、区内団体・企業等と連携したアニメ・サブカルチャーなどのコンテンツを活用したイ

ベントや取組を創出するなど、地域ブランドづくりを進めながらまちの活性化を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

イベント等推進事業 

（文化振興・多文化共

生推進課、産業振興

課） 

・フィルムコミッシ

ョン事業の見直し・実

施 

○新区役所区民共用

スペースの運用検討 

・団体や区内企業と

の連携によるアニメ

イベントの実施 

 

 

・団体や区内企業と

の連携によるアニメ

コンテンツを活用し

たふるさと納税返礼

品の開発 

 

 

 

◎新区役所区民共用

スペースの運用 

◎団体や区内企業と

の連携によるアニメ

コンテンツを活用し

た地域回遊イベント

の実施 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 ４ 地域経済活動を活性化する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「区内産業の発展や新たな企業・店舗

の参入などにより、地域経済が活性化

している」と思う区民の割合 
44.1％ 36.6％  

向上 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策８ 持続可能な地域経済の成長と働き続けられる環境づく

り                                             

  (基本計画 P.96 掲載) 

施策の方向性 

● 持続的な地域経済の成長と区民生活の質の向上に向け、経営に関するサポートや創業支

援等を進めるとともに、企業同士や企業と地域の継続的な連携等を推進します。 

● 区内事業者の人材確保、就労希望者の雇用機会の創出、就労環境の整備を支援し、誰もがい

きいきと働き続けられる環境づくりを推進します。 

   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①区内民営事業所数 件 
区内経済の活性化の実

態を計るため 

12,068 
（2016年） 

11,917 
（2021年） 

12,500 

②区内従業者数 人 
区内経済の活性化の実

態を計るため 
121,982 

（2016年） 
123,829 

（2021年） 
130,000 

 
（出典）①②経済センサス基礎調査、活動調査 
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主な取組                                  
 
❶ 新たなビジネスの創出支援  

  創業や新たな産業を生み出すため、区政課題である子育て、地域包括ケア体制や各事業

者のデジタル化を進めるための取り組みを中心に進めるとともに、区内の様々な創業・経

営支援機関による新ビジネス創業支援ネットワークにおける連携を強化します。また、各

機関が開催するセミナーやコンテストを充実させるなど、オール中野による創業・経営支

援体制の確立に向けた取組を推進します。さらに、産業振興センターは、産業振興拠点事

業や各経済団体の持つ相談機能と併せた運営を図るとともに、商業サポート機能を併せ持

ちます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

民間活力を活用した

ビジネス創出支援事

業 

（産業振興課） 

・新ビジネス創業支

援ネットワーク会議

の実施 

・ビジネスプランコ

ンテストの実施 

・創業セミナーの実

施 

  

 

❷ 販路拡大と生産性向上の支援 

  区内事業者の販路拡大と生産性向上を図るため、ICT化のさらなる推進や産業交流展等へ

の出展を支援するとともに、区内事業者同士の交流を更に広げるなど相乗効果を促進する

ための取組を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区内事業者 ICT 化促

進支援事業 

（産業振興課） 

○ICT 化・デジタル活

用支援事業の検討 

◎ICT 化・デジタル活

用支援事業の実施 
 

区内事業者経済交流

促進支援事業 

（産業振興課） 

○区内事業者間のネ

ットワーク構築支援

の検討 

 

◎区内事業者間のネ

ットワーク構築支援

の実施 

 
 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 中小企業者の事業活動・経営の支援 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の、区内における事業承継の課題を把握し、

事業活動の継続のための支援を推進します。また、中小企業者等が金融機関から融資を受

けやすく、利用しやすくなるよう様々な制度を、個々のニーズに応じて構築・運営するな

ど、経営支援の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

事業承継支援事業 

（産業振興課） 

・事業承継支援セミ

ナーの実施 

・産業経済融資事業

の実施 

 

 
 

産業振興センター運

営 

（産業振興課） 

○総合的な経営サポ

ートの検討 
 

◎総合的な経営サポ

ートの実施 

産業経済融資あっ旋

業務 

（産業振興課） 

・産業経済融資事業

の実施 

◎産業経済融資事業

の拡充 
 

データ活用による商

業振興等の推進 

(産業振興課) 

◎にぎわいに関する

データの収集分析 

○中野駅周辺のにぎ

わいに関する産学連

携事業の検討 

 

 

◎中野駅周辺のにぎ

わいに関する産学連

携事業の実施 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 就労・求人支援の拡充 

 区内事業者の円滑な人材確保と区民の就労機会を創出するため、就労・求人支援の拡充

を図ります。また、各関係機関との連携強化により、女性の再就職を支援するとともに、ハ

ローワークとの連携強化により、高齢者や若者と事業者のマッチングを促進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

企業支援及び就労・求

人支援 

（産業振興課） 

・雇用調整連絡会議

の実施 

○区内事業者、区民に

向けた新たな雇用支

援策の検討 

 

 

◎区内事業者、区民に

向けた新たな雇用支

援策の実施 

 

 

 

子育て女性向け再就

職支援事業 

（産業振興課） 

・子育て女性向け就

職支援事業の実施 

 

 
 

高齢者・若者就職支援

事業 

（産業振興課） 

・就労を希望する高

齢者や若者と事業者

とをマッチングする

イベントの実施 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策９ 商店街の活性化支援によるにぎわい空間の創出 

                                                     (基本計画 P.99掲載) 

施策の方向性 

● 商店街が魅力的な店舗やサービスを集積し、多彩な社会的役割を担えるよう、支援の充

実を図ります。 

● 空き店舗等を活用した新たな事業者の参画を促進するとともに、商店街組織の安定的な運営

の担い手や後継者の育成を支援します。 

   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①買い物やサービス等利

用のため、商店街へ週1

日以上行く人の割合 

％ 
住民の生活と商店街と

の密着度を計るため 

72.6 
（2020年度）

66.3 
(2022年度) 

75.7 

②区内商店街内の空き店

舗数 
店 

空き店舗の有効活用の

進捗状況を計るため 
545 

（2020年度）
520 

（2022年度）
449 

 
（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区商店街連合会作成資料 
 

主な取組                                  
 

❶ 個店経営支援の充実と商店街組織力の強化  

  商店街各個店への経営支援や出店・起業支援を行うとともに、個店同士の連携や商店街

組織力の強化を図ることで、イベント事業や活性化事業の積極的な展開へとつなげ、商店

街のにぎわいを創出します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

個店経営支援事業 

（産業振興課） 

◎個店・スタートアッ

プ支援の実施 

 

 

 

・総合的な経営サポ

ート事業へ統合 

商業サポート事業 

（産業振興課） 

○総合的な商業サポ

ート事業の検討 
 

◎総合的な経営サポ

ート事業の実施 

  

推進 

推進 
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❷ 空き店舗活用の促進 

  空き店舗の解消と有効活用に向け、出店・起業の機会拡大を図るとともに、なかの里・

まち連携自治体によるアンテナショップとしての利用など、さまざまな活用が図られるよ

う、誘導等を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

空き店舗情報の発信 

（産業振興課） 

・空き店舗情報の発

信 

 

 
 

専門家派遣調整 

（産業振興課） 

・アドバイザー等専

門家派遣支援の実施 

 

 
 

 
❸ 商店街におけるデジタル化・ICT 化の促進 

  区民や来街者など誰もが安心して気軽に買い物ができるよう、商店街における決済のキ

ャッシュレス化や取引のデジタル化等に向けた支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

電子商品券事業 

（産業振興課） 

○デジタル地域通貨

の導入検討 

・キャッシュレスポ

イント還元事業の実

施 

 

 

 

 

 

 

◎デジタル地域通貨

の導入 

 

 

 

◎プレミアム付デジ

タル地域通貨事業の

実施 

 

 

 

◎デジタル地域通貨

の拡大 

 

 

 

 

 

 

○デジタル地域通貨

と地域ポイント事業

等との連携を検討 

商店街キャッシュレ

ス化推進事業 

（産業振興課） 

・中野区商店街連合

会によるキャッシュ

レス化推進事業に対

する支援の実施 

 

 

 

 

 

 

・商業者及び消費者

へのデジタルデバイ

ド対応事業の実施 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ なかの里・まち連携自治体との連携の推進 

 なかの里・まち連携自治体の生産者と区内事業者のマッチングを推進し、新たな事業連

携やコラボ商品などが生まれる機会を創出します。また、区内全域における物産展の開催

のほか、区内事業者によるなかの里・まち連携自治体の商品の取り扱いや販売の機会を広

げていくことで、経済交流の活性化を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

なかの里・まち連携自

治体との経済・観光・

体験交流推進事業 

（産業振興課） 

◎連携 15 周年記念事

業の実施 

・区主催の合同物産

展の拡充、事業者交流

会との同時開催 

・バスツアーへの支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新区役所における

観光情報や物産情報

の発信強化 

○一部経済交流事業

におけるオンライン

導入の検討 

○区との連携自治体・

連携事業の拡大検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一部経済交流事業

におけるオンライン

導入の試行 

◎区との連携自治体・

連携事業の拡大 

 

❺ まちづくりと連携した商店街の活性化 

 区内各駅周辺や道路拡幅整備等に伴うまちづくり事業を契機とした商店街の活性化を図

るため、各商店街の状況や商店街を取り巻く環境、整備事業の進展等に合わせ、効果的な

支援を推進していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

専門家派遣調整 

（産業振興課） 

・アドバイザー等専

門家派遣支援の実施 

 

 
 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 ５ 東京の新たな活力とにぎわいを世界に発信する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「中野駅周辺では活力とにぎわいが

生まれている」と思う区民の割合 62.6％ 56.3％  

向上 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策１０ 中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・発信 

                                                     (基本計画 P.104掲載) 

施策の方向性 

● 文化・芸術活動や経済活動等のにぎわいや交流を生み出すための取組など、中野駅周辺

のまちの魅力を持続的に維持向上させるハード・ソフト両面における仕組みを構築し、区

内外から人、投資を呼び込みます。 

● 多様な主体を結びつけ、協働することにより、実効的なエリアマネジメントを推進し、まち

の魅力や価値を向上させるとともに、周辺地域へ波及させる取組を誘導します。 

   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①中野駅周辺を利用する際

に不満を感じている区民

の割合 

％ 

中野駅周辺の魅力向上

の取組に対する区民の

評価を計るため 

62.2 
（2020年度）

49.5 
（2022年度）

49.5 

②中野駅の乗車人員（1日平

均）のJR東日本エリア内

での順位 

位 

中野駅周辺のにぎわい

と連動していると考え

られるため 

20 
（2020年度）

16 
（2022年度）

16 

 
（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②鉄道事業者公表資料 
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主な取組                                  
 
❶ 中野のシンボルとなる新たな文化・芸術等発信拠点の形成  

  多様な人・文化・産業・情報が集積し、魅力的なコンテンツを世界に発信する、中野のシ

ンボルとなる新たな文化・芸術等発信拠点を形成します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

文化・芸術等発信拠点

形成 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

・中野駅新北口駅前

エリアにおける文化・

芸術等発信拠点の整

備・誘導(工事期間中

を含む） 

  

 

❷ 中野駅周辺におけるエリアマネジメントの仕組み構築 

  中野駅周辺各開発地区の事業者や地域の関係者等をつなぐプラットフォーム機能として、

中野駅周辺全域を対象にエリアマネジメントの仕組みを官民連携で構築します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

中野駅周辺エリアマ

ネジメント協議会設

置 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

・エリアマネジメン

ト・アクションプラン

策定支援の実施 

  

中野駅周辺の各開発

地区のエリアマネジ

メント展開支援 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○公共空間等の活用

に向けた運用基準の

検討 

 

◎中野駅周辺エリア

マネジメントビジョ

ンに基づく事業展開

への支援の実施 

 

 

❸ 公共空間等を活用した、にぎわい、文化・芸術事業の誘導 

  中野駅周辺における公共空間（道路、公園、公開空地等）の利活用を促進することによ

って、区内外の多様なイベント・事業を誘導し、来街者の獲得を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

にぎわい、文化・芸術

事業誘導 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

・中野駅新北口駅前

エリアにおける文化・

芸術等発信拠点の整

備・誘導(工事期間中

を含む） 

  

 

推進 

推進 

推進 
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施策１１ 中野駅周辺まちづくりにおける都市基盤の整備と多

様な都市機能の誘導                    

  (基本計画 P.107 掲載) 

施策の方向性 

● 来街者や駅利用者の利便性・回遊性を高めるため、中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備

や駅前広場の整備をはじめ、各地区におけるまちづくりにより、地区相互の回遊動線の強

化・形成を図ります。 

● 多様な都市機能の集積や居住環境の向上を図るため、各地区の特性を生かし、公民連携での

まちづくりを推進します。 

   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①区が特に力を入れてい

ると感じる施策に「駅

前などの重点的まちづ

くり」を選択した区民

の割合 

％ 

中野駅周辺のまちづく

りにおける区民の評価

を計るため 

35.4 
（2020年度）

32.2 
（2022年度）

40 

②中野駅周辺における都

市基盤整備（街路事業）

の進捗率 

％ 

中野駅周辺のまちづく

りの事業進捗を計るた

め 

23.6 
（2020年度）

26.3 
（2022年度）

55.1 

 
（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 中野駅周辺における都市基盤整備  

  まちの利便性・回遊性の向上、交通結節点としての機能強化を図るため、中野駅周辺各

地区の開発と連携した駅前広場や歩行者デッキ、滞留空間の整備により、安全で快適な歩

行者優先・公共交通指向のまちづくりを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

中野駅西側南北通路・

橋上駅舎整備 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○南北通路・橋上駅舎

建設工事 
  

中野駅新北口駅前広

場整備 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○駅前広場整備実施

設計 
 ○整備工事 

中野駅桃園広場（西口

広場）整備 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○桃園広場整備工事  ◎整備完了 

中野駅南口駅前広場

整備 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○駅前広場整備工事  ◎整備完了 

 
 
  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 中野駅周辺各地区のまちづくり 

  多様な都市機能の集積や、環境性・防災性の向上、居住環境の向上を図るため、中野駅

周辺各地区において、市街地再開発事業や土地区画整理事業、地区計画などにより、各地

区の特性を生かしたまちづくりを誘導します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

中野二丁目土地区画

整理事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○道路等基盤整備工

事 

 ◎道路等基盤整備工

事完了 

◎土地区画整理事業

完了 

中野二丁目地区第一

種市街地再開発事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

◎建築工事完了  
◎第一種市街地再開

発事業完了 

中野三丁目土地区画

整理事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○道路等基盤整備工

事 

 

◎道路等基盤整備工

事完了 

中野四丁目新北口駅

前土地区画整理事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○換地計画認可 
○道路等基盤整備工

事 

 

 

 

囲町東地区第一種市

街地再開発事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○建築工事 

 

◎建築工事完了 

囲町西地区第一種市

街地再開発事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○都市計画事業認可 ○権利変換計画認可 ○建築工事 

（仮称）中野四丁目西

地区第一種市街地再

開発事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○都市計画検討 ○都市計画決定 ○都市計画事業認可 

（仮称）中野四丁目新

北口駅前地区第一種

市街地再開発事業 

（中野駅周辺まちづ

くり課） 

○都市計画決定 

○都市計画事業認可 

○権利変換計画認可 

○区役所跡施設、中野

サンプラザ跡施設解

体工事 

○建築工事 

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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基本目標２ 

未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち 

 

政策 ６ 子どもの命と権利を守る 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「子どもの命と権利を守る体制が整っ

ている」と思う区民の割合 40.1％ 37.5％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策１２ 子どもの権利の尊重と理解促進   

(基本計画 P.114掲載) 

施策の方向性 

● 「子どもの最善の利益」を考える地域社会の実現に向けて、区民等が子どもの権利を理解す

るとともに、子どもたちが自らの権利を理解し、他者の権利を尊重できるよう、意識の啓発を

図ります。また、「子どもの最善の利益」を考え、区の様々な施策を実施します。 

● 子どもたちが自らの気持ちや意見を表現し、困ったときに助けを求められる仕組みをつくり

ます。 
   
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①子どもの権利が守られ

ていると思う区民の割

合 

％ 

子どもの権利の尊重に

向けた環境づくりの成

果を計るため 

－ 
26.4 

（2022年度）
30 

②「自分のことが好きだ」

と思う児童・生徒の割

合 

％ 

子どもたちの自己肯定

感が培われているかを

計るため 

小学生：
69.9 

中学生：
60.7 

(2019年度) 

－ 
小学生：75 
中学生：65 

(出典)①中野区区民意識・実態調査  ②中野区子どもと子育て家庭の実態調査 
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主な取組                                  
 
❶ 子どもの権利擁護の推進  

  子どもの育ちを地域全体で支えるとともに、すべての人が「子どもの権利」を理解し、

それぞれの生活・活動の中に「子どもの権利」の視点が取り入れられている状態を目指し、

子どもの権利擁護に係る条例を制定します。また、子どもの権利に関する理解促進のため

の普及啓発を進め、子どもの権利擁護の気運を醸成します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子どもの権利に関す

る条例の推進 

（子ども・教育政策

課） 

・「中野区子どもの権

利に関する条例」に基

づく子どもの権利の

普及啓発の実施 

 

 

 

 

 

 

◎子どもが主体とな

った普及啓発の実施 

 

 

 

 

 

 

学校における人権教

育 

（指導室） 

・子どもの権利に関

する理解促進のため

の取組の実施 

  

 

❷ 子どもの権利に係る相談支援の仕組みづくり 

  子どもの権利を守るため、つらいことや困っていることを抱える子どもが相談でき、解

決に向けた支援ができる仕組みづくりを行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子どもの権利に係る

相談支援 

（子ども・教育政策

課） 

・子ども相談室の運

営 

○子どもが相談しや

すい手法の検討 

◎子ども相談室の愛

称、マスコットキャラ

クターの募集 

 

 

◎子どもが相談しや

すい手法の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 



 
63 

❸ 子どもが意見を表明する機会の提供 

  子どもたちが、社会の一員として積極的に意見を表明することにより、自らの権利や他

者の権利を考える機会を提供します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子どもの意見表明の

機会確保 

（子ども・教育政策

課、育成活動推進課） 

・区政運営における

子どもの意見表明・参

加の促進 

◎子どもの意見表明・

参加に関する手引き

作成 

 

・子どもの権利委員

会の運営 

○子ども会議の実施、

あり方の検討 

・ハイティーン会議

の実施 

◎児童相談所が措置

等を行った子どもの

意見表明等支援の拡

充 

 

 
 

・子どもの意見表明・

参加に関する手引き

の全庁展開による取

組の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎子ども会議の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 



 
64 

施策１３ 一人ひとりの状況に応じた支援の充実 

  (基本計画 P.117掲載) 

施策の方向性 

● いじめなどの問題解決に向け、学校と保護者、行政、関係機関、地域とが協働して取り組む体

制を充実します。 

● 不登校やひきこもりの状態にある子どもに対して、教育と福祉の両面から個々の状況に応じ

た相談支援体制を充実します。 

● 子どもたちが教育を受ける権利を妨げられることがないよう、必要な支援を行います。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①「学校は、自他の生命を

大切にする心を育てて

いる」と考える保護者

の割合 

％ 

学校における生命尊重

に係る教育活動に対し

ての評価を計るため 

71.7 
（2020年度）

74.5 
（2022年度）

75 

②いじめの解消率 ％ 

学校がいじめの解決・解

消に向けたきめ細かな

対応をしているかを計

るため 

53.9 
（2020年度）

71.4 
（2022年度）

75 

（出典）①学校教育に関する保護者アンケート 
②いじめ等、児童・生徒間の問題の未然防止と早期発見のためのアンケート 
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主な取組                                  
 
❶ いじめの防止等に向けた体制の整備  

  「中野区いじめ防止基本方針」に基づき、各学校でのいじめの防止等に向けた具体的取

組や相談体制を充実します。また、いじめの防止等に関係する機関又は団体の連携を図る

ための協議会や対策を効果的に行うための組織などを設置し、いじめの防止や重大事態に

対処するための取組を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

いじめ防止等対策事

業 

（指導室） 

・中野区いじめ問題

対策連絡協議会の運

営 

・中野区教育委員会

いじめ問題対策委員

会の運営 

○区のスクールカウ

ンセラーの配置検討

等 

・いじめ問題への対

応に係る警察との連

携強化 

 

 

 

 

 

 

◎区独自のスクール

カウンセラーのモデ

ル配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎区独自のスクール

カウンセラーの充実 

 

 

 

 

人権教育推進事業 

（指導室） 

・SNS での通報・相談

事業に係る意識啓発

授業の実施 

・人権尊重教育推進

校の研究・実践の成果

等の発表 

 

 

 

・人権尊重教育推進

校の研究・実践 

 

◎SNS での通報・相談

事業に係る意識啓発

授業の拡充 

・人権尊重教育推進

校の研究・実践の成果

等の発表 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 不登校児童・生徒への柔軟な支援 

  不登校児童・生徒一人ひとりの状況に柔軟に対応するため、学校、教育支援室、教育相

談室、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、子ども・若者支援センター、

すこやか福祉センターなど、教育や福祉に係る関係機関が一層連携し、継続した相談支援

体制を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

教育支援室運営 

（指導室） 

・教育支援室事業の

実施 

 

 

・児童相談所と連携

した学校に通いづら

い児童・生徒の居場所

づくり 

 

 

◎教育支援室事業の

充実 

・教育支援室の配置

の見直し 

・子ども・若者支援セ

ンターとの連携によ

る教育支援室を利用

していた生徒の義務

教育終了後の切れ目

のない支援 

 

不登校児童・生徒への

支援事業 

（指導室、すこやか福

祉センター） 

◎スクールソーシャ

ルワーカーの配置の

充実 

 

○バーチャル・ラーニ

ング・プラットフォー

ム（仮想空間での支

援）の試行 

 

 

・区立中学校とすこ

やか福祉センター連

絡会議の実施 

・スクールソーシャ

ルワーカーの外部を

含む関係機関との連

携強化 

◎バーチャル・ラーニ

ング・プラットフォー

ム（仮想空間での支

援）の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎バーチャル・ラーニ

ング・プラットフォー

ム（仮想空間での支

援）の充実 

○不登校特例校の検

討 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 外国籍の子どもの就学促進 

  外国籍の子どもの就学状況を把握するとともに、分かりやすい就学案内をすることで適

切に就学を促す取組を進めます。また、不就学にならないよう関係機関と連携を図るとと

もに、教育支援室において外国籍の子どもに対する編入支援や補充学習を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

外国籍の子どもの編

入支援事業 

（指導室、学務課） 

・就学状況調査と啓

発の実施 

・教育支援室におけ

る編入支援の実施 

○中野区国際交流協

会と連携した教育支

援室における補充学

習の検討 

 

 

 

 

◎中野区国際交流協

会と連携した教育支

援室における補充学

習の実施 

 

 

 

 

・中野区国際交流協

会と連携した教育支

援室における補充学

習の充実 

外国人学校保護者補

助事業 

（学務課） 

・外国人学校保護者

補助事業の実施 
  

 

❹ 障害や特性に応じた指導・支援 

  一人ひとりの幼児・児童・生徒の発達の段階や障害の状態に応じた教育を提供するため、

就学相談などを実施するとともに、学校と関係機関との連携を強化します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

就学相談 

（学務課） 

・就学相談の充実 

・医療的ケア児受入

れの実施 

 

◎医療的ケア児受入

れの充実 

 
 

特別支援教育 

（学務課） 

・教育的ニーズに応

じた教育環境の整備 
  

特別支援学級運営 

（学務課） 

・特別支援学級の充

実 

・合理的配慮に基づ

いた環境整備 

 

 

授業のユニバーサル

デザイン化 

（指導室） 

・学校における合理

的配慮の充実 

○児童・生徒の実態に

応じたコンテンツの

検討 

 

 

 

 

◎児童・生徒の実態に

応じたコンテンツの

導入 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策１４ 子どもの貧困対策の推進      

(基本計画 P.121掲載) 

施策の方向性 

● 生活が困難な状態にある子どもとその家庭に必要な支援が届くよう、行政、地域、民間事業

者等が連携・協働して、子どもの学びの支援や生活の支援、経験・体験の機会の充実を図るな

ど、個々の状況に応じた支援を行います。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①授業が「よくわからな

い」と感じる困窮層の

子ども（小・中学生）の

割合 

％ 

家庭の環境に関わらず、

義務教育レベルの学力

が身に付いているか計

るため 

小学生：
20.6 

中学生：
54.6 

（2019年度）

－ 
小学生：15 
中学生：50 

②「がんばれば、むくわれ

ると思う」と答える子

ども（小・中学生）の割

合 

％ 

生まれた環境に左右さ

れることなく、自ら困難

に立ち向かい自立する

力が培われているか計

るため 

小学生：83 
中学生：77 
（2019年度）

－ 
小学生：88 
中学生：82 

（出典）①②中野区子どもと子育て家庭の実態調査 
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主な取組                                  
 
❶ 総合的な子どもの貧困対策の展開  

  2019年度に実施した中野区子どもと子育て家庭の実態調査の結果を踏まえ、子どもの貧

困対策に対する具体的な取組を進めるため、子どもの貧困対策に関する計画を策定します。  

また、子どもの貧困対策に関する意見交換会を実施するなど、行政・地域・民間事業者がつ

ながるネットワークを構築し、連携を強化します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子どもの貧困対策計

画の推進 

（子ども・教育政策

課、子育て支援課） 

・子どもの貧困対策

計画に基づく取組の

実施 

 

 

 

 

 

・子どもと子育て家

庭の実態調査の実施 

 

 

 

○分析結果に基づく

支援の検討 

子どもの貧困対策関

連の団体・民間事業者

等との連携 

（子育て支援課） 

◎子どもソーシャル

ワーカーを核とした

地域の関係団体等と

の関係構築 

◎普及啓発等事業の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

生活実態を踏まえた

高校生年代への支援

の推進 

（子ども・教育政策

課、子育て支援課） 

・子どもの生活実態

調査結果の詳細分析 

○分析結果に基づく

高校生年代への支援

の検討 

 

 

◎高校生年代を対象

とした支援事業の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 困難を抱える子どもの学習の機会の確保 

  困難を抱える子どもの学習の機会を確保するため、子どもの学習支援を実施している団

体への支援や自習できるスペースの確保を進めます。また、小学生の段階から学力や学習

習慣を身に付けることができるよう、学習面に課題のある子どもへの学習支援事業の対象

を拡充するとともに、学習支援事業を利用していた高校生へのフォローアップを行い、将

来の経済的自立につなげます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子どもの学習の支援 

（子育て支援課） 

・子どもの学習スペ

ースの確保・周知 

○学習支援団体への

支援の検討 

◎学習支援事業の対

象拡大（中学生から小

学 5年生まで） 

 

 

 

 

◎学習支援事業の対

象拡大（中学生から小

学 4 年生まで） 

 

 

◎学習支援団体への

支援の実施 

 

 

 

 

❸ 子どもの経験・体験の機会の確保 

  生活が困難な状態にある家庭の子どもが豊かな人間性を育むことができる環境を整える

ため、区主催の事業を中心に優先参加枠を設けるなど、自然や地域社会に親しむ経験・体

験の機会の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子どもの経験・体験事

業 

（子育て支援課） 

○既存事業等を活用

した子どもの経験・体

験事業の検討 

 
◎子どもの経験・体験

事業の実施 

 

 

❹ 子どもと保護者の生活環境の改善に向けた支援 

  生活が困難な状態にある家庭の子どもの健康的な生活と自立にむけた基礎づくりを支援

するため、子育て家庭の食と日常生活を支援するための取組を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

生活環境の改善支援 

（子育て支援課） 

・子ども食堂運営助

成の実施 

・小学校区ごとの子

ども食堂の立ち上げ

支援の実施 

○食・住に係る新規支

援事業の検討 

 

 

 

 

 

◎食・住に係る新規支

援事業の実施 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策１５ 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応 

     (基本計画 P.125掲載) 

施策の方向性 

● 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応、育児不安の早期解消に向け、子ども・若者支援セ

ンターやすこやか福祉センターが関係機関や地域と連携を図りながら、虐待への地域全体の対応

力を強化し、一貫した相談支援体制を構築していきます。 

● 虐待を受けた子どもや、何らかの事情により家庭での養育が困難な子どもが、できるだけ家庭

に近い環境で継続的に養育されることができる環境の充実を図ります。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①虐待を理由とする一時

保護の再保護件数 
件 

重篤な虐待の再発予防

が図られていることを

示す指標であり、児童相

談所の活動の成果を示

すものであるため 

－ 
3 

(2022年度) 
0 

②要保護児童対策地域協

議会への参加関係機関

数 

箇所 

地域の関係機関が連携

して児童虐待に対応し

ている状況を計るため 

268 
（2020年度）

322 
（2022年度）

359 

（出典）①②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 子育て家庭の状況把握と相談支援  

  妊娠から出産、子育てまでのトータルケアの推進や乳児家庭への訪問事業、乳幼児健康

診査等により子育て家庭の状況把握を行うとともに、育児不安の早期解消を図ります。ま

た、子ども・若者支援センター、すこやか福祉センター、児童館など関係機関の連携を強化

し、継続的に支援を必要とする家庭の早期発見に努め、個別相談・支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

妊娠出産トータル支

援 

（すこやか福祉セン

ター） 

◎妊娠から子育て期

にかかる切れ目ない

相談支援及び経済的

支援の実施 

 

 

 

◎産後ケア事業の充

実 

 

 

 

◎外国人相談支援の

充実に向けた母子保

健通訳の導入 

 

母子保健事業 

（すこやか福祉セン

ター） 

・乳幼児健康診査等

の事業における子育

て家庭の状況把握 

・児童相談所との連

携強化 

  

 

❷ 養育支援体制の整備 

  養育支援が特に必要な家庭の養育環境の改善・維持を図るため、保健師等の訪問や養育

支援ヘルパーの派遣を行います。また、乳児院や母子生活支援施設での支援プログラムに

基づく養育支援を行う「要支援ショートステイ事業」や、里親等の地域人材の個人宅にお

いて児童を預かる「協力家庭ショートステイ事業」の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

養育支援訪問事業 

（子ども・若者相談

課、すこやか福祉セン

ター） 

・養育支援訪問事業

の充実 

・保健師による訪問 

・養育支援グループ

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもショートステ

イ 

（子ども・若者相談

課） 

・子どもショートス

テイ事業の充実 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 虐待対応体制の整備 

  子ども・若者支援センターに設置する児童相談所機能を生かし、専門性の高い相談支援・

指導・措置を行う体制を整えます。また、要保護児童対策地域協議会を核とする連携体制

を強化することにより、子ども・若者支援センター、すこやか福祉センター、学校、保育

園、幼稚園など関係機関が協力して迅速で適切な対応を行うほか、要支援児童や要保護児

童等に対する関係機関の支援状況を相互に情報共有することで、虐待の未然防止や早期発

見・早期対応を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子ども・若者支援セン

ター整備・運営 

（子ども・若者相談

課、児童福祉課） 

・子ども・若者支援セ

ンター運営 

○児童相談所におけ

る相談援助業務モバ

イルシステム実証実

験 

 

 

○児童相談所におけ

る相談援助業務モバ

イルシステム試行導

入 

 

 

◎児童相談所におけ

る相談援助業務モバ

イルシステム運用 

 

要保護児童対策地域

協議会運営 

（子ども・若者相談

課） 

・要保護児童対策地

域協議会の運営 

 

 

 

支援検討会における

リスクアセスメント、

児童相談所及び関係

機関との連携 

（すこやか福祉セン

ター） 

・すこやか福祉セン

ターでの支援検討会

の開催 

・すこやか福祉セン

ターと子ども・若者支

援センターや児童相

談所との連携会議の

開催 

 

 

 

◎こども家庭センタ

ーの設置を契機とし

た相談支援機能の強

化 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 



 
74 

❹ 社会的養護の充実に向けた体制の整備 

  家庭での養育が困難な児童が、家庭と同様の環境において養育される環境を整えていく

ため、里親制度の普及啓発を進め、里親による養育を推進します。また、里親の募集、評

価、研修、マッチング、支援までの一貫した支援体制を構築します。併せて、児童の状況に

応じ、より家庭的で適切な養育ができる機能を持つ施設等の確保に向けた検討を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

里親支援 

（児童福祉課） 

◎里親支援の拡充 

・普及啓発等の実施 

○里親養育包括支援

（フォスタリング）の

検討 

 

 

○里親養育包括支援

（フォスタリング）の

事業者選定・運用準備 

 

 

◎里親養育包括支援

（フォスタリング）の

運用 

社会的養護基盤の確

保 

（子ども・若者相談

課、児童福祉課） 

○社会的養護基盤の

確保の方向性検討 
 

○社会的養護基盤の

具体的な確保策検討 

 

  

推進 

推進 

推進 
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政策 ７ 社会の変化に対応した質の高い教育を実現する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「質の高い学校教育が行われている」

と思う区民の割合 38.9％ 34.4%  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策１６ 子どもたちの「生きる力」を育む教育の充実 

     (基本計画 P.130掲載) 

施策の方向性 

● 子どもたちが、豊かな人間性・社会性を育むことができるよう、自他の生命や人権を尊重する

教育を推進します。 

● 子どもたちが、多様な人間性を認め合い、確かな学力を身に付けるとともに、基礎体力が向上

し、心身ともに成長することができる教育を推進します。 

● 子どもたちが、情報活用能力や国際社会で活躍できる能力など、社会の変化に対応した力を身

に付けることができる教育を推進します。 

● 保育園、幼稚園、小・中学校の連携による学びの連続性を大切にした教育を推進します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①「学校は一人ひとりの

児童・生徒のよさや可

能性を伸ばす教育を行

っている」と考える保

護者の割合 

％ 

学校における個に応じ

た教育活動に対し、保護

者の評価を計るため 

67 
（2020年度）

69.1 
（2022年度）

70 

②「学校・園は他の校種と

の接続や連携を大切に

した教育を視点に授

業・保育改善に努めて

いる」と考える保護者

の割合 

％ 

学校・園における保幼小

中連携教育の取組に対

しての保護者の評価を

計るため 

54.5 
（2020年度）
※小中連携教育の

取組に対しての 
結果 

66.1 
（2022年度）

70 

（出典）①②学校教育に関する保護者アンケート 
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主な取組                                  
 
❶ 児童・生徒一人ひとりの学習状況に応じた指導  

  児童・生徒の誰もが「分かる・できる」喜びを味わえる授業を展開するため、算数・数学

や外国語（英語）等を中心に、一人ひとりの学習状況に応じた習熟度別少人数指導や放課

後補充学習教室等を行います。また、「主体的・対話的で深い学び」や「学習評価の充実」

等の課題に対応できる教員の人材育成を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

学力の向上事業 

（指導室） 

・「中野区学力にかか

わる調査」の実施 

◎任期付短時間勤務

教員の追加配置 

◎エデュケーション・

アシスタントの配置 

 

 

 

 

・任期付短時間勤務

教員の配置及びエデ

ュケーション・アシス

タントの配置による

児童・生徒への個別の

対応や学習・生活指導

体制の充実 

 

教員の人材育成事業 

（指導室） 

・「東京都公立学校の

校長・副校長及び教員

としての資質の向上

に関する指標」に基づ

く研修の実施 

  

  

推進 

推進 

推進 
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❷ 運動習慣の定着・体力向上に向けた教育  

  小学校では、体育の授業において、保健体育科教員を志望する学生に補助員として参加

してもらうなど、運動を身近なものとする取組を進めます。また、区内各種競技団体と協

力し、指導者の派遣を行い、部活動の活性化や競技力向上を図ります。さらに、運動が苦手

な子どもでもすすんで参加できるよう、特定の種目に限定せず、児童・生徒の興味や関心

に応じて柔軟に活動できる取組や部活動等を充実していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

体力向上プログラム

事業 

（指導室） 

○体力向上プログラ

ムの実施及び新たな

分析方法の検討 

 

◎新たな体力向上プ

ログラムに基づいた

体力テストの実施及

び分析 

 

 

 

部活動の地域移行 

（指導室、スポーツ振

興課） 

○部活動検討委員会

による部活動地域移

行の検討 

・地域スポーツクラ

ブでの部活動支援の

実施 

◎部活動地域移行モ

デルケースの実施 

 

 

 

 

◎部活動地域移行の

拡大 

 

 

 

 

  

推進 

推進 
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❸ 情報化社会へ対応した教育 

  ICT（情報通信技術）を効果的に活用し、一人ひとりの状況に応じた個別の学習と相互に

関わり合い・学び合う協働的な学習を組み合わせた新しい学び方を実現し、子どもの力を

最大限に伸ばします。また、児童・生徒の論理的思考力を育成するプログラミング教育を

推進します。これらの教育に対応できる教員の資質・能力の向上を図る研修を充実するな

ど、教員の指導力向上を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

オンライン学習の環

境整備 

（指導室） 

○学習者用デジタル

教科書の一部教科の

先行導入 

○デジタル教材の試

行及び選定 

 

 

 

◎デジタル教材の導

入 

◎学習者用デジタル

教科書の一部教科の

全校導入 

◎デジタル教材の活

用の充実 

プログラミング教育 

（指導室） 

○プログラミング教

育の体制の検討 

 

○教材の検討 

 

 

 

 

 

◎プログラミング教

育におけるアドバイ

ザー事業の実施 

◎小・中学校の教材の

充実 

教育センター運営 

（指導室） 

◎指導支援コンテン

ツの開設 

○区立学校における

教材のデジタル化実

践事例の集約 

◎指導支援コンテン

ツの充実 

○教材のデジタル化・

共有化に向けた検討 

 

 

 

◎教材のデジタル化・

共有化の充実 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 国際化へ対応した教育 

  児童・生徒一人ひとりが英語によるコミュニケーション能力を身に付けられるよう、外

国語（英語）指導助手の活用や英語検定料の補助等の支援を行います。また、日本語指導が

必要な外国籍の児童・生徒等が、学校生活において自己実現を図ることができるよう、日

本の学校への適応支援や日本語習得のための日本語指導員の派遣、教科の補充学習教室等

を実施します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

国際理解教育 

（指導室） 

◎小学 1 年生から中

学 3 年生までの一貫

した英語教育の実施

（ALT の活用） 

◎中学 1 年生の宿泊

による英語体験活動

の実施 

◎中学 2・3 年生の英

語検定料の一部補助

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

○中学 2・3 年生の英

語検定料の一部補助

及び対象学年の検討 

 

 

 

 

 

 

 

◎英語検定料の一部

補助の拡充 

 

日本語適応事業 

（指導室） 

・日本語適応事業の

実施 

○日本語学級開設に

ついての検討 

○日本語適応事業の

時間数の見直し 

 

 

◎日本語適応事業の

時間数の拡充 

○日本語学級開設準

備 

 

❺ 人権教育・道徳教育 

  児童・生徒が、いじめやインターネットによる人権侵害等の様々な人権課題や人権尊重

の理念を正しく理解するとともに、人々の多様性を認め、共生社会の素地を育むことがで

きるよう、各学校が多様な教育活動に基づいた人権教育を行います。また、自分の生き方

や他者との関わりについて考え、主体的に判断し、行動できる人を育てるとともに、地域

を大切にする心や社会性が育まれるよう、自然や生命とのふれあいや地域ボランティア活

動などの体験を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

人権尊重・心の教育 

（指導室） 

・外部講師を活用し

た「命の授業」の実施 

○性教育に関する教

員研修の検討 

○動物飼育を推進す

る学校への補助のあ

り方の検討 

 

 

◎性教育に関する教

員研修の実施 

◎動物飼育を推進す

る学校への補助の実

施 

 

 

 

 

・動物飼育を推進す

る学校への補助の充

実 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❻ 保育園、幼稚園、小・中学校の連携教育 

  各中学校区の課題の解決を図るため、幼児期から中学校までの15年間の学びの連続性に

着目し、学力、体力、心の教育、特別支援教育等の視点から合同で研究します。また、幼稚

園・保育施設と学校は、保幼小連絡協議会や小中連携教育協議会において、各中学校区の

課題の解決を図るとともに、効果的な取組を共有する（仮称）保幼小中連携教育サミット

を実施するなど、保幼小中連携教育を充実していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

保幼小中連携教育 

（指導室） 

・「保幼小中連携教

育」による 0～15 歳の

一貫した教育の実施 

 

 

 

○（仮称）保幼小中連

携教育サミットの実

施に向けた検討 

○「保幼小中連携教

育」による 0～15 歳の

一貫した教育の実施

及び新たな保幼小中

連携教育のあり方の

検討 

◎（仮称）保幼小中連

携教育サミットの実

施 

◎中学校区を中心と

した 0～15 歳の一貫

した教育の充実及び

新たな保幼小中連携

教育の実施 
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施策１７ 発達の課題や障害のある子どもへの教育の充実 

     (基本計画 P.135掲載) 

施策の方向性 

● 発達の課題や障害のある子どもへの教育的ニーズに応じた指導を推進し、インクルーシブ教育

のより一層の充実を図ります。 

● 適切な教育環境を選択できるよう、早期から保護者の理解を促進するとともに、関係機関との

連携や専門的知見に基づく就学相談等の取組を推進します。 
 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①「学校生活支援シート

（個別の教育支援計

画）の作成にあたり、学

校と話し合うことがで

きた」と思う保護者の

割合 

％ 

障害や子どもの特性に

ついて、学校と保護者が

十分に連携できている

か計るため 

85.8 
（2020年度）

84.2 
（2022年度）

95 

②通常の学級に在席する

児童・生徒のうち、心理

士による特別支援教育

巡回相談で対応したケ

ースの割合 

％ 

巡回相談により、支援を

必要とするすべての子

どもへの対応方法の工

夫が図られていること

を計るため 

12.2 
（2020年度）

7.4 
（2022年度）

20 

（出典）①学校教育に関する保護者アンケート ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 特別支援教室における巡回指導  

  一人ひとりの特性に応じた巡回指導をより充実できるよう、指導・支援内容の検討にお

ける、医師や心理士の参画を進めます。先行して実施している小学校特別支援教室の実施

状況の検証を生かし、中学校特別支援教室の指導の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

小・中学校特別支援教

室 

（学務課） 

○小・中学校の特別支

援教室拠点校の見直

し検討 

 

 

 

◎小・中学校の特別支

援教室拠点校の充実 

 

 

 

 

 

 

 

○中学校における難

聴等の通級指導学級

の設置検討 

特別支援教育巡回相

談・医師巡回 

（学務課） 

・特別支援教育巡回

相談・医師巡回の実施 
  

特別支援教室におけ

る巡回指導 

（指導室、学務課） 

・特別支援教室にお

ける巡回指導の実施 

・中野特別支援学校

との発達障害教育支

援モデルの実施 

 

 

 

❷ 個々の特性や課題に応じた教育  

  学校は保護者と学校生活支援シート（個別の教育支援計画）を作成し、そのシートを踏

まえて子どもの特性や課題に応じた支援や指導を行います。学校生活支援シートは、子ど

もの成長に合わせて保護者とともに確認・見直しを行い、すこやか福祉センター等の関係

機関と共有し、就学前から卒業後まで切れ目なく支援が継続されるようにします。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

個別ケース支援連携

推進 

（学務課） 

・個別ケース支援連

携体制の実施 

 
 

学校生活支援シート

の活用 

（指導室、学務課） 

・学校生活支援シー

トの活用 

 

 

 

 

 

○義務教育終了後の

支援への接続につい

て検討 

 

 

◎義務教育終了後の

支援への接続のあり

方・方針の策定 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 早期からの理解促進と就学相談 

  発達の課題や障害のある子どもがより力を伸ばすことができる就学につなげられるよう、

すこやか福祉センター、区立療育センターや幼稚園・保育園等の就学前施設と連携して、

早期から保護者に情報提供を行い、思いに寄り添いながら、子どもの特性や特別支援教育

について理解を進めます。また、心理士の配置などにより、就学に向けた適切な相談支援

を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

就学相談 

（学務課） 

・就学相談の充実 

・医療的ケア児受入

れの実施 

 
 

◎医療的ケア児受入

れの充実 

 
 

 

 

就学相談説明会 

（学務課） 

・就学支援相談説明

会の充実 
  

特別支援学級見学会 

（学務課） 

・個に応じた特別支

援学級見学の充実 
  

 

  

推進 

推進 

推進 
推進 
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施策１８ 特色ある学校づくりと家庭・地域との協働による学

校運営の推進             

(基本計画 P.138掲載) 

施策の方向性 

● 子どもや地域の現状・課題を踏まえた学校ごとの特色ある教育を推進します。 

● 学校、家庭、地域が、地域全体で子どもの学びや成長を支えるため、家庭・地域と学校が協働

し、様々な活動を行い、心豊かな子どもを育成します。 
 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①学校の授業等で活用し

た地域人材の人数 
人 

学校の活動に地域の力

を活用できているか計

るため 

3,060 
（2020年度）

2,942 
（2022年度）

4,865 

②「学校は、家庭・地域と

協力しながら子どもを

教育している」と考え

る保護者の割合 

％ 

家庭や地域と協働して

学校運営が行われてい

るか計るため 

77.7 
（2020年度）

80.5 
（2022年度）

88 

（出典）①中野区資料 ②学校教育に関する保護者アンケート 
 

主な取組                                  
 
❶ 各学校における特色ある教育  

  各学校が抱える課題等を踏まえた教育実践や校内研究を推進することで、児童・生徒や

地域の現状や課題を踏まえた特色ある教育を展開します。また、地域住民や様々な年代の

人たちとの交流、多様な経験などの教育機会の充実を図り、地域とともにある学校づくり

を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

特色ある学校づくり 

（指導室） 

・各校・園の特色ある

学校づくりの実施 

○中野区コミュニテ

ィ・スクールの移行に

向けた中学校区の共

通のテーマの検討 

 

 

◎中野区コミュニテ

ィ・スクールの移行に

向けた連携研究の実

施 

 

 

◎中野区コミュニテ

ィ・スクールの全面実

施における連携研究

の充実 

学校給食保護者負担

軽減 

（学務課） 

 

◎区立小・中学校等の

学校給食費に係る保

護者負担軽減の実施 

 

推進 

推進 
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❷ 地域と学校の連携・協働体制の整備  

  学校、家庭、地域が協働して学校運営を進めていくため、地域住民の学校運営への参画

の仕組みである学校評議員制度と、中学校区における第三者評価との制度間の連携を深め

ます。また、地域と学校の連携・協働による地域学校協働活動の推進を図るとともに、学校

運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の導入に向けた取組を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域学校協働活動の

推進 

（子ども・教育政策

課） 

○モデル校での地域

学校協働活動の試行 

 

○モデル校への地域

コーディネーターの

配置・活動 

○モデル校の拡充 

 

 

○地域コーディネー

ター研修 

 

◎全校（中学校区）で

の地域学校協働活動

開始 

◎全校（中学校区）へ

の地域コーディネー

ター配置・活動開始 

地域学校運営協議会

の設置 

（子ども・教育政策

課） 

○モデル校での地域

学校運営協議会の設

置・開催 

○モデル校の拡充 

 

 

◎全校導入 

 

 

学校評価 

（指導室） 

・学識経験者による

第三者評価の実施 

・地域学校運営協議

会との連携 

 

 

学校評議員制度 

（指導室） 

・中野区コミュニテ

ィ・スクールの移行に

向けた検討 

 
・中野区コミュニテ

ィ・スクールの移行 

 

  

推進 

推進 

推進 
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施策１９ これからの学びに対応した学校教育環境の整備 

               (基本計画 P.141掲載) 

施策の方向性 

● 良好な教育環境を整備するため、学校再編や学校施設の改修・改築を着実に進めることにより、

適正な児童・生徒数や学校数を確保するとともに、学校施設・設備等の維持・向上を図ります。 

● 子どもの学びの環境を充実するため、学校のICT環境や読書環境の整備を進めます。 

● 学校事務について見直し・改善を図り、効率的な学校運営を推進するとともに、ICT（情報通信

技術）の活用等により学校の働き方改革を進め、教育の質の向上を図ります。 
 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①ICTを活用して児童・生

徒を指導することがで

きている教員の割合 

％ 

ICTを活用し、これから

の学びに対応した教育

を実現できているかを

計るため 

79.4 
（2020年度）

89.2 
（2022年度）

100 

②中野区立学校図書館の

図書貸出冊数 
冊 

学校図書館における読

書環境整備の取組によ

る効果を計るため 

392,657 
（2020年度）

552,024 
（2022年度）

600,000 

（出典）①学校における教育の情報化の実態等に関する調査 ②中野区資料 
 

主な取組                                  
 
❶ 児童・生徒数に応じた教育環境の整備  

  学校再編を着実に進めるとともに、学校規模、通学区域などについて検証を行い、児童・

生徒数に見合う教育環境の整備を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区立小・中学校再編 

（子ども・教育政策

課） 

・統合委員会の運営 

○鷺の杜小学校（鷺宮

小・西中野小の統合新

校）開設準備 

 

 

 

◎鷺の杜小学校（鷺宮

小・西中野小の統合新

校）開設 

・区立小中学校再編

計画の検証 

 

 

 

 

  

推進 
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❷ 学校施設の改築・改修  

  少人数指導やICT（情報通信技術）の活用など、これからの多様な教育活動への対応とと

もに、地域連携やユニバーサルデザインの視点に立った学校施設の改築を進めます。また、

既存校舎において必要となる改修についても、適切に進めていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区立小・中学校整備 

（子ども教育施設課） 

○新校舎整備に係る

設計・工事 

・既存校舎環境改善

のための設計・工事 

・既存校舎バリアフ

リー化のための設計・

工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校施設整備計画

の検証 

 

 

❸ GIGA スクール構想等に対応した ICT 環境の整備 

  国のGIGAスクール構想や中野区教育の情報化推進計画等に基づき、ネットワーク環境や

ICT機器の整備などを行い、区立小・中学校のすべての子どもたちがそれぞれの状況に応じ

て、場所を問わず学べる環境を整えます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区立小・中学校の ICT

環境整備 

（指導室、学務課） 

○学習者用デジタル

教科書の一部教科の

先行導入 

○デジタル教材の試

行及び選定 

◎ICT スタッフ導入

による運用支援体制

の充実 

・校務外部接続系ネ

ットワークの活用推

進 

 

 

 

◎デジタル教材の導

入 

 

 

 

 

 

 

◎学習者用デジタル

教科書の一部教科の

全校導入 

◎デジタル教材の活

用の充実 

 

 

 

・校務外部接続系ネ

ットワーク全体最適

化に向けた構築準備 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 児童・生徒の読書環境の充実に向けた体制の整備 

  児童・生徒の読書環境の充実に向けて、区立図書館から学校図書館への団体貸出や情報

連携など、区立図書館機能と学校図書館機能の連携を強化します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区立図書館・学校図書

館連携事業 

（子ども・教育政策

課） 

・区立図書館と学校

図書館の合同研修会

の実施 

・学校図書館への団

体貸出の実施 

・図書館見学会、ブッ

クトーク等の実施 

 

 

学校図書館機能の充

実 

（指導室） 

・調べ学習での探求

活動に対応した学校

図書館環境の整備 

◎学校図書館蔵書の

刷新 

◎学校図書館の夏季

休業期間中等の開放 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❺ 学校における働き方改革の推進 

  教員が教育活動に専念できるよう、ICT（情報通信技術）の活用等による業務改善や効率

化など、働き方改革推進プランや中野区教育の情報化推進計画に基づく取組を進めます。  

また、学校事務の正確性の向上と効率化を図るため、複数の学校事務の共同化に向けた検

討を開始し、共同事務室の設置を目指すとともに、学校給食費の公会計化の導入に向けた

検討を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

学校事務の改善 

（学務課） 

・事務の共同化等学

校事務の効率化に向

けた検討 

  

教員の働き方改革推

進事業 

（指導室、学務課） 

○「中野区立学校にお

ける働き方改革推進

プラン」の取組に基づ

く、2022 年度の取組

の検証及び新たな取

組の検討 

・採点システムの活

用 

 

 

 

◎「中野区立学校にお

ける働き方改革推進

プラン」の改定 

 

 

 

 

 

○校務システムの全

体最適化の検討 

 

・「中野区立学校にお

ける働き方改革推進

プラン」改定に基づく

取組の実施 

 

 

 

 

○校務システムの全

体最適化に向けた構

築準備 

 

  

推進 

推進 
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政策 ８ まち全体の子育ての力を高める 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「子育て活動が活発であるとともに、

子育てしやすい体制が整っている」と

思う区民の割合 
36.4％ 31.3%  

向上 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策２０ 地域における子育て支援活動の促進 

               (基本計画 P.146掲載) 

施策の方向性 

● 子育て支援活動の活性化に向け、子育て支援を担う人材の発掘や子育て関連団体のネットワー

ク化を進めます。 

● 子育て家庭が地域の中で安心して暮らせるよう、区民相互の助け合いによる子育て支援活動を

促進します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①子育て支援活動に参加

した区民の割合 
％ 

地域における子育て支

援活動活性化のための

取組の充実度を計るた

め 

4.7 
（2020年度）

3.1 
（2022年度）

10 

②ファミリー・サポート・

センター事業における

利用マッチング率 

％ 

子育てに関する相互援

助活動の充実に向けた

取組の効果を計るため 

85.4 
（2020年度）

89.6 
（2022年度）

90 

（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 地域の子育て支援施設の機能強化  

  地域の子育て支援活動を活性化するため、児童館における、子育てを支援する仲間づく

りを推進する取組や活動の場の提供を充実するなど、区民・子育て関連団体等の子育て支

援活動の拠点としての機能を強化します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

児童館における子育

て活動支援事業 

（育成活動推進課） 

○子育て支援の仲間

づくりを推進する取

組や活動の場の提供

による団体活動支援

の実施及び充実に向

けた検討 

○地区懇談会による、

子どもと家庭に関わ

る地域の課題解決に

向けた取組と地域と

の連携の実施及び充

実に向けた検討 

◎児童館運営・整備推

進計画の策定 

 

 

 

 

 

 

◎子育て支援の仲間

づくりを推進する取

組や活動の場の提供

による団体活動支援

の充実 

 

◎地区懇談会による、

子どもと家庭に関わ

る地域の課題解決に

向けた取組と地域と

の連携の充実 

 

○ニーズを踏まえた

児童館の機能強化に

向けたモデル事業の

実施 

○児童館におけるソー

シャルワーク実施に向

けた具体的手法の検

討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニーズを踏まえた

児童館の機能強化 

 

 

◎児童館におけるソー

シャルワークの実施 

 

 
 

  

推進 

推進 
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❷ 子育て関連団体への支援の強化  

  子育て支援活動に対する区民ニーズの多様化に対応するため、子育て関連団体への支援

を強化するとともに、関連団体のネットワーク化を図り、地域の子育て環境の向上を目指

します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

育成団体支援事業 

（育成活動推進課） 

・青少年育成地区委

員会への政策助成や

子育て支援地域づく

り啓発助成金事業、研

修会等による活動支

援の実施 

 

 

 

 

○乳幼児親子の居場

所づくりや一時預か

り実施団体への乳幼

児親子支援活動助成

金事業による活動支

援の実施及び充実に

向けた検討 

 

 

 

 

 

 

◎東京都の地区委員

会アドバイザーを活

用したネットワーク

づくり等支援の充実 

◎乳幼児親子の居場

所づくりや一時預か

り実施団体への乳幼

児親子支援活動助成

金事業による活動支

援の実施及び充実 

 

 

 

❸ 地域の相互援助活動の推進 

  子育て支援にかかる地域の相互援助活動を活性化するため、ファミリー・サポート・セ

ンター事業において、子育て支援人材の確保や研修を通じた人材育成を進めるとともに、

コーディネートやマッチング等の充実を図るなど、多様なニーズに応じるための体制の充

実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

（子育て支援課） 

・ファミリー・サポー

ト・センター事業の実

施 

・コーディネート機

能強化支援の実施 

○支援人材の確保と

育成に係る取組の検

討 

 

 

 

 

 

◎支援人材の確保と

育成に係る取組の実

施 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策２１ 妊娠から子育てにかかる切れ目ない相談支援体制の

充実              

 (基本計画 P.149掲載) 

施策の方向性 

● 安心して妊娠・出産・育児をすることができるよう、妊娠から子育てにかかる切れ目ない一貫

した相談支援体制の充実を図ります。 

● 子育て家庭のライフスタイルやニーズに応じた多様な子育てサービスの充実を図ります。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①妊娠届提出者に係る支

援プラン作成の割合 
％ 

妊娠届提出者の実情に

合わせて適切な相談支

援や情報提供を行えて

いるか計るため 

－ 
84.7 

（2022年度）
90 

②子育てサービスを必要

に応じて利用できた割

合 

％ 

子育て家庭のニーズに

応じたサービスが実施

されているか計るため 

95.6 
（2020年度）

96.8 
（2022年度）

98 

（出典）①中野区資料 ②子育て支援に関するアンケート調査 
 

  



 
94 

主な取組                                  
 
❶ 妊娠・出産・子育てトータル支援  

  妊娠から出産、子育て期に渡って、妊産期相談支援事業や産後ケア事業、乳幼児健康診

査など、様々な事業を通じて、子育て家庭が直面する様々な困難に寄り添い、切れ目なく

包括的な相談支援を行う体制を整えます。また、妊娠を望む区民や不妊に悩む区民に対し、

相談支援や経済的支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

乳幼児健康診査 

（子育て支援課、すこ

やか福祉センター） 

・乳幼児健康診査事

業の実施 

・乳幼児健康診査等

の事業における子育

て家庭の状況把握 

・乳幼児健康診査受

託医療機関の拡充に

向けた関係機関との

調整 

◎妊婦健診の公費負

担拡充 

 

 

妊娠出産トータル支

援 

（すこやか福祉セン

ター） 

◎妊娠から子育て期

にかかる切れ目ない

相談支援及び経済的

支援の実施 

 

 

 

◎産後ケア事業の充

実 

 

 

 

◎外国人相談支援の

充実に向けた母子保

健通訳の導入 

 

不妊相談支援 

（子育て支援課） 

・不妊相談支援事業

の実施 
  

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 多様なニーズに応じた子育てサービス・情報提供体制の整備  

  病児・病後児保育等子育てサービスの利用枠の充実や簡便な手続方法の確立により、子

育て家庭が必要とするときにサービスの利用ができる体制を整えます。また、子育て家庭

が、必要な情報やアドバイス等を入手できるよう、子育てに関する情報提供を様々な情報

媒体の特性を生かして行います。父親等を対象とした育児支援講座等の充実を図るなど、

父親の育児参加を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子育てサービス事業 

（子育て支援課） 

○一時保育、病児・病

後児保育等の見直し

検討 

○一時保育、病児・病

後児保育等の改善策

の試行 

◎一時保育、病児・病

後児保育等の改善策

の実施 

子育て支援情報配信 

（子ども・教育政策

課、子育て支援課） 

◎区ホームページ子

育てサブサイトでの

情報発信 

◎「おひるね」の発行 

・子ども総合窓口待

ち時間情報の提供 

・SNS による子育て支

援情報配信 

 

 

父親の育児参加支援

事業 

（すこやか福祉セン

ター） 

・父親等向け地域育

児相談会、離乳食講習

会の実施 

  推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 育児支援を特に必要とする家庭への支援 

  母子の生活支援の役割を担う母子生活支援施設での、ひとり親家庭の交流会や子育て相

談会等の実施により地域の子育て家庭への支援を行い、関係機関と連携した支援を強化し

ます。ひとり親家庭が抱える課題をテーマとした講演会・相談会を実施するなど、自立に

向けた相談体制の充実を図ります。また、育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎妊婦や

多胎児家庭を支援するため、産前や産後における日常の育児に関する介助等や相談支援を

行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

母子生活支援施設運

営 

（子育て支援課） 

・母子生活支援施設

の運営 
  

ひとり親家庭支援 

（子育て支援課） 

◎ひとり親家庭相談

員の設置 

◎実質的なひとり親

への給付事業の実施 

 

 

◎養育費確保事業の

拡充 

◎「ひとり親家庭のし

おり」の発行 

 

 

 

 

◎実質的なひとり親

への支援事業の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多胎妊婦・多胎児家庭

支援事業 

（すこやか福祉セン

ター） 

◎多胎児家庭に対す

る支援の拡充 
  

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策２２ 将来を見通した幼児教育・保育の実現 

                   (基本計画 P.153掲載) 

施策の方向性 

● 待機児童を生じさせない取組を推進するとともに、将来を見通した教育・保育の提供体制の充

実を図ります。 

● 区と保育施設等の連携・協働を強化し、子どもの成長・発達に十分配慮した質の高い保育サー

ビス等を提供します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①保育所等利用待機児童  

数 
人 

保育サービスの提供体

制の充実による待機児

童数の解消状況を計る

ため 

73 
（2020年 
4月1日 
現在） 

0 
（2022年 
4月1日 
現在） 

0 

②「中野区保育の質ガイ

ドライン」を知ってい

る保護者のうち、ガイ

ドラインが教育・保育

に役立てられていると

感じる保護者の割合 

％ 

中野区保育の質ガイド

ラインの活用に関する

評価を計るため 

80.6 
（2020年度）

72 
（2022年度）

90 

（出典）①中野区資料 ②保護者満足度調査 
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主な取組                                  
 
❶ 保育サービスの提供体制の整備  

  保育ニーズに迅速に対応するため、民間保育所の誘致を進めるなど、保育サービスの提

供体制の充実を図ります。また、児童相談所の設置に伴う指導検査の対象拡大に対応する

とともに、引き続き保育施設の適正な運営体制を確保するなど、区全体の保育環境の向上

を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

教育・保育施設確保 

（保育園・幼稚園課） 

・認証保育所の認可

化に係る施設整備費

等補助の実施 

◎認可外保育施設に

係る指導監督基準適

合に向けた補助の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育施設指導 

（保育園・幼稚園課） 

・認可保育所等に係

る認可・指導検査の実

施 

◎認可保育所等に係

る認可・指導検査の拡

充 

 

空き定員を活用した

定期預かり事業 

（保育園・幼稚園課） 

○モデル事業の実施 ◎事業の拡充  

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 就学前教育の質の向上  

   就学前教育の質の向上を図るため、就学前教育プログラムや保育の質ガイドラインが、

保育園や幼稚園の日常業務において活用されるとともに、保護者に保育への理解や施設と

家庭との連携、家庭教育の参考事例などとして役立つよう、普及啓発を行います。また、保

育園、幼稚園、小学校が合同研究等を通じて情報と課題を共有することにより就学前教育

の充実につなげます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

就学前教育推進事業 

（保育園・幼稚園課、

指導室） 

・就学前教育推進事

業の実施 

○就学前教育プログ

ラムの見直し 

○就学前教育・保育施

設の合同研究の実施

及び方法の見直し 

・保育の質ガイドラ

イン研修の実施 

・保育園巡回にて、保

育の質ガイドライン

の活用及び取組を確

認 

 

 

○新たな就学前教育

プログラムの検討 

○就学前教育・保育施

設の合同研究の実施

及び方法の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎就学前教育プログ

ラムの改訂 

◎新たな就学前教育・

保育施設の合同研究

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 
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❸ 将来を見据えた区立幼稚園・保育園の運営 

  区全域のインクルーシブ教育を推進するため、私立幼稚園に対する支援と保護者に対す

る啓発を進めます。区立幼稚園については、当分の間、現在の幼稚園運営を継続しますが、

様々なライフスタイルに対応できる認定こども園についての検討を続けていきます。また、

区立保育園においては、指導検査等を行うことのできる人材の育成・確保、民間保育施設

との連携、医療的ケア児の受入れなどを進め、就学前教育の充実に向けた機能・役割を担

います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区立幼稚園運営 

（保育園・幼稚園課） 

・区立幼稚園の運営 

 

 

 

 

 

 

○運営方法及び建替

整備の考え方等の検

討 

 

区立保育園運営 

（保育園・幼稚園課） 

・区立保育園の運営 

◎将来の保育需要を

見据えた建替整備の

考え方の策定 

・医療的ケア児に係

る保育の実施 

 

 

 

 

○医療的ケア児受入

れ拡充に向けた検討 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策２３ 特別な配慮を必要とする子どもとその家庭への一貫                                                  

した相談支援体制の充実       

(基本計画 P.156掲載) 

施策の方向性 

● 特別な配慮を必要とする子どもとその家庭の置かれている状況や特性に応じて、必要な支援

が受けられるよう、一貫した相談支援体制の充実を図ります。 

● 発達の課題や障害のある子どもとその家庭が地域で孤立することがないよう、発達障害等に

関する区民の理解の促進や保護者同士がつながり、交流する機会の創出に向けた取組等を推進

します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①「日頃から子どもの状

況を伝え合い、子ども

の発達の状況や課題に

ついて共通理解ができ

ている」と考える保護

者の割合 

％ 

障害児通所支援サービ

スに対する評価を計る

ため 

87.7 
(2020年度) 

89.7 
（2022年度）

95 

②区立障害児通所支援施

設における保護者を支

援するプログラムの開

催回数 

回 

障害児の保護者支援や

交流支援により、保護者

の支え合いが行われて

いるか計るため 

18 
（2020年度）

7 
（2022年度）

24 

(出典)①区立障害児通所支援施設保護者アンケート調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 一貫した地域相談支援体制の整備  

  すこやか福祉センターでは特別な配慮を必要とする子どもとその家庭に対して総合的な

相談支援を充実します。あわせて、関係機関と連携し、一貫した地域相談支援体制を整備

するために、区立療育センターの療育相談等専門的機能を強化します。また、地域の各関

係機関がその専門性を充分発揮できるよう、実務研修や経験交流を実施します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子ども発達支援事業 

（保育園・幼稚園課、

すこやか福祉センタ

ー） 

・私立幼稚園等巡回

相談事業の実施 

・特別な支援を要す

る子どもへの対応研

修の実施 

・発達支援グループ

の実施 

・親の学びの場支援

プログラムの実施 

・保護者支援プログ

ラムの実施 

◎リトルベビーハン

ドブックの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リトルベビーハン

ドブックの活用、当事

者家族等の交流会の

実施 

 

療育施設運営 

（障害福祉課） 

・区立療育センター

運営 

  

 

❷ 発達の課題や障害のある子どもに関する理解の促進  

   子どもの発達や障害に不安や戸惑いを感じる保護者を支援するため、障害児を育てた経

験のある保護者をペアレントメンターとして養成し、養成したメンターによる相談を実施

します。また、発達障害等に関する理解を促進するため、区民向けに普及啓発を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子ども発達支援普及

啓発 

（障害福祉課） 

・子ども発達支援に

関するペアレントメ

ンター養成事業の実

施 

○事業内容の充実に

向けた検討 

 

 

◎事業の充実 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 医療的ケアを必要とする子どもへの支援 

  すこやか福祉センターが実施している乳児家庭への訪問事業等において医療的ケア児の

実態を把握するとともに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等関係機関の連携支援体制を

推進します。また、医療的ケア児一人ひとりの状況に応じて安全性を確保したケアと保育

等が提供されるよう、保育園等における受入れ体制を拡充するとともに、医療的ケアを行

う民間の通所支援事業所を支援します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

医療的ケア児支援事

業 

（保育園・幼稚園課、

学務課、育成活動推進

課、障害福祉課） 

◎医療的ケア児等支

援地域協議会の設置 

 

・医療的ケア児等支

援情報連絡会の開催 

 

・区立保育園におけ

る医療的ケア児に係

る保育の実施 

・私立保育園に対す

る医療的ケア児に関

する研修の実施 

・区立小・中学校にお

ける医療的ケア児受

入れの実施 

○学童クラブにおけ

る医療的ケア児受入

れの検討 

・医療的ケア児等の

支援に関する課題の

検討・施策への反映 

・相談支援技術の向

上のための研修等の

実施 

○区立保育園におけ

る医療的ケア児受入

れ拡充に向けた検討 

 

 

 

◎区立小・中学校にお

ける医療的ケア児受

入れの充実 

◎学童クラブにおけ

る医療的ケア児受入

れの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間障害児支援事業

所運営支援 

（障害福祉課） 

・民間障害児通所支

援事業所における重

症心身障害児の受入

れ促進 

 

 

 

 

 

 

 

◎民間障害児通所支

援事業所に係る送迎

サービスの充実 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 ９ 子育て世帯が住み続けたくなるまちをつくる 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「子育て世帯が住み続けたくなるま

ちづくりが進んでいる」と思う区民の

割合 
39.6％ 38.9%  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策２４ 子育て世帯が暮らしやすい住宅・住環境の誘導 

          (基本計画 P.160掲載) 

施策の方向性 

● 子育て世帯が暮らしやすい住宅が供給されるよう誘導するとともに、区内外の子育て世帯に

対して、区の住環境の魅力を発信します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①区内の住宅の環境に満

足している子育て家庭

の割合 

％ 

子育て世帯の住宅の環

境に関する満足度を計

るため 

54.8 
（2019年度）

－ 60 

②誘導居住面積水準以上

の住宅に住まう子育て

世帯の割合 

％ 

適度な広さの住宅に居

住する子育て世帯の割

合を計るため 

33.5 
（2018年） 

－ 38 

（出典）①中野区子どもと子育て家庭の実態調査 ②住宅・土地統計調査 
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主な取組                                  
 
❶ 子育て世帯向け住宅の供給促進と住環境の整備  

  再開発事業等のまちづくりの動きに伴い子育て世帯に適した立地において、居住面積や

子育てに資する施設・サービスを備えた住宅を誘導するなど、子育てしやすい住環境の整

備を進めます。また、子育て世帯に選ばれるまちを目指し、住宅整備等に係る支援を行い

ます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子育て支援住宅普及

促進事業 

（住宅課） 

・子育てに適した住

宅の普及促進 

・子育て世帯を対象

に含む「セーフティネ

ット住宅」の登録促進 

 

 

 

❷ 居住支援体制の推進  

   不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門と生活支援を担う福祉部門とが連携

しながら、子育て世帯をはじめ低額所得者、高齢者、障害者など住宅確保要配慮者

の住まいに関するきめ細かいサポート体制を整えるとともに、民間賃貸住宅のオー

ナーに対する支援や情報提供なども含め居住支援協議会において住まいの相談体

制を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

居住支援協議会運営

支援 

（住宅課） 

・居住支援協議会の

運営支援 
  

 

❸ 子育て世帯に向けた住環境に関する情報発信 

  子育て世帯に向けて区の住環境の魅力を効果的に伝えるため、子育てに関する環境や支

援などの情報をホームページなどで発信します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子育て世帯に向けた

住環境に関する情報

発信 

（子ども・教育政策

課） 

◎区ホームページ子

育てサブサイトでの

情報発信 

  

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策２５ 子育て家庭にとって魅力的な空間・施設等の充実 

          (基本計画 P.163掲載) 

施策の方向性 

● 子どもたちが、遊び、学び、体験ができる機会や場を充実するため、放課後等の子どもの居場

所や、魅力ある公園の整備等を進めます。 

● 子育て家庭にとって魅力的な施設や子育て家庭にやさしい店舗の充実を図ります。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①保護者から見た「遊び・

憩いの環境」の総合的

な満足度 

％ 

子育て家庭の遊び・憩い

の環境に関する満足度

を計るため 

16.8 
（2019年度）

－ 27 

②子育て応援とうきょう

パスポート協賛店舗数 
店舗 

子育て家庭向けの商業

環境の充実度を計るた

め 

73 
（2020年度）

80 
（2022年度）

150 

（出典）①中野区子どもと子育て家庭の実態調査 ②東京都公表資料 
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主な取組                                  
 
❶ 子どもの遊び・体験の場の確保  

  小学生、中高生及び乳幼児親子の居場所を拡充し、子育て支援や地域の見守り、ネット

ワーク支援機能を強化した児童館運営を行っていきます。また、子どもから大人までの様々

な人が、憩い、遊び、にぎわう魅力ある公園の整備を進めるとともに、区民等の団体が実施

するプレーパーク活動の支援を行うなど、子どもたちが屋内外で遊び、体験できる場の充

実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

児童館等整備・運営 

（育成活動推進課） 

◎児童館運営・整備推

進計画の策定 

 

 

◎乳幼児親子のため

の日曜日親子委託事

業の拡充 

・児童館の老朽化対

策や環境整備のため

の改修工事 

○ニーズを踏まえた

児童館の機能強化に

向けたモデル事業の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニーズを踏まえた

児童館の機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレーパーク活動支

援事業 

（育成活動推進課） 

・プレーパークの認

知度向上のための普

及啓発事業の実施 

・プレーパークの担

い手育成のための費

用助成事業の実施 

 

 

常設プレーパークの

開設 

（子ども・教育政策

課） 

○常設プレーパーク

の検討 

 

○プレーパークの常

設に向けた試行実施

（江古田の森公園） 

◎常設プレーパーク

の開設（江古田の森公

園） 

公園整備・運営 

（公園課） 

・公園長寿命化計画

による遊具の設計 

◎利用ルールの見直

し検討、試行及び実施 

・公園長寿命化計画

による遊具の工事 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 放課後の児童の居場所の確保  

  放課後等の児童の安全・安心な居場所を確保するため、学校校舎の改築等にあわせてキ

ッズ・プラザ及びキッズ・プラザ併設の学童クラブの整備を進めます。また、放課後子ども

教室実施団体の活動内容の周知を強化するなど、担い手不足や地域偏在の解消に向けた取

組を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

キッズ・プラザ整備・

運営 

（育成活動推進課） 

・キッズ・プラザの

管理及び運営 

○キッズ・プラザ鷺

の杜の開設準備 

 

 

 

 

・（仮称）キッズ・プ

ラザ上鷺宮の整備検

討 

◎小学校施設を活用

した放課後居場所事

業の拡充 

 

 

◎キッズ・プラザ鷺の

杜の開設 

○（仮称）キッズ・プ

ラザ南台の開設準備

（キッズ・プラザ新山

の閉鎖） 

・（仮称）キッズ・プ

ラザ上鷺宮に係る基

本計画等策定 

 

 

 

 

 

 

 

◎（仮称）キッズ・プ

ラザ南台の開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

学童クラブ整備・運営 

（育成活動推進課） 

・区立学童クラブの

運営 

○鷺の杜学童クラブ

の開設準備 

 

 

・民設民営学童クラ

ブ運営費補助の実施 

○民設民営学童クラ

ブ誘致 

 

○待機児童対策の検

討 

 

 

◎鷺の杜学童クラブ

の開設 

○（仮称）南台学童ク

ラブの開設準備 

 

 

◎民設民営学童クラ

ブ増設（塔山・谷戸小

学校区） 

◎待機児童対策の実

施 

 

 

 

 

◎（仮称）南台学童ク

ラブの開設 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子ども教室事

業 

（育成活動推進課） 

・放課後子ども教室

事業の実施 
  

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 乳幼児親子の居場所の確保 

  地域的なバランスに配慮して、子育てひろばを配置します。子育てひろばの運営を行っ

ている団体間の連携を図るための連絡会を開催するとともに、質の向上のための研修等を

実施します。また、地域で乳幼児親子の居場所を提供している団体の活動状況について、

子育て家庭に情報を発信します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子育てひろば整備・運

営 

（育成活動推進課） 

・子育てひろば事業

の実施 

 

 

 

 

 

◎児童館機能拡充に

よる子育てひろば運

営支援 

 

 

 

 

 

 

❹ 子育て家庭にやさしい店舗の充実 

  東京都制度である子育て応援とうきょうパスポート事業を活用し、子ども関連の商品や

サービスを取り扱う店舗や子ども連れで入りやすい店舗の充実を図るとともに、そうした

店舗の情報を広く子育て家庭に向けて発信します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子育て関連店舗の登

録促進、情報発信 

（子ども・教育政策

課） 

・東京都制度の周知 

○子育て関連店舗の

情報発信マップの検

討 

 
 

◎子育て関連店舗の

情報発信マップの公

開 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策１０ 若者のチャレンジを支援する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「若者がチャレンジできる環境が整

っている」と思う区民の割合 25.7％ 23.1%  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策２６ 若者が地域や社会で活躍できる環境づくり 

          (基本計画 P.168掲載) 

施策の方向性 

● 中高生が自由に自己表現したり、将来に向けて興味・関心に応じた体験などができる機会や場

の充実を図ります。 

● 区内の大学や専門学校等の学生が、その専攻分野等を地域で生かせる機会の充実を図ります。 

● 若者ならではの視点を区政や地域に生かすとともに、若者と地域のつながりを構築します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①地域活動や NPO などの

活動に参加した 20 歳

代、30歳代の割合 

％ 

20歳代、30歳代の地域

活動や NPO などの活動

への参加状況を計るた

め 

20 
（2020年度）

11.5 
（2022年度）

45 

②地域社会などでボラン

ティア活動に参加した

ことがある中学生の割

合 

％ 

地域で活躍できる環境

が整備され、中学生の積

極的な活動につながっ

ているか計るため 

60.7 
（2020年度）

54 
（2022年度）

73 

（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 

❶ 総合的な若者施策の推進  

  すべての子ども・若者がその能力を生かし、自立・活躍できる社会の実現に向け、総合

的な取組を推進するため、（仮称）中野区子ども・若者計画を策定します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子ども・若者計画の推

進 

（子ども・教育政策

課、育成活動推進課） 

・子ども・若者計画に

基づく取組の実施 
  

 

❷ 中高生の活動の機会や場の確保  

  中高生が自由に、自ら考え、意見を表明し、発信できる機会を充実するため、ハイティ

ーン会議を見直し、拡充します。また、地域や児童館等で活動している中高生の情報交換

の場を設けるとともに、中高生が主体的に活動・交流できる機会や場を充実します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

育成活動支援事業 

（育成活動推進課） 

・ハイティーン会議

の運営 

 

○中高生年代向け施

設のあり方検討 

 

◎ハイティーン会議

のチャレンジ内容の

区政への反映 

◎中高生年代の意見

を反映した施設計画

の策定 

 

 

  

推進 

推進 

推進 
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❸ 大学生等の地域活動の促進 

  大学生等が、専攻分野や関心等を生かした地域活動ができるよう、区内大学との連携を

図るとともに、地域と大学生等をつなぐ機会や場の提供等を行います。また、地域や社会

で活動する意欲のある若者への支援を充実していきます。さらに、区政や地域の課題につ

いて、若者ならではの視点を生かし、調査活動や区への提言を行う機会を創出します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

若者地域活動支援事

業 

（育成活動推進課、地

域活動推進課） 

・若者会議の運営 

 

 

・若者による若者に

向けた情報発信事業

の充実 

◎政策助成における

チャレンジ基金助成

の実施及び若者会議

参加者への申請促進 

・団体育成のための

伴走型支援の実施 

 

◎若者会議の政策提

言の区政への反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学との包括連携事

業 

（企画課、育成活動推

進課） 

・大学との包括連携

事業の実施 
  

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策２７ 社会との関わりに課題を抱える若者の相談支援体制

の充実              

(基本計画 P.171掲載) 

施策の方向性 

● 社会との関わりに課題を抱える若者とその家庭の状況を総合的に把握し、段階的に自立につな

がるよう、関係機関・地域との連携などにより、社会参加や就労に向けた継続的な相談支援体制

を構築します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①子ども・若者支援セン

ター及びすこやか福祉

センターにおける若者

相談対応件数(実人員) 

人 

社会との関わりに課題

を抱える若者やその家

族の相談窓口に対する

区民の認知度を計るた

め 

138 
（2020年度）

253 
（2022年度）

325 

②若者相談対応により課

題の解決に至った件数

（実人員） 

人 

若者が抱える困難の解

決に向けて相談対応の

実効性を計るため 

31 
（2020年度）

129 
（2022年度）

192 

（出典）①②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 若者の自立を支援する仕組みづくり  

  すべての子ども・若者がその能力を生かし、自立・活躍できる社会の実現に向け、総合

的な取組を推進するため、（仮称）中野区子ども・若者計画を策定します。また、地域包括

ケア体制の根幹である地域ケア会議、アウトリーチ活動の対象を拡大し、若者やその家族

の抱えるあらゆる課題に対し、日常生活圏域や日常区民活動圏域（区民活動センター圏域）

において迅速で的確な支援を行える仕組みを構築します。さらに、学校やNPO法人、医療機

関、社会福祉協議会、民生・児童委員など関係機関と連携し、若者に対する多面的な支援を

行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

子ども・若者計画の推

進 

（子ども・教育政策

課、育成活動推進課、

子ども・若者相談課） 

・子ども・若者計画に

基づく取組の実施 

◎子ども・若者支援地

域協議会の設置、運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア会議運営 

（地域包括ケア推進

課） 

・重層的支援体制強

化に向けた地域ケア

会議の継続と充実 

  

アウトリーチ活動の

推進 

（地域包括ケア推進

課、すこやか福祉セン

ター） 

・アウトリーチチー

ム機能強化を踏まえ

た関係機関との連携

及び重層的支援体制

の推進による見守り、

支援の充実 

・地域ケア個別会議

による支援の実施 

○アウトリーチ活動

におけるコミュニテ

ィソーシャルワーク

機能の整理・検討 

 

 

 

◎コミュニティソー

シャルワーク機能・体

制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 若者への相談支援体制の整備  

   社会との関わりに課題を抱える若者が段階的に自立につながるよう、子ども・若者支援

センターにおいて本人や家族からの様々な相談を受け、支援を行うとともに、ひきこもり

や精神保健相談など専門性の高い相談についてはすこやか福祉センターと連携した支援を

行うなど、関係機関が連携した継続的な相談支援体制を整備します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

若者支援事業（若者へ

の相談支援体制の整

備） 

（子ども・若者相談

課） 

○若者相談やフリー

スペース利用者の状

況把握、分析 

○社会的養育経験者

への支援の検討 

○若者相談やフリー

スペース利用者への

支援の検討 

◎社会的養育経験者

への支援の実施 

◎若者支援事業の充

実 

 

 

 

ひきこもり等相談支

援事業 

（地域包括ケア推進

課、すこやか福祉セン

ター） 

◎ひきこもり支援事

業の拡充 

・若者への相談支援

における精神・発達等

の専門性の高い相談

支援の提供 

 

 

 

❸ 若者の自立とその家族への支援 

  就労や社会参加へつなげるため、若者が集団で活動できる安全・安心な居場所を提供す

るとともに、ボランティア活動などへの参加を支援します。また、家族向け講演会の実施

や、家族同士が交流できる場の提供などにより、家族の孤立を防ぐとともに、継続的な支

援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

若者支援事業（若者の

自立とその家族への

支援） 

（子ども・若者相談

課） 

○フリースペース利

用者の状況把握、分析 

○フリースペース利

用者への支援の検討 

◎フリースペース事

業の充実 

 

 

推進 

推進 

推進 
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基本目標３ 

誰もが生涯を通じて安心して 
自分らしく生きられるまち 

 

政策１１ 人生 100 年時代を安心して過ごせる体制を構築する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「高齢期も地域で安心して過ごすこ

とができる体制が整っている」と思う

区民の割合 
38.1％ 35.9％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 
 

施策２８ 高齢者が安心して暮らし続けることができる体制の

充実 

(基本計画 P.178掲載) 

施策の方向性 

● 高齢者の日常生活を支え、支援を必要とする高齢者を早期に発見し、必要な支援につながるよ

う、地域の見守り・支えあい活動やICT（情報通信技術）を活用した見守りを充実します。 

● 今後も進展を続ける高齢社会に対応できる体制を構築していくために、関係機関等の連携を

推進するとともに、身近な地域における高齢者の相談支援体制を充実します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①「何かあったときに相

談する相手がいる」と

思う高齢者の割合 

％ 

高齢者が地域で見守ら

れている実感を計るた

め 

51.7 
（2020年度）

52.2 
（2022年度）

55 

②地域包括支援センター

を身近に感じる人の割

合（50歳代以上） 

％ 

地域に必要な相談窓口

として、高齢者や地域に

おける支援者の認知度

を計るため 

22.9 
（2020年度）

21.7 
（2022年度）

30 

（出典）①高齢福祉・介護保険サービス意向調査 ②健康福祉に関する意識調査 
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主な取組                                  
 

❶ 地域の見守り・支えあいの推進  

  見守り対象者名簿の活用事例を共有しながら、町会・自治会や民生・児童委員をはじめ

とする地域の見守り・支えあいを担う団体・機関の連携体制を強化し、見守り・支えあい活

動のさらなる活性化を図ります。さらに、ICT（情報通信技術）を活用した支援の導入によ

り見守り体制の充実を図ります。また、近隣住民同士の顔の見える関係づくりを広げると

ともに、支援を必要とする人と支援する人をつなげる仕組みづくりや、見守り・支えあい

活動を担う団体や人への支援を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

高齢者の見守り・支え

あい推進事業 

（地域活動推進課、地

域包括ケア推進課） 

○アウトリーチ活動

における相談支援業

務システムの導入検

討 

○要支援者情報台帳

システムリプレース

に向けた検討 

 

 

 

・高齢者等の見守り

に関する協定締結事

業者との懇談会への

関係団体・機関の参加

の促進 

 

 

・アウトリーチチー

ムと地域や関係機関

との連携による要支

援者の発見及び高齢

者会館や通いの場へ

の参加促進 

○システム導入計画

策定 

 

○要支援者情報台帳

システムの再構築（開

発） 

◎民生児童委員に支

給されたモバイルパ

ソコンの活用 

 

・高齢者等の見守り

に関する協定締結事

業者及び地域包括ケ

ア推進パートナーシ

ップ協定締結事業者

との懇談会への関係

団体・機関の参加の促

進 

◎システム構築・運用

開始 

 

◎要支援者情報台帳

新システムの導入・運

用開始 

 

 

  

推進 

推進 

推進 
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❷ 高齢者の相談支援体制の整備  

  高齢者人口の増加に対応し、適切な相談支援が提供できるよう、すこやか福祉センター

及び地域包括支援センターの担当地域・圏域について、対象人口や担当範囲を踏まえなが

ら再編を進め、より身近な地域で専門的な相談支援ができる体制の整備を進めます。さら

に、区、関係機関、地域の連携の推進により、支援を必要とする高齢者を早期に発見し、適

切な相談につなげる体制づくりを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

すこやか福祉センタ

ー整備・運営 

（地域活動推進課） 

○北部すこやか福祉

センターの移転に向

けた検討 

 

○新しいすこやか福

祉センターの機能・体

制整理 

○北部すこやか福祉

センターの移転に係

る基本方針・基本計画

の策定 

 

 

 

○少数職種など専門

職の計画的な配置・人

材育成の検討・実施 

 

 

 

 

 

 

 

◎少数職種など専門

職の人材育成の強化 

 

地域包括支援センタ

ー整備・運営 

（地域包括ケア推進

課） 

○移転・増設に向けた

検討 

 

 

◎職員の体制強化 

 

 

地域ケア会議運営 

（地域包括ケア推進

課） 

・重層的支援体制強

化に向けた地域ケア

会議の継続と充実 

  

アウトリーチ活動の

推進 

（地域包括ケア推進

課、すこやか福祉セン

ター） 

・アウトリーチチー

ム機能強化を踏まえ

た関係機関との連携

及び重層的支援体制

の推進による見守り、

支援の充実 

○アウトリーチ活動

におけるコミュニテ

ィソーシャルワーク

機能の整理・検討 

 

 

◎コミュニティソー

シャルワーク機能・体

制の整備 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策２９ 高齢者を支える医療や介護・生活支援サービス等の

提供体制の充実 

 (基本計画 P.181掲載) 

施策の方向性  

● 高齢期も住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、支援が必要な人に適切な医療や介

護・生活支援サービスを提供するとともに、ライフスタイルや身体機能に応じて住まい方の選択

ができる環境づくりを進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①主治医と十分連携が取

れているケアマネジャ

ーの割合 

％ 
医療と介護の連携状況

を具体的に計るため 
43 

（2020年度）
47.8 

（2022年度）
55 

②「長期療養が必要にな

った場合に可能な限り

自宅や実家で過ごした

い」人の割合 

％ 

自宅で安心して療養生

活を送るための環境が

整っているか区民の実

感を計るため 

32.7 
（2020年度）

36.4 
（2022年度）

60 

（出典）①高齢福祉・介護保険サービス意向調査 ②健康福祉に関する意識調査 
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主な取組                                  
 
❶ 区民それぞれが望む在宅療養生活の実現  

  在宅療養が必要な高齢者やその介護者等が地域で安心して生活できるよう、医療・介護

連携を推進するとともに、在宅療養に係る相談支援体制や介護者に対する支援体制の充実

など環境づくりを進めます。また、自らが主体的に在宅療養についてプランニングができ

るよう、区民や医療・介護サービス提供者等に対してACP（アドバンス・ケア・プランニン

グ）の考え方を普及するなど、本人の望む生活を支える仕組みづくりを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ACP（アドバンス・ケ

ア・プランニング）普

及啓発 

（地域包括ケア推進

課） 

・ACP の普及及び講演

会・研修等の充実 
  

在宅療養相談窓口 

（地域包括ケア推進

課） 

・在宅療養相談窓口

の普及啓発の実施 
  

在宅療養推進事業 

（地域包括ケア推進

課） 

・在宅医療・介護連携

の推進 

・医療介護情報連携

システムの運用、普及

促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎がん患者へのアピ

アランスケア支援の

実施 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 多様な介護サービスの提供に向けた体制づくり  

  介護人材の確保・定着に向け、技能研修等の機会の充実を図るとともに、利用者の介護

状態の改善に取り組む介護サービス事業所への支援を行います。また、介護サービス事業

所や地域において活動する団体等に関する情報について、ホームページ等の広報媒体を活

用しながら周知し、利用者の利便性を高めるとともに、多様な主体によるサービスや地域

の自主活動等の活性化を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

要介護度改善推進事

業 

（介護・高齢者支援

課） 

・区指定事業所への

事業周知 
  

介護人材確保・育成等

支援事業 

（介護・高齢者支援

課） 

・介護サービス事業

所研修の実施 

・介護人材の確保・育

成支援の実施 

◎介護職員宿舎借り

上げ支援事業の実施 

 

 

○介護人材の裾野を

広げる施策の検討 

◎介護人材の裾野を

広げる施策の実施 

地域・社会資源普及啓

発 

（介護・高齢者支援

課） 

・地域・社会資源把握

支援システム（けあ

プロ navi）の運用 

  

高齢者補聴器購入費

用助成 

（介護・高齢者支援

課） 

○費用助成制度の検

討 

◎費用助成制度の実

施 
 推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 在宅から入所まで高齢者を支える基盤整備  

  高齢者がライフスタイルや身体機能に応じて住まい方の選択ができるよう、民間活力な

どを活用しながら多様な高齢者向け住宅や介護保険施設の誘導等を促進するとともに、適

切な情報提供と入居の促進を図ります。また、民間賃貸住宅における単身高齢者の円滑な

住み替え等に向けて、居住支援法人など民間事業者と協働し、入居に際した諸課題に対応

する様々なサービスを提供する等公民連携した高齢者の安定した住生活の基盤を整えます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

介護サービス基盤施

設整備・誘導 

（介護・高齢者支援

課） 

・地域密着型サービ

ス等事業所施設整備

補助の実施 

  

住宅確保要配慮者入

居支援事業 

（住宅課） 

・入居支援サービス

の実施 

・居住支援協議会等

との連携による入居

支援サービスの周知 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 
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政策１２ 生涯現役で生き生きと活躍できる環境をつくる 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「生涯現役で活躍できる環境が整っ

ている」と思う区民の割合 29.7％ 27.4％  

向上 
 
（出典）中野区区民意識・実態調査 
 

施策３０ 多様な交流・つながりを育み、いつまでも活躍でき

る環境づくり                      

(基本計画 P.186掲載) 

施策の方向性 

● 就労や地域活動等により、いくつになっても居場所を持ち、活躍できる環境の充実を図ります。 

● 興味・関心や趣味を通じた多様な形での交流・つながりが生まれる環境づくりを進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①収入のある仕事を週1

回以上している 65 歳

以上の区民の割合 

％ 
高齢者の就労状況

を計るため 

27 
（2020年度） 

25 
（2022年度） 

35 

②60 歳代以上における

地域活動を行ってい

る割合 

％ 

ボランティア等、地

域活動への高齢者

の参加状況を計る

ため 

60歳代:22.7 
70歳代:38.3 
80歳以上:36.5 
（2020年度） 

60歳代:35.1 
70歳代:27.3 
80歳以上:35 
（2022年度） 

45 

（出典）①高齢福祉・介護保険サービス意向調査 ②健康福祉に関する意識調査 
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主な取組                                  
 
❶ 就労や地域活動を通じた社会参加の促進  

  高齢者が、社会における役割を見いだし、生きがいを持って社会に参加できるよう、就

労・起業支援や地域で活動を行うきっかけづくりや場の創出などにより、経験やスキルを

生かして活動しやすい環境を整備します。また、事業者等との連携により、就労意欲のあ

る高齢者と事業者のマッチングを促進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域人材育成・マッチ

ング事業 

（地域活動推進課） 

・個人、団体向け地域

活動参加促進に関す

る講座の実施 

・区と中間支援組織

（区民活動センター

運営委員会、社会福祉

協議会）の連携体制に

よる支援の強化 

 

 

シルバー人材センタ

ー支援事業 

（介護・高齢者支援

課） 

・シルバー人材セン

ターに対する補助の

実施 

  

高齢者就労支援事業 

（産業振興課） 

・就労意欲のある高

齢者と事業者のマッ

チングイベントの実

施 

  

推進 

推進 

推進 

推進 



125 

❷ 孤立を防ぐつながり・交流機会の充実  

  高齢者の仲間づくりや居場所づくりを進めるため、趣味や地域支援等の活動を行う友愛

クラブや、高齢者をはじめとした区民を対象とした教室や食事会等の活動への支援を行う

など、つながりが生まれる機会や交流の場の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

友愛クラブ活動支援

事業 

（地域活動推進課） 

・老人クラブ運営支

援 
  

地域団体活動支援事

業 

（地域活動推進課） 

◎区民公益活動団体

支援講座及び交流会

等の実施 

◎区民公益活動団体

支援講座等の実施及

び交流会の拡充 

 

住民活動支援 

（介護・高齢者支援

課） 

・高齢者生活支援サ

ービス担い手養成講

座の実施 

・住民主体サービス

提供団体等立ち上げ

支援講座の実施 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策３１ 区民が主体的に取り組む介護予防の推進 

                     (基本計画 P.189掲載) 

施策の方向性 

● 介護が必要となる状態をできる限り防ぎ、健康的な生活を維持・向上し、生き生きと暮らして

いくために、高齢者が身近な地域において、日頃から主体的に介護予防に取り組める環境づくり

を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①住民主体サービスを提

供する地域団体等の数 
団体 

虚弱高齢者を含めた地

域住民による支援の現

状を計るため 

20 
（2020年度）

21 
（2022年度）

30 

②体操や軽運動など介護

予防のための通いの場

への参加状況 

％ 

介護予防に取り組んで

いる高齢者の状況を計

るため 

18.9 
（2020年度）

20.8 
（2022年度）

25 

（出典）①中野区資料 ②高齢福祉・介護保険サービス意向調査 
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主な取組                                  
 
❶ 区民・団体が主体的に提供する介護予防の取組の促進  

  要支援者などの虚弱高齢者に対する支援について、公的な介護サービスだけではなく、

住民主体サービスによる支援が行われるよう、住民主体サービスを提供する地域団体等に

対する支援の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

住民主体サービス支

援事業 

（介護・高齢者支援

課） 

・シルバーサポート事

業の実施 

・高齢者会館における

ミニデイサービスの実

施 

・住民主体サービス

提供団体に対する補

助の実施 

 

 

高齢者会館運営 

（すこやか福祉セン

ター） 

◎管理人の配置等に

よる高齢者会館の環

境改善及び愛称設定

等による、多様な地域

団体の利用促進に向

けた取組の実施 

  

 
❷ 介護予防に取り組む意識の啓発  

  高齢者が自身の身体状態を客観的に把握できる機会を提供し、専門職からの助言等によ

り、改善点や工夫すべき点を明確にできるようセルフケアを推進し、興味や関心を持ちな

がら介護予防に取り組む環境づくりを進めます。また、民間事業者等と連携しながら、区

民の健康への関心を高め、これまでと異なる層にもアプローチしていくため、事業の展開

を検討し、介護予防事業への参加の促進を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

介護予防推進事業 

（介護・高齢者支援

課） 

・ICT サポーター養成

講習会の実施 

・体力測定会の実施 

・啓発パンフレット

等の発行 

・ICT サポーター自主

活動支援 

 

 

 

 

 

 
  

推進 

推進 
推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策１３ 誰一人取り残されることのない支援体制を構築する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「誰一人取り残されることのない支

援体制が整っている」と思う区民の割

合 
34％ 31.1％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 
 

施策３２ 権利擁護と虐待防止の推進       

(基本計画 P.194掲載) 

施策の方向性 

● 判断能力が十分でない人等の意思や利益が守られるよう権利擁護を推進するとともに、関係機

関等との連携を図りながら、障害者・高齢者等への虐待防止を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①「成年後見制度」という

言葉や仕組みを知って

いる人の割合 

％ 
成年後見制度の認知度

を計るため 

34.7 
（2020年度）

29.4 
（2022年度）

45 

②養護者による高齢者・

障害者虐待の通報・届

出に対応できた割合 

％ 

高齢者・障害者の権利擁

護と虐待防止の状況を

計るため 

100 
（2020年度）

100 
（2022年度）

100 

（出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 権利擁護のための体制の整備  

  判断能力が十分でない区民の権利を擁護するため、権利擁護サービスや成年後見制度を

必要とする人の発見・相談対応、適切な後見人等候補者の選任支援、後見人等の支援、サー

ビスや制度の普及啓発を行う体制づくりを総合的に推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

成年後見制度推進事

業 

（福祉推進課、障害福

祉課、すこやか福祉セ

ンター） 

・成年後見制度連携

推進協議会の運営 

 

・成年後見等支援検

討会議の開催 

・後見人等報酬費用

助成等の実施 

・後見人等へのモニ

タリング実施 

・法人後見及び市民

後見の実施 

 

・相談支援体制の強

化 

○成年後見制度の利

用促進につながる具

体的な方策の検討 

 

 

 

 

 

 
 

◎社会福祉協議会の

体制強化による法人

後見、市民後見の推進 

 

 

◎成年後見制度の利

用促進につながる具

体的な方策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利擁護推進事業 

（福祉推進課、すこや

か福祉センター） 

・社会福祉協議会に

対する権利擁護事業

補助の実施 

・相談支援体制の強

化 

 

 

成年後見制度等普及

啓発 

（福祉推進課、障害福

祉課） 

・講演会、説明会、研

修等の実施 
  

社会福祉会館運営 

（福祉推進課） 

・社会福祉会館の運

営 
  

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 虐待防止に向けた体制の整備  

  高齢者及び障害者の虐待対応を迅速かつ適切に行うため、地域包括支援センターや関係

機関との虐待対応マニュアルの共有を行うとともに、中野区高齢者・障害者虐待対応連絡

会を通じて、高齢者・障害者虐待事例の検証を進めます。さらに精神科医、弁護士等の専門

職との連携を深め、虐待対応に係る関係機関職員のスキルアップを図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

高齢者・障害者虐待防

止推進事業 

（福祉推進課、障害福

祉課、すこやか福祉セ

ンター、介護・高齢者

支援課） 

◎高齢者緊急一時宿

泊事業に係る床数確

保策の拡充 

◎障害者相談支援事

業所や障害者施設の

職員に対する研修の

充実 

・地域包括支援セン

ターや介護サービス

事業所の職員に対す

る研修の実施 

・関係機関・地域住民

との連携強化 

 

 

虐待防止普及啓発 

（福祉推進課、障害福

祉課） 

・講演会の実施 

・パンフレットの発

行 

 
 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策３３ 多様な課題を抱えている人やその家族の早期発見・                 

早期対応の推進                     

(基本計画 P.197掲載) 

施策の方向性 

● 潜在的な要支援者を早期に発見し、本人やその家族を必要な相談支援につなぐため、地域のネ

ットワークなどを通じた取組を進めます。 

● 誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、関係機関との連携を図るととも

に、区民と協働しながらすべての人に生きることを支える支援を進めます。 

● 犯罪被害に遭ってもできるだけ早く穏やかな生活が送れるよう、区民の理解を深めるととも

に、関係機関と連携し、途切れることのない支援を進めます。 

● 犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、地域で孤立させないため、関係機関との連携や支援を

行う包括的な体制の構築を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①アウトリーチチームが

対応して適切な支援に

つなげた割合 

％ 

アウトリーチチームの

要支援者に対する対応

状況を客観的に表す指

標であるため 

78.4 
（2020年度）

84.9 
（2022年度）

85 

②自殺死亡率（10万人対） 人 

「中野区自殺対策推進

計画」による総合的な取

組の成果を計るため 

17.6 
（2016年か
ら2020年の
5年平均） 

16.1 
（2018年か
ら2022年の
5年平均） 

14.4 

（出典）①②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 要支援者の早期発見と継続的な見守り・支援  

  潜在的な要支援者の発見や孤立の防止に向け、多職種によるアウトリーチ活動を進め、

要支援者本人やその家族を適切な相談支援につなぐとともに、継続的な見守り・支援を行

います。また、情報システムで集約した要支援者の様々な情報について、個別ケース会議

などにおいて解決に向けた検証を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

要支援者早期把握 

（地域活動推進課、地

域包括ケア推進課、す

こやか福祉センター） 

・アウトリーチチー

ム機能強化を踏まえ

た関係機関との連携

及び重層的支援体制

の推進による見守り、

支援の充実 

・支援検討会議や地

域ケア個別会議など

を通じた要支援者の

情報集約 

・高齢者訪問調査の

実施 

◎緊急連絡カード及

び見守りキーホルダ

ーの作成、配布 

○アウトリーチ活動

におけるコミュニテ

ィソーシャルワーク

機能の整理・検討 

 

○相談支援業務シス

テム導入計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎コミュニティソー

シャルワーク機能・体

制の整備 

 

 

◎システム構築・運用

開始 

 

 

 

 

 

 

 

アウトリーチ活動の

推進 

（地域包括ケア推進

課、すこやか福祉セン

ター） 

・アウトリーチチー

ム機能強化を踏まえ

た関係機関との連携

及び重層的支援体制

の推進による見守り、

支援の充実 

◎ひきこもり支援事

業の拡充 

○アウトリーチ活動

におけるコミュニテ

ィソーシャルワーク

機能の整理・検討 

 

 

 

 

◎コミュニティソー

シャルワーク機能・体

制の整備 

 

 

 

 

 

ヤングケアラー支援 

（地域包括ケア推進

課） 

◎ヤングケアラーに

関する実態調査の実

施 

◎ヤングケアラーコ

ーディネーターの配

置及び支援者向け相

談支援の実施 

 

 

 

◎ケアラー支援の拡

充、SNS を活用したオ

ンライン相談の実施 
 
◎ヤングケアラーに関

する理解・啓発事業の

実施 

 

 

 

 
 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 



133 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 
地域包括ケア体制の

充実に向けた産学連

携の推進 

（地域包括ケア推進

課） 

◎地域包括ケア体制

の充実に向けた産学

連携の推進 

◎地域包括ケア推進

パートナーシップ協

定制度の実施 

 

孤独・孤立対策の推進 

（地域包括ケア推進

課） 

○団体や関係機関と

の連携協力を視野に

入れた孤独・孤立対策

の検討 

◎団体や関係機関と

の連携協力を視野に

入れた孤独・孤立対策

の実施 

 

 

❷ 自殺を未然に防ぐ体制の整備  

  「中野区自殺対策計画」に基づき、自殺対策メール相談事業を通じて自殺に傾く区民を

発見し、自殺の中断及び感情の変化を促すとともに、必要な支援につなげるために関係機

関との連携を図ります。また、家庭、学校、事業者等、広く区民と協働しながら生きること

を支える取組を推進していくため、普及啓発とゲートキーパー研修による人材育成を強化

します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

自殺対策メール相談

事業 

（保健予防課） 

・検索連動型広告を

活用したメール相談

の実施 

  

自殺対策普及啓発 

（保健予防課） 
・相談窓口の周知   

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 犯罪被害者等を支える地域づくり  

  「中野区犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害に遭い支援を必要とする被害者や

その家族が地域で安心して住み続けられるよう、相談支援体制を整備するとともに、必要

な経済的支援や日常生活支援等を行います。また、区民が犯罪被害者等の置かれる状況な

どについて理解を深められるよう講演会等を通じて普及啓発を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

犯罪被害者等相談窓

口 

（福祉推進課） 

・相談窓口の運営 

・関係機関への同行

等支援の実施 

 
 

経済・日常生活支援 

（福祉推進課） 

・経済的支援、日常生

活支援等の実施 
  

犯罪被害者等支援普

及啓発 

（福祉推進課） 

・講演会、パネル展等

の実施 
  

 

❹ 再犯防止に向けた関係機関との連携推進  

  検察庁や矯正施設、保護観察所等刑事司法関係機関等と連携を図りながら、保護司会等

地域で見守り・支えあいに取り組む団体等に対して再犯防止や更生保護の取組について課

題を共有し、支援を行う体制の構築を推進します。また、保護司等の更生保護ボランティ

アとの連携のほか、地域で見守り・支えあい活動を行っている町会・自治会、民生・児童委

員等に対して、非行や犯罪の防止とともに、再犯防止や更生保護について理解を深めるた

めの研修や情報提供を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

再犯防止推進事業 

（地域活動推進課） 

・再犯防止推進のた

めの関係者・支援者に

よるネットワークの

強化 

 

 

 

 

 

 

 

◎再犯防止推進計画

の改定 

 

 

 

 

 

・改定版の再犯防止

推進計画に基づく取

組の実施 

再犯防止普及啓発 

（地域活動推進課） 

・普及啓発の実施 

・保護司の活動支援

の実施 

 
 

 
 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策３４ 障害者への相談支援体制と地域生活移行を支える環

境の整備                        

 (基本計画 P.201掲載) 

施策の方向性 

● 障害者及び介護者の高齢化、障害の多様化・重度化など個々の置かれている状況や特性に応じ

て、切れ目なく必要な支援やサービスが受けられるよう相談支援体制の充実を図ります。 

● 重度障害者をはじめ障害者が地域で安心して暮らせるよう、関係機関との連携や人材育成を進

めるとともに、障害者の地域生活への移行を支える基盤の整備を着実に進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①障害福祉サービスを利

用していない理由のう

ち「サービスを知らな

い」「利用方法がわから

ない」の割合 

％ 

地域生活を継続するた

めの相談支援、サービス

提供体制や社会基盤の

整備状況を計るため 

21.1 
（2020年度）

30.8 
（2022年度）

10 

②入所施設から地域移行

した障害者の数（2015

年度以降の累積数） 

人 

障害者の地域移行に必

要な環境の地域におけ

る整備状況を計るため 

10 
（2020年度）

13 
（2022年度）

39 

（出典）①障害福祉サービス意向調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 安心して地域生活が送れる仕組みづくり  

  地域包括ケア体制の根幹である地域ケア会議、アウトリーチ活動の対象を拡大し、障害

者及びその家族の抱えるあらゆる課題に対し、日常生活圏域において迅速で的確な支援を

行える仕組みを構築します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域ケア会議運営 

（地域包括ケア推進

課） 

・重層的支援体制強

化に向けた地域ケア

会議の継続と充実 

  

アウトリーチ活動の

推進 

（地域包括ケア推進

課、すこやか福祉セン

ター） 

・アウトリーチチー

ム機能強化を踏まえ

た関係機関との連携

及び重層的支援体制

の推進による見守り、

支援の充実 

・地域ケア個別会議

による支援の実施 

○アウトリーチ活動

におけるコミュニテ

ィソーシャルワーク

機能の整理・検討 

 

 

 

 

◎コミュニティソー

シャルワーク機能・体

制の整備 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 
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❷ 関係機関との連携体制と相談支援体制の強化  

  基幹相談支援センターは、地域における相談支援体制の構築に向け、身近な相談拠点で

あるすこやか福祉センターやすこやか障害者相談支援事業所、その他の相談支援機関との

連携を強化するとともに、専門性の高い相談支援などに対応できる体制の充実を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

障害者相談支援事業 

（障害福祉課、地域包

括ケア推進課、すこや

か福祉センター） 

・基幹相談支援セン

ター機能の強化 

・障害者地域自立生

活支援センターの運

営支援の充実 

・高次脳機能障害や

発達障害等の支援体

制の充実 

○地域生活支援拠点

施設（江古田三丁目）

整備に係る基本計画

策定 

○障害者相談支援事

業所の増設に向けた

検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域生活支援拠点

施設（江古田三丁目）

整備に係る設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域生活支援拠点

施設（江古田三丁目）

整備に係る設計・工事 

 

 

 

 

 

❸ 福祉人材の確保・育成  

  福祉人材やボランティアの確保に向け、大学や専門学校との連携を進めるとともに、福

祉の仕事の魅力を伝えるイベントや理解促進に取り組みます。また、福祉施設への職員派

遣研修や、事例検討などを通じて、福祉に関わる人材の育成を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

人材育成・養成事業 

（障害福祉課） 

◎障害福祉人材育成

研修の拡充 

◎生活介護事業所へ

の区職員派遣研修の

実施 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 入所施設等からの地域生活への移行と地域生活の継続支援  

  障害者が地域で自立した生活を送れるよう、相談支援事業者の確保や地域生活への移行

を支える体制づくりを進め、入所施設・精神科病院から地域生活への移行や、地域生活の

継続のための支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域移行・地域定着支

援事業 

（障害福祉課） 

・精神障害のある方

に対応した地域生活

支援拠点事業の実施 

○身体障害、知的障害

のある方に対応した

地域生活支援拠点施

設（江古田三丁目）整

備に係る基本計画策

定 

 

 

 

○地域生活支援拠点

施設（江古田三丁目）

整備に係る設計 

 

 

 

 

 

 

○地域生活支援拠点

施設（江古田三丁目）

整備に係る設計・工事 

 

 

 

重度訪問介護利用者

の大学等修学支援事

業 
（障害福祉課） 

◎重度訪問介護利用

者の大学等修学支援

事業の実施 
  

 

❺ 障害福祉施設の整備・誘導  

  重度障害者グループホームの整備に向けた検討を進めるとともに、必要なサービスの提

供を確保するため、福祉作業施設の改修・移転等による再整備や生活寮の法定サービスへ

の移行に向けた検討を進めます。また、新たな日中活動の場や短期入所等の整備の検討を

進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

民間活力活用による

障害者施設基盤整備・

誘導 

（障害福祉課） 

・旧やよい荘の法定

サービス移行に向け

た改修工事 

・旧やまと荘の法定

サービス移行に向け

た新築工事に対する

補助 

・江古田三丁目重度

障害者グループホー

ム等整備事業の運営

事業者決定 

・法定サービスの開

始 

 

 

 

 

 

・江古田三丁目重度

障害者グループホー

ム等整備 

 

 

 

 

・法定サービスの開

始 

 

 

 

 

 

 

障害福祉施設運営 

（障害福祉課） 

◎障害者福祉会館に

おける東京都重症心

身児(者)通所事業の

実施 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策３５ 生活に困窮している人の自立に向けた支援の充実 

                        (基本計画 P.205掲載) 

施策の方向性 

● 生活に困窮する区民の経済的・社会的な自立に向け、個々の状況に応じた相談支援をはじめ、

就労支援や家計改善支援等の一体的な支援体制の充実を図ります。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①生活保護から自立した 

世帯数 
世帯 

就労支援プログラム等

の実施により、生活保護

から経済的な自立を促

進するため 

187 
（2020年度）

187 
（2022年度）

200 

②生活困窮者を対象とし

た就労支援を受け就労

した割合 

％ 

困窮からの経済的な自

立につながったことを

示すため 

5.3 
（2020年度）

85.1 
（2022年度）

85.1 

（出典）①②中野区資料 
 

主な取組                                  
 

❶ 生活困窮者に対する包括的な自立支援の推進  

  自立相談支援機関「中野くらしサポート」の機能を充実するため、生活困窮者自立支援

法で規定する支援事業（自立相談支援事業、家計改善支援事業、住居確保給付金事業、就労

準備支援事業）を「中野くらしサポート」に集中させ、一人ひとりの状況に合わせた包括的

な支援を実施します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

生活困窮者自立支援

事業 

（生活援護課） 

◎「中野くらしサポー

ト」の体制の強化 
  

 

  

推進 
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❷ 被保護者の就労・定着支援  

  中野就職サポートや中野就労セミナーを活用し、被保護者の就労支援を図るとともに、

就職した職場での定着支援を行うため、就労支援員やケースワーカー等による継続的な支

援を実施します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

被保護者就労定着支

援事業 

（生活援護課） 

・就労支援員とケー

スワーカーの連携に

よる支援の実施 

  

 
❸ 健康管理のための支援  

  健康管理支援事業の充実を図るため、40歳から64歳までの被保護者に対する区民健診の

受診勧奨・保健指導を強化し、壮年期からの生活習慣病予防を図り、高齢期の被保護者の

健康維持と日常生活の自立につなげていきます。あわせて、適正受診の推進に取り組みま

す。  
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

被保護者健康管理支

援事業 

（生活援護課） 

・区民健診の受診勧

奨、健康相談、保健指

導の実施 

・頻回受診者及び向

精神薬の重複処方者

への是正指導の実施 

 

 

  

 
  

推進 

推進 

推進 
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政策１４ 誰もが自分らしく輝ける地域社会を形成する 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「障害や認知症の有無などに関わら

ず自分らしく暮らせる環境が整って

いる」と思う区民の割合 
29.4％ 26.3％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 
 

施策３６ 障害者の就労や社会参画の推進    

(基本計画 P.210掲載) 

施策の方向性 

● 障害者の自立した生活を支えるため、障害者の就労促進と就労を継続するための支援を行うと

ともに、障害者就労継続支援事業所における安定的な仕事の確保と作業力向上に向けた支援を進

めます。 

● 障害の有無に関わらず、互いを尊重し、共生できる社会の実現に向けて、障害者に対する差別

の解消と区民や事業者等の理解の促進を図ります。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①一般就労による定期的

な収入のある障害のあ

る人の割合（15 歳以上

65歳未満） 

％ 
障害のある人の経済的

自立の状況を計るため 

41.8 
（2020年度）

44.4 
（2022年度）

45.4 

②就労支援センターによ

る就職者数 
人 

一般就労促進に向けた

取組の成果を計るため 

50 
（2020年度）

59 
（2022年度）

77 

（出典）①障害福祉サービス意向調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 関係機関と連携した障害者の就労支援  

  障害者が、各々の希望に応じた働き方や働く場を選択でき、安心して働き続けられるよ

う、就労支援センターが中心となり関係機関との連携を進め、就労及び定着・生活支援を

一体的に行います。また、障害者雇用が進まない事業者を中心に働きかけを強化し、障害

者の働く場と働きやすい環境の確保に向けた取組を進めます。さらに、障害者や働きづら

さを感じている人等の雇用に積極的に取り組む区内事業者等と連携し、区内における障害

者雇用の理解促進等を広げていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

障害者就労・雇用促進

事業 

（障害福祉課） 

・就業相談、就労の場

の確保に向けた企業

開拓等の実施 

・働きやすい職場環

境の確保に係る企業

支援等の実施 

◎重度障害者就労支

援の拡充 

 

 

 
❷ 就労意識の向上と体験・訓練の場の創出  

  特別支援学校生徒や障害者通所施設に通所する人の就労への意識を高め、本人の選択を

広げるため、就労支援の業務経験を持つ相談支援専門員を派遣し、丁寧なアセスメントな

どを通じた支援を行います。また、就労を意識する人へ、本人のステップアップに応じた

段階的な就労体験や訓練の場を提供するため、事業者や区役所等における実習の場を計画

的に拡大していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

特別支援学校・障害者

就労施設連携推進事

業 

（障害福祉課） 

・特別支援学校及び

障害者就労施設から

の就労に向けた相談

支援の実施 

  

区役所等職場体験実

習 

（障害福祉課） 

・区役所実習や企業

における体験の場の

拡大に向けた働きか

け 

◎障害者実習受入企

業に対する奨励金の

支給 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 障害者就労施設等における受注機会・販路の拡大  

  区内の障害者就労継続支援事業所の受注機会を拡大するため、区からの優先的な発注を

推進する他、事業者からの受注の確保に取り組むとともに、各事業所で作製する自主生産

品の販路拡大等に向け、販売機会の確保や広報支援を進めます。また、新たな自主生産品

の開発や受注機会の拡大に向けて、障害の領域にとらわれず、様々な業態との交流をコー

ディネートしていきます。  
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

障害者就労施設受注

促進事業 

（障害福祉課） 

・障害者就労施設受

注促進事業の実施 
  

 
❹ 障害者に対する理解の促進と交流の機会の充実  

  多様な障害の特性や合理的配慮についての理解促進を目的として、区民向け講演会等の

啓発事業や、障害の有無に関わらず区民が参加できる交流事業を実施し、障害者に対する

差別の解消を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

障害者差別解消推進

事業 

（障害福祉課） 

・理解啓発事業の実

施 

○障害のある人とな

い人との交流のため

のサロン事業等の調

査・支援策の検討 

◎失語症の方と意思

疎通支援者とのサロ

ン（交流やマッチン

グ）の開始 

◎失語症の方が参加

している団体に対す

る意思疎通支援者派

遣事業（団体派遣）の

開始 

 

 

 

 

 

 

○障害のある人とな

い人との交流事業へ

の支援の試行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎失語症の方に対す

る意思疎通支援者派

遣事業（個人派遣）の

開始 

 

 

◎障害のある人とな

い人との交流事業へ

の支援の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策３７ 認知症のある人とその家族を支える環境づくり 

                        (基本計画 P.214掲載) 

施策の方向性 

● 認知症の有無に関わらず、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症の理解促

進と地域での対応力の向上を図るとともに、認知症の人やその家族の意思を踏まえて、予防、早

期発見・早期対応及び居場所づくりの取組を進めます。 
 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①オレンジカフェ等認知

症の人やその家族が集

える場所の設置数 

箇所 

認知症の人やその家族

を支える身近な居場所

づくりの状況を計るた

め 

19 
（2020年度）

17 
（2022年度）

25 

②認知症の症状や基本的

な対応方法を知ってい

る人の割合 

％ 
中野区民の認知症に対

する理解度を計るため 
27.3 

（2020年度）
28.1 

（2022年度）
45 

（出典）①中野区資料 ②健康福祉に関する意識調査 
 

主な取組                                  
 
❶ 認知症バリアフリーに向けた意識の啓発  

  認知症の人やその家族などが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう障壁を減

らしていく「認知症バリアフリー」の考え方を広めるとともに、認知症サポーターの養成

などを通じて区民等の認知症に関する知識や理解を深めていきます。認知症の人からの発

信の機会を増やすなど、本人による普及啓発活動の支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

認知症普及啓発 

（地域包括ケア推進

課） 

・講演会の実施 

・認知症サポーター

養成講座の開催 

 
 

認知症施策推進計画

の策定 

（地域包括ケア推進

課） 

◎認知症施策推進計

画の策定 

 

・当事者・家族等から

の情報発信の支援の

強化 

・当事者・家族等から

の声を踏まえた施策

の展開の強化 

 
  

推進 
推進 
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❷ 認知症の人を支える地域の相談支援体制等の整備  

  認知症検診モデル事業の実施などを通じて、MCI（軽度認知障害）の段階から適切な相談

支援が受けられる体制を整備します。また、認知症疾患医療センターと連携しながら困難

事例の対応を図るとともに、認知症専門医や認知症アドバイザー医を含めたチームをつく

り、認知症が疑われるケースのアセスメントや分析を行うなど、認知症初期の段階から地

域で支えられる体制づくりを進めます。さらに若年性認知症に特化した相談支援体制を充

実します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

認知症相談支援事業 

（地域包括ケア推進

課） 

・認知症検診事業の

実施 
  

若年性認知症相談支

援事業 

（地域包括ケア推進

課） 

○伴走型支援のあり

方の検討 

◎伴走型支援の提供 

 
 

 
❸ 認知症の人やその家族・支援者の居場所づくり  

  認知症の人やその家族・支援者が孤立せず、相談や情報交換ができるよう、オレンジカ

フェなどの通いの場や身近な地域拠点のあり方について、区の特性を踏まえながら検討を

進め、「中野モデル」として構築していきます。また、認知症の人への正しい接し方などに

ついて、講習会や家族懇談会・個別相談会を通じて理解を浸透させていきます。  
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

認知症地域支援推進

事業 

（地域包括ケア推進

課） 

・認知症地域支援推

進事業における地域

拠点の運営 

・支援者の活動の促

進に向けた活動の場

の確保・開拓 

 

 

  

推進 

推進 

推進 
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政策１５ 生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「運動や学びなど健康で文化的な生

活を送ることができる」と思う区民の

割合 
36.9％ 34.8％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 
 

施策３８ 誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境

づくり                         

(基本計画 P.218掲載) 

施策の方向性 

● 区民が身近な場所で運動・スポーツ活動を行うことができる機会・環境を整えるとともに、運

動・スポーツを通じた区民同士の交流や地域コミュニティの形成を進めます。 

● 区内スポーツ団体と連携しながら、区民の自発的な運動・スポーツ活動を推進するとともに、

健康づくりや教育、障害者スポーツの普及など、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大

会の開催を契機とした取組を進めます。 

● 子どもの運動への親しみや健康の保持増進、体力の向上に向けた取組を進め、運動習慣の形成

を図ります。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①1回30分以上の運動を

週に1～2回以上行って

いる区民の割合 

％ 

身近に運動・スポーツ活

動に取り組める環境づ

くりの成果を計るため 

56.7 
（2020年度）

57.1 
（2022年度）

60 

②障害者の外出の主な目

的における趣味・スポ

ーツの割合 

％ 

障害者スポーツの普及

に関する取組の成果を

計るため 

19.7 
（2020年度）

28.7 
（2022年度）

31.7 

（出典）①健康福祉に関する意識調査 ②障害福祉サービス意向調査 
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主な取組                                  
 
❶ 誰もが運動・スポーツに取り組む環境づくり  

  スポーツ・コミュニティプラザなどのスポーツ施設の利用促進や民間活力の活用などを

図りながら、区民の運動習慣の定着を促すとともに、東京2020大会のレガシーとして障害

者スポーツ、ユニバーサルスポーツの普及啓発などの取組を進めていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

オリンピック・パラリ

ンピックレガシー事

業 

（スポーツ振興課） 

・包括連携企業等と

の連携によるアスリ

ートを招いたイベン

トの開催 

  

スポーツ推進事業 

（スポーツ振興課） 

◎障害者向けのスポ

ーツ事業の拡充 

◎第二中学校温水プ

ールを活用した水泳

事業の実施 

○障害者向けスポー

ツ種目拡大の検討 

 

 

 

◎障害者向けスポー

ツ種目拡大 

 

 

 

スポーツ施設運営 

（スポーツ振興課） 

・哲学堂庭球場改修

工事 

 

◎総合体育館におけ

る大会観戦等スポー

ツ体験の促進 

 

区立小・中学校体育施

設一般開放事業 

（スポーツ振興課） 

・学校開放事業の実

施 
  

 
❷ スポーツを通じたコミュニティの形成  

  区民が主体的に運営する総合型地域スポーツクラブを目指すため、クラブの育成や支援

に取り組み、クラブのマネジメント機能を高めていきます。また、年齢、性別、障害の有無

にかかわらず、区民が日常的に運動や健康づくりに取り組むことができるコミュニティの

形成を推進していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域スポーツクラブ

事業 

（スポーツ振興課） 

◎地域スポーツクラ

ブ公認クラブの登録

手続の簡略化 

◎公認クラブのイベ

ントの実施支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎公認クラブ等団体

の自主的・自立的な活

動の定着支援 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 子どもの運動習慣の定着に向けた取組の促進  

  子どもの生涯にわたる健康の保持増進と、積極的に何事にも取り組む意欲を育てるため、

保育施設等における運動遊びプログラムの普及などにより、子どもたちが遊びを中心とし

た身体活動を十分に行えるようにします。このことを通して、子どもたちは、体を動かす

コツを身に付け、運動することの喜び・楽しさを感じるとともに、運動習慣の定着が図ら

れるようにしていきます。また、スポーツ施設において、子ども向けの競技体験や教室等

を実施し、運動機会の提供や運動習慣の定着に取り組みます。  
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

運動遊びプログラム 

（指導室） 

・幼児期における運

動遊びプログラムの

普及啓発の実施 

  

運動遊び部会運営 

（指導室） 

・合同研究における

運動遊び部会の運営 

・子どもの運動習慣

の定着に向けた保護

者への啓発 

○健康の保持増進に

係る取組の検討 

 

 

 

 

 

◎健康の保持増進に

係る取組の実施 

 

競技体験事業 

（スポーツ振興課） 

・スポーツ施設にお

ける子ども向けの競

技体験及び教室等の

実施 

○スポーツ施設にお

ける子ども向けの競

技体験及び教室等の

実施、拡充検討 

◎スポーツ施設にお

ける子ども向けの競

技体験及び教室等の

拡充 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 区内スポーツ団体等の支援  

  中野区体育協会に加盟する区内各団体等への事業補助のほか、中野区スポーツ推進委員

や新たな総合型地域スポーツクラブへの活動支援により、各地域でスポーツに取り組む区

民や団体の活動の活性化を図ります。また、スポーツを支える人材の育成や、人材を必要

とする区内スポーツ団体等とのマッチングなどにより、競技力の向上を支援します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

スポーツ推進委員事

業 

（スポーツ振興課） 

・スポーツ推進委員

の研修会への参加や

資格取得支援の実施 

  

スポーツ団体援助事

業 

（スポーツ振興課） 

◎スポーツ団体に対

する委託業務の実施 

 

 

 

○スポーツ団体に対

する委託業務の拡大

検討 

○団体事業補助のあ

り方検討 

 

地域スポーツクラブ

事業 

（スポーツ振興課） 

◎地域スポーツクラ

ブ公認クラブの登録

手続の簡略化 

◎公認クラブのイベ

ントの実施支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎公認クラブ等団体

の自主的・自立的な活

動の定着支援 

 
 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策３９ 健康的な生活習慣が身につく環境づくり 

                         (基本計画 P.222掲載) 

施策の方向性 

● 栄養・運動・休養の調和がとれた健康的な生活習慣の定着に向けて、区民一人ひとりのライフ

ステージに応じた健康づくりを進めます。 

● 疾病の早期発見・早期治療を促進するため、各種データの収集・分析等に基づく健康づくりを

進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①自身の健康状態が「よ

い」と思う区民の割合 
％ 

主観的健康観を計るた

め 

85.7 
（2020年度）

81.9 
（2022年度）

90 

②食べ物や食生活に関

して栄養バランスや

規則正しい食生活を

心がけている人の割

合 

％ 

日々の生活における生

活習慣の改善に対する

意識を計るため 

58.8 
（2020年度）

55.1 
（2022年度）

63 

（出典）①②健康福祉に関する意識調査 
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主な取組                                  
 
❶ 健康的な生活習慣の定着支援  

  栄養・運動・休養の調和がとれた健康的な生活習慣の定着に向けて、意識啓発や環境づ

くりを進めます。また、区民一人ひとりが抱える健康課題について理解促進を図るととも

に、心の悩みのある区民に対する相談支援と、メンタルヘルスへの正しい知識を広げる心

の健康づくりを推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

精神保健相談 

（すこやか福祉セン

ター） 

・メンタルヘルスに

関する普及啓発の実

施 

  

地域健康活動支援 

（すこやか福祉セン

ター） 

・ライフステージに

合わせた地域健康活

動支援の充実 

  

健康づくり普及啓発 

（すこやか福祉セン

ター、保健企画課） 

・ライフステージに

合わせた健康づくり

の普及啓発の実施 

・パネル展、街頭キャ

ンペーン等の実施 

 

 

熱中症に対する啓発 

（すこやか福祉セン

ター、保健予防課） 

・高齢者への啓発の

実施 

・熱中症の予防行動

を促す情報発信の実

施 

 

 

 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ データ分析や健診等による健康づくりの支援  

  特定健康診査や診療報酬明細書などのデータの収集・分析に基づき、ターゲットを絞っ

た保健事業の実施など効果的な事業を展開し、あわせて受診勧奨などを推進しながら、が

ん等健診の受診率向上に取り組むことで、生活習慣病の早期発見・早期治療につなげてい

きます。また、パーソナルヘルスレコードの活用やナッジ理論を活用した健康に関心の低

い区民へのアプローチにより、生涯を通じた健康づくりの支援を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

生活習慣病予防対策

事業 

（保健企画課） 

・糖尿病予防対策事

業の実施 

・ウォーキングマッ

プの公開 

 

 

◎ウォーキングマッ

プの改訂 

 

 

・ウォーキングマッ

プの公開 

禁煙治療費助成 

（保健企画課） 

・禁煙治療費助成の

実施 
  

受動喫煙防止対策事

業 

（保健企画課） 

・区民及び飲食店等

の管理権限者等への

普及啓発、指導 

  

がん等健診の実施及

び受診勧奨事業の実

施 

（保健企画課） 

・がん等健診の実施 

・受診勧奨事業の実

施 

 
 

データヘルス事業 

（保健企画課、地域包

括ケア推進課） 

◎データヘルス計画

（第 2次）の策定 

 

○高齢者の保健事業

と介護予防等の一体

的な実施に向けたモ

デル事業の実施 

・データヘルス計画

（第 2次）に基づく事

業の実施 

○高齢者の保健事業

と介護予防等の一体

的な実施に向けたモ

デル事業の拡大 

 

 

 

 

◎高齢者の保健事業

と介護予防等の一体

的な実施（本格実施） 

 
 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
推進 
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❸ 食育の推進  

  子どもから高齢者まで、ライフステージに合わせて、栄養バランスのとれた食事の大切

さや健康的な食習慣、歯と口腔のケア等の普及啓発を進めていきます。また、区内飲食店

等と連携し、健康的な食事内容の推奨など、暮らしの中で自然に健康的な食生活を送るこ

とができる環境づくりを推進します。  
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

食育推進事業 

（保健企画課、保健予

防課、すこやか福祉セ

ンター） 

◎食育リーフレット

を活用した講座、勉強

会の実施 

◎大学と連携したレ

シピコンテストの開

催 

○飲食店と連携した

健康的な食事メニュ

ー提供に関する検討 

・特定給食施設等従

事者への相談支援･指

導、講習会の実施 

・食育講習会、栄養講

習会等の実施 

 

 

 

 

 

 

◎飲食店と連携した

健康的な食事メニュ

ー提供の実施 

 

 

 

 

 

 

歯と口腔の健康事業 

（すこやか福祉セン

ター） 

・歯科口腔衛生普及

啓発の実施 

・地域における口腔

の健康に関する活動

支援の実施 

 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策４０ 地域医療体制の充実          

 (基本計画 P.225掲載) 

施策の方向性 

● 区民の誰もが、身近な地域で安心して必要な医療を受けられる体制づくりを進めます。 

● 医薬品の安全・安心を確保するため、事業者等への指導を行うとともに、区民が適切に医薬品

を使用できるよう普及啓発を進めます。 
 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①地域の救急医療体制が

整っていると思う人の

割合 

％ 

地域での医療提供の充

実度を計る指標の一つ

となるため 

74.5 
（2020年度）

77.8 
（2022年度）

80 

②かかりつけ医を決めて

いる区民の割合 
％ 

身近な地域において医

療や相談を受けること

ができる体制の状況を

計るため 

64.4 
（2020年度）

71.4 
（2022年度）

80 

（出典）①②健康福祉に関する意識調査 
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主な取組                                  
 
❶ 地域での医療提供の充実  

  地域の診療所と入院機能や高度医療を提供する病院等との連携を推進し、医療機能の分

担と円滑な入院患者の受け入れを図り、区民が必要なときに、疾病や症状に応じて身近な

地域で、継続性のある適切な医療が受けられる環境づくりを進めます。また、地域医療体

制の充実を図るため、医師会等と連携した初期救急医療及び災害時救急医療の確保や医療

機関相互のネットワーク構築などの支援をします。さらに、地域包括ケア体制の実現や新

興感染症などに対するより的確な対処を図るため、区内における地域医療支援の拠点とな

る中核的な医療機関の誘致に向けた検討を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域医療機関整備の

検討 

（保健企画課） 

・地域医療機能や新

興感染症への対応体

制の検討 

 
・地域医療機能や新

興感染症への対応体

制の整備 

地域医療連携 

（保健企画課） 

・地域感染症対策ネ

ットワーク会議の参

加と連携強化 

 
・地域感染症対策ネ

ットワーク会議の参

加と推進 

休日診療・小児救急医

療体制整備 

（保健企画課） 

・休日診療・小児救急

医療体制事業の実施 
  

かかりつけ医（歯科

医、薬局）普及啓発 

（保健企画課） 

・かかりつけ医（歯科

医、薬局）の普及啓発

の実施 

  

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 保健所機能の強化  

  健康危機の発生の防止や地域における医療機関や関係団体等との連携を進めるとともに、

災害時や健康危機の発生時には、適切な医療の確保のための支援措置を図るなど、地域に

おける健康危機管理体制を強化します。また、保健・医療等に関する情報について収集、分

析及び評価を行い、区民や関係機関に提供するとともに、健康維持・増進、健康危機管理に

関する意識を高めるため、区民・事業者・行政の関係者間の相互の情報及び意見の交換を

行うなど、健康情報発信機能を充実します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

保健所機能強化 

（保健企画課、保健予

防課） 

○健康危機管理体制

の検討 

○災害、新興感染症等

の発生を想定した感

染症予防及び拡大防

止対策に係る検討 

○健康情報発信機能

の検討 

◎健康危機管理体制

の強化 

◎災害、新興感染症等

の発生を想定した感

染症予防及び拡大防

止対策に係る強化 

◎健康情報発信機能

の強化 

 

医療安全相談窓口事

業 

（生活衛生課） 

・医療安全相談窓口

の運営 

・医療機関への指導

の実施 

 

 

 

❸ 薬局等における安全管理体制の充実  

  医薬品販売業者等へ法令等を周知するための適切な情報提供を行うとともに、医薬品安

全確保のための指導を充実します。また、区民に対し、重複服薬や過剰摂取の防止、残薬管

理のための普及啓発を行います。  
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

医薬品販売業者等監

視指導 

（生活衛生課） 

・監視指導の実施   

医薬品等検査 

（生活衛生課） 
・収去検査の実施   

残薬整理事業 

（保健企画課） 

・適正服薬に関する

指導の実施 

 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策４１ 生涯にわたり学び続けることができる環境づくり 

                         (基本計画 P.228掲載) 

施策の方向性 

● いつでもどこでも生涯を通じて主体的に学び続けることができる環境づくりを進めます。 

● 区民が図書館を学びや課題解決に活用できるよう、利便性の向上や環境の充実を図るととも

に、乳幼児親子や子どもの読書活動を促進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①「区内において様々な

学習機会が充実してい

る」と感じる区民の割

合 

％ 

区内の学習環境に対す

る区民の実感を計るた

め 

19.2 
（2020年度）

16.7 
（2022年度）

30 

②区立図書館における児

童図書貸出冊数 
冊 

図書館の子ども向けサ

ービスの充実度を計る

ため 

302,594 
（2020年度）

505,772 
（2022年度）

650,000 

（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 生涯学習の機会の充実  

  区民の誰もが、いつでもどこでも生涯を通じて主体的に学習に取り組めるよう、生涯学

習環境の充実を図り、多様な学習機会を提供するとともに、区内の生涯学習団体の地域に

根ざした活動をより一層推進するため、ウェブサイト等を通じた情報発信を強化します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

社会教育大学連携事

業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・大学連携事業の実

施 
  

社会教育訪問学級事

業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・社会教育訪問学級

事業の実施 
  

子ども向け体験学習

事業 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・子ども向け体験学

習事業の実施 
  

生涯学習普及啓発 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・情報紙の発行 

・ガイドブックの発

行 

 
 

 

推進 

推進 

推進 

推進 
推進 
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❷ 子どもの読書環境の充実  

  区立図書館において、子どもの読書活動を推進するため、子どもの発達段階に応じた働

きかけや児童図書の充実を図るとともに、児童館や子育てひろば等と連携した事業を行い

ます。また、地域開放型学校図書館、ブックスタート事業、出張型おはなし会等を活用して

家庭・地域・学校との連携による子どもの自主的な読書活動の推進や、乳幼児親子の読書

活動の支援などを行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ブックスタート事業 

（子ども・教育政策

課） 

・ブックスタート事

業の実施 

  

 

○セカンドブック事

業の検討 

児童・子ども読書活動

推進事業 

（子ども・教育政策

課） 

・子育て支援アドバ

イザーの充実 

・区立図書館による

アウトリーチ事業の

充実による来館促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中高生による図書

館活性化プロジェク

トの検討 

 

 

 

 

 

◎中高生による図書

館活性化プロジェク

トの実施 

 
❸ 図書サービスの機能の強化  

  図書サービスを充実するため、閲覧席の拡充、自動貸出機等の導入による利便性の向上、

デイジー図書の拡充等による障害者サービスの充実など、図書館の機能を強化します。地

域開放型学校図書館については、3館開設し、運用状況を検証します。 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区立図書館整備・運営 

（子ども・教育政策

課） 

・中央図書館児童コ

ーナー一部改修 

◎デイジー図書等障

害者サービスの充実 

◎区立図書館蔵書・貸

出充実事業の実施 

◎図書館での子育て

支援事業の充実 

 

 

・江古田図書館児童

コーナー一部改修 

 

 

 

 

 

 

○サービスポイント

検討 

・南台図書館児童コ

ーナー一部改修 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域開放型学校図書

館整備・運営 

（子ども・教育政策

課） 

・地域開放型学校図

書館の運営（3館） 
  

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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基本目標４ 

安全・安心で住み続けたくなる 
持続可能なまち 

 

政策１６ 災害に強く回復力のあるまちづくりを進める 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「災害に強いまちづくりが進んでい

る」と思う区民の割合 42.1％ 40.4％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策４２ 防災まちづくりの推進 

(基本計画 P.234掲載) 

施策の方向性 

● 「防災都市づくり推進計画（東京都）」における整備地域内の地区について、国や都と連携し

て、避難道路等の基盤施設の整備や不燃化建替を加速させ、防災まちづくりを進めます。 

● 地区計画などの都市計画制度を活用し、地域の特性にあわせたまちづくりを進めます。 

● 震災時に火災による延焼や建物倒壊の危険性が高い地域において、「東京都建築安全条

例」に基づく新たな防火規制の導入による耐火性に優れた建物への転換を進めるととも

に、耐震性が不十分な建物に対する耐震化への取組を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①不燃領域率（防災まち

づくり事業対象地区） 
％ 

まちの防災性向上の状

況を計るため 
61.7 

（2020年度）
63 

(2022年度) 
70 

②住宅の耐震化率 ％ 
震災時の被害軽減につ

ながるため 

90.3 
（2020年度）

91.7 
（2022年度）

100 

（出典）①②中野区資料 
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主な取組                                  
 
❶ 木密事業による防災まちづくり 

  整備地域内の事業中の地区について、住宅市街地総合整備事業等を活用し、地区施設道

路を整備することにより、広域避難場所等への避難路の確保を図ります。あわせて、地区

計画や都市防災不燃化促進事業により、良好な住環境と防災性の確保を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

南台一・二丁目地区、

南台四丁目地区、平和

の森公園周辺地区に

おける防災まちづく

り 

（まちづくり事業課） 

・南台一・二丁目地区

防災まちづくり（地区

施設道路整備、都市防

災不燃化促進事業の

実施） 

・南台四丁目地区防

災まちづくり（地区施

設道路整備、地区計画

によるまちづくり） 

・平和の森公園周辺

地区防災まちづくり

（地区施設道路整備） 

 

 

 
❷ 不燃化特区を活用した防災まちづくり  

  重点的・集中的に改善すべき地区について、住宅市街地総合整備事業に加え不燃化特区

の支援制度を活用し、老朽家屋の建替促進や公共整備型による避難経路の整備を行います。

あわせて、地区計画により、良好な住環境と防災性の確保を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

弥生町三丁目周辺地

区、大和町地区におけ

る防災まちづくり 

（まちづくり事業課） 

・弥生町三丁目周辺

地区防災まちづくり

（避難道路の整備、老

朽建築物の除去、不燃

化建替促進、地区計画

によるまちづくり） 

・大和町地区まちづ

くり（避難道路の整

備、老朽建築物の除

去、不燃化建替促進、

地区計画によるまち

づくり） 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 木造住宅密集地域における不燃化の促進  

  地域危険度ランクが4以上の木造住宅密集地域を中心に、新たな防火規制の導入など規制

と誘導による建物の不燃化を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

新たな防火規制の導

入 

（まちづくり計画課） 

○新たな防火規制区

域の導入 

◎新たな防火規制の

運用 
 

 
❹ 耐震化の推進  

  震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域における住宅等の倒壊防止及び

不燃化に向け、建物の耐震性・耐火性の確保を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

木造住宅等の耐震化

促進事業 

（建築課） 

・木造住宅耐震診断

の実施 

・木造住宅耐震補強

助成の実施 

・木造住宅建替え、除

却助成の実施 

・非木造住宅耐震診

断助成の実施 

○非木造住宅耐震補

強助成の制度構築 

○非木造住宅建替え、

除却助成の制度構築 

・ブロック塀等撤去

工事等助成の実施 

・家具転倒防止器具

取付助成の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎非木造住宅耐震補

強助成の実施 

◎非木造住宅建替え、

除却助成の実施 

 

 

 

 

 

緊急輸送道路沿道建

築物耐震化事業 

（建築課） 

・緊急輸送道路等沿

道建築物耐震診断及

び耐震改修等助成の

実施 

  

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❺ 地域特性を生かした防災まちづくり  

  地域危険度が高い木造住宅密集地域などにおいて、既存道路やオープンスペースを最大

限活用した災害に強い市街地等の形成に加え、地域特性を生かしたまちの魅力向上につな

がる防災まちづくりを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

新たな防災まちづく

り（若宮地区、野方一・

二丁目地区） 

（まちづくり計画課） 

○若宮地区防災まち

づくり（地区計画によ

るまちづくり） 

○野方一・二丁目地区

防災まちづくり（事業

手法等の検討） 

 

 

  

推進 

推進 
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施策４３ 災害に強い体制づくり      

(基本計画 P.238掲載) 

施策の方向性 

● 地震や台風、局地的集中豪雨など大規模自然災害の発生時における人命の保護を最大限に図る

とともに、迅速な復旧・復興に向けた体制づくりを進めます。 

● 防災活動の担い手の育成や日常的な地域のつながりの形成、自助・共助による防災の取組を

進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①地域自主訓練等参加人    

 員 
人 

地域防災に関する区民

の関心度を計るため 

45,600 
（2019年度）

24,385 
（2022年度）

60,000 

②飲料水・食料を備蓄し

ている区民の割合 
％ 

区民の震災への備えの

状況を計るため 

飲料水60.3 
食 料56.4 
（2020年度）

飲料水61.7 
食  料57.9 
（2022年度）

飲料水75 
食  料65 

（出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 
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主な取組                                  
 
❶ 防災施設の機能強化と様々な想定に基づいた避難環境の整備  

  民間事業者などと連携し、協力しながら、防災備蓄倉庫を確保していくとともに、備蓄

する食糧については、乳幼児、高齢者、外国人、食品アレルギー等に対応した整備を進めま

す。また、在宅避難など正しい避難行動に対する啓発を推進するとともに、帰宅困難者を

収容するための一時滞在施設や母子避難所などの確保、複合災害を見据えた避難所の環境

改善を進めます。さらに、すべての人たちの命を支えるインクルーシブ防災に向けて、避

難所における防災備品を充実します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

避難所運営、防災物

資・防災資機材等配備 

（防災危機管理課） 

・新たな被害想定に

即した備蓄内容の検

討及び拡充 

・アレルギーその他

の制限に配慮した食

料備蓄等の実施 

○多様な避難者に対

応可能な避難所運営

の見直し及び検討 

 

○受援計画の策定に

向けた検討 

・備蓄内容の検討及

び拡充 

 

 

 
 

◎多様な避難者に対

応可能な避難所運営

の検討及び啓発の拡

充 

◎受援計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

◎多様な避難者に対

応した避難所運営の

充実 

 

 

 

区民向けの防災用品

あっせん事業 

（防災危機管理課） 

・区民向けの防災用

品のあっせん事業の

実施 

  

帰宅困難者支援事業 

（防災危機管理課） 

・帰宅困難者一時滞

在施設の確保 
  

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 



166 

❷ 水害対策の推進  

  局地的集中豪雨等による道路冠水や下水道からの内水氾濫による住宅への浸水被害の発

生などの都市型水害に備え、道路及び公共施設等における透水性舗装や浸透ます等の雨水

流出抑制施設の整備による流域対策を進めます。また、ハザードマップの配布や浸水被害

に関する情報提供等、区民や事業者の水害対策を促していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

雨水流出抑制施設の

設置 

（道路管理課） 

・公共施設等の建築

に伴う雨水流出抑制

施設の整備 

・大規模民間施設の

建築計画に伴う雨水

流出抑制施設の設置

指導 

 

 

水害情報発信事業 

（防災危機管理課） 

◎一斉情報配信シス

テムの運用及び多言

語配信 

 

 

 

 

水防訓練 

（道路管理課） 

・合同水防訓練の実

施 

 

 

 

 

 
❸ 情報伝達手段の充実と共有環境の整備  

  大規模な自然災害などの発生時に、区民が自ら判断し、行動できるよう、正確な情報伝

達と伝達手段の多様化を図ります。東京都災害情報システム(DIS)などを活用した関係機関

との連携による情報収集体制の強化に取り組むとともに、外国人や障害者などの情報弱者

の方々が確実に情報を得られる環境の整備など、情報伝達手段を充実します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

情報発信・情報収集体

制整備 

（防災危機管理課） 

◎一斉情報配信シス

テムの運用及び多言

語配信 

○防災情報システム

の整備 

 

 

 

◎防災情報システム

の整備・運用 

 

 

 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 避難行動要支援者への避難支援  

  「災害時個別避難支援計画書」の必要性や活用などについて広く情報提供を行います。

また、発災時を想定した「災害時避難行動要支援者名簿」と「災害時個別避難支援計画書」

を活用した訓練や検証、要支援者の安否確認等を行う協定事業者との連携強化などにより、

迅速で的確な安否確認、救援活動を行える体制を整えます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

災害時避難行動要支

援者支援事業 

（防災危機管理課、地

域活動推進課） 

・要支援者名簿と個

別避難支援計画書を

活用した訓練の実施 

 

 

・要配慮者利用施設

における避難訓練の

実施促進と訓練支援

の実施 

・災害時避難行動要

支援者名簿の作成 

・個別避難支援計画

書の作成 

 

 

 

 

・要支援者名簿と個

別避難支援計画書の

さらなる活用に向け

た関係団体・機関等の

連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

○支援者のいない要

支援者への支援のた

めの関係団体・機関と

の調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎支援者のいない要

支援者への支援の実

施 

 
 
❺ 地域における防災行動力の向上  

  区民が参加できる防災イベントや様々な主体が協働できる取組の推進、要配慮者等が防

災事業に参加できる環境づくりなどを進めるとともに、地域コミュニティの活性化を図り、

区民や地域の防災意識の向上を図ります。また、防災リーダーの能力の向上や地域防災会

事業への参画など、地域防災会との連携の強化に向けた事業を展開します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

防災訓練 

（防災危機管理課） 

・防災訓練の実施（外

国人の参加） 

 

 

 

 

○要配慮者の訓練参

加に向けた検討 

 

 

◎要配慮者への訓練

の実施 

地域自主防災支援事

業 

（防災危機管理課） 

・青年防災リーダー

の養成 

 

 

・応急手当普及員講

習の実施 

 

 

◎外国人防災リーダ

ーの養成 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❻ 災害廃棄物処理を円滑に進めるための体制整備  

  「災害廃棄物処理計画」に基づき、発災後に災害廃棄物の収集・運搬、処分などの具体的

な方針等を定める「災害廃棄物処理実行計画」を策定するため、平常時から職員に対し計

画策定の研修、演習、訓練を実施します。また、災害廃棄物の分別の重要性や排出・収集運

搬に関するルールについて、平常時から区民・事業者向けに分かりやすい普及啓発を行い

ます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

災害廃棄物処理の体

制整備 

（ごみゼロ推進課） 

○災害廃棄物処理の

体制整備に向けた検

討 

 

 

 

 

 

 

◎災害廃棄物処理体

制の確立 

 

○「災害廃棄物処理

マニュアル」作成に

向けた検討 

 

 

 

 

 

 

◎「災害廃棄物処理

マニュアル」作成 

 

・災害時における廃

棄物排出ルール等の

区民への周知 
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政策１７ 時代の変化に対応したまちづくりを進める 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「西武新宿線の連続立体交差事業を

契機とした沿線各駅のまちづくりや

地区の特性に応じたまちづくりによ

り、安全性・快適性・利便性が向上し

ている」と思う区民の割合 

41.6％ 38.1％  

向上 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策４４ 西武新宿線連続立体交差事業を契機としたまちづく

りの推進 

(基本計画 P.244掲載) 

施策の方向性 

● 西武新宿線連続立体交差化や交通基盤の着実な整備による、交通渋滞の解消、駅前の交通結節

機能の強化、安心して買い物ができる空間の整備等、まちの安全性・快適性・利便性の向上を図

ります。 

● 西武新宿線連続立体交差化により創出される空間の活用による、地域の要望や社会ニーズに

寄与するまちづくりの取組を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①西武新宿線 5 駅周辺の

居住人口 
人 

駅周辺のまちづくりの

進捗と連動していると

考えられるため 

157,248 
（2020年度）

156,267 
（2022年度）

160,000 

②西武新宿線 5 駅周辺の

居住者のうち、中野区

を住みやすいと思う区

民の割合 

％ 

駅周辺のまちづくりの

進捗と連動していると

考えられるため 

89.6 
（2020年度）

92.8 
（2022年度）

93 

（出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 
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主な取組                                  
 
❶ 新井薬師前・沼袋駅周辺のまちづくり  

  新井薬師前・沼袋駅前の拠点地区において市街地再開発事業等の共同化を検討し、新た

な顔となり、にぎわいと魅力あふれるまちづくりを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

新井薬師前・沼袋駅前

拠点整備事業 

（まちづくり事業課） 

○新井薬師前駅南側

街区に係る準備組合

設立等支援、地権者と

の合意形成 

○新井薬師前駅北側

街区に係る検討会設

立等支援 

○沼袋駅前拠点整備

に係る勉強会の開催、

権利者訪問 

 

 

 
❷ 新井薬師前・沼袋駅周辺の基盤整備  

  駅前において鉄道と他の交通機関との乗換え利便性を向上させ、交流拠点としての交通

広場など、地域課題を解消するための都市計画道路整備を進めます。また、歩車分離や無

電柱化により、交通基盤の強化や防災性の向上に寄与した基盤整備を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

都市計画道路整備事

業（補助第 220 号線、

区画街路第 3号線、区

画街路第 4 号線） 

（まちづくり事業課） 

・補助第220号線整備 

・区画街路第3号線整

備 

・区画街路第4号線整

備 

 

 

 
❸ 西武新宿線連続立体交差事業を契機とした防災まちづくり  

  西武新宿線連続立体交差事業を契機として、木造住宅密集地域の改善や良好な住環境の

整備を促進すべき地区について、まちづくりのルールを定めるなどして、地域の合意形成

を図りながら、建物の不燃化促進や道路等の整備を総合的に進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

上高田一・二丁目及び

三丁目周辺地区防災

まちづくり 

（まちづくり事業課） 

○上高田地区防災ま

ちづくり方針の決定 

 

○上高田防災まちづ

くりに係る地区計画

策定準備 

◎上高田防災まちづ

くりに係る地区計画

策定 

推進 

推進 

推進 
推進 

推進 

推進 
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❹ 野方以西各駅周辺地区のまちづくり  

  野方・都立家政・鷺ノ宮の各駅周辺地区のまちの方向性を示すまちづくり整備方針を策

定し、各駅周辺地区の具体的なまちづくりを進めます。また、区民、区議会、区が一体とな

った西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟の活動により連続立体交差化の早期実現を促進

します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

野方駅周辺まちづく

り 

（まちづくり計画課） 

○駅周辺地区の街区

再編等の地域との意

見交換 

 
○駅周辺地区の街区

再編等の関係機関協

議 

都立家政駅・鷺ノ宮駅

周辺まちづくり 

（まちづくり計画課） 

○駅周辺地区の街区

再編等の地域との意

見交換 

 
○駅周辺地区の街区

再編等の関係機関協

議 

西武新宿線（野方駅～

井荻駅間）連続立体交

差化の早期実現に向

けた取組 

（まちづくり計画課） 

○西武新宿線踏切渋

滞解消促進期成同盟

の活動の実施 

  

 

❺ 野方以西各駅周辺の基盤施設の整備  

  鉄道と他の交通機関との乗換え利便性を向上させるため、基盤施設の整備基本計画を策

定し、都市計画手続を進め、野方・都立家政・鷺ノ宮駅周辺の駅前交通広場・アクセス道路

など基盤施設の整備を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

野方以西各駅周辺基

盤施設整備事業 

（まちづくり計画課） 

○基盤施設計画の地

域との意見交換 
 

○基盤施設計画の関

係機関協議 

都市計画道路整備事

業(補助第 227 号線

等) 

（まちづくり計画課、

まちづくり事業課） 

○都市計画道路(補助

第 227 号線等)整備に

係る検討 

 

○都市計画道路(補助

第 227 号線等)整備及

び区有地の活用に係

る方向性の整理 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❻ 新たな創出空間の活用  

  中井駅から野方駅間の連続立体交差事業により新たな活用が可能となる鉄道事業用地

（鉄道上部空間）については、沿線まちづくりにおいて「防災・交通環境・にぎわいの創

出」などに寄与する活用が図れるよう、関係機関と調整を図りながら検討を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

鉄道上部空間の活用 

（まちづくり計画課） 

○鉄道上部空間の活

用に向けた検討 
  

  

推進 



173 

施策４５ 各地区の特性に応じたまちづくりの推進 

                 (基本計画 P.248掲載) 

施策の方向性 

● 区民、事業者、行政などの関係者の協働によるまちづくりの推進により、にぎわいの創出、交

通利便性や地域環境の向上等を図ります。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①中野坂上駅、東中野駅、

新中野駅周辺の居住人

口 

人 

駅周辺のまちづくりの

進捗と連動していると

考えられるため 

82,949 
（2020年度）

82,991 
（2022年度）

87,000 

②中野坂上駅、東中野駅、

新中野駅周辺の居住者

のうち、中野区を住み

やすいと思う区民の割

合 

％ 

駅周辺のまちづくりの

進捗と連動していると

考えられるため 

93.5 
（2020年度）

90.6 
（2022年度）

95 

（出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 
 

主な取組                                  
 
❶ 交流拠点のまちづくり  

  一日の平均乗降客数が10万人を超える東中野駅、中野坂上駅の周辺地区について、民間

開発の誘導により、交流拠点として育成、整備を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

東中野駅・中野坂上駅

周辺地区まちづくり 

（まちづくり計画課） 

○東中野駅東口周辺

におけるまちづくり

の基本方針の策定に

向けた検討 

○中野坂上周辺地区

における民間開発誘

導の検討 

○東中野駅東口周辺

におけるまちづくり

の基本方針（素案）の

作成 

 

 

 

○東中野駅東口周辺

におけるまちづくり

の基本方針（案）の作

成 

 

 

 

 
  

推進 
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❷ 区民による主体的なまちづくり  

  まちづくりに関する情報の提供、まちづくり専門家の派遣、活動助成金の交付、技術的

支援などを通じて、地区まちづくり団体等のまちづくりに主体的に取り組む団体への支援

を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地区まちづくり団体

等支援事業 

（まちづくり計画課） 

・地区まちづくり団

体等への支援の実

施 

  

 

  

推進 
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政策１８ 快適で魅力ある住環境をつくる 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「快適で魅力ある住環境の形成が進

んでいる」と思う区民の割合 45.4％ 43.3％  

向上 
 
（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策４６ 住宅ストックの質の向上、適切な維持管理及び有効

活用の推進 

(基本計画 P.252掲載) 

施策の方向性 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①定住意向理由として

「家の広さなど居住環

境がよい」を選択した

区民の割合 

％ 
住宅に関する区民の実

感を計るため 
11.6 

（2020年度）
12.6 

(2022年度) 
15 

②空き家棟数 棟 

空き家の予防や有効活

用の進捗状況を計るた

め 

584 
（2020年度）

668 
（2022年度）

380 

（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 

 

  

● 住宅確保要配慮者に対応した住宅ストックの質の向上及び有効活用を図ります。 

● マンションの適正な維持管理及び円滑な建替えに向けた取組を推進します。 

● 空き家対策を着実に進めるために、防災まちづくりや民間事業者との連携等を図り、有効な活

用を促すための取組を推進します。 
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主な取組                                  
 
❶ 住宅ストックの質の向上  

  既存の住宅ストックについて、長期優良住宅等の国の支援制度等の情報発信や区内リフ

ォーム事業者の活用などを推進しながら、バリアフリー化及びユニバーサルデザイン、耐

震改修など、環境及び安全、安心に配慮された住宅の普及を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ホームインスペクシ

ョン（住宅診断）普及

啓発 

（住宅課） 

・普及啓発の実施   

リフォーム相談事業 

（住宅課） 

・区内事業者団体に

よるリフォーム相談

事業への支援の実施 

  

公営住宅等運営 

（住宅課） 
・公営住宅等の運営   

耐震改修助成事業 

（建築課） 

・木造住宅耐震補強

助成の実施 
  

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ マンションの適正管理  

  管理不全等の早期予防の観点から、早い段階より分譲マンションの適正管理に関する意

識の啓発を図るとともに、耐震基準や管理状況に問題のある分譲マンションについて、管

理組合へアプローチし、改修や適切な管理の確保に関して支援を行います。また、老朽化

したマンションについて、除却や建替えだけでなく、長期修繕計画に基づく計画的な修繕

の実施や耐震化の促進、現状に即した様々な対策に向けての支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

マンション管理状況

届出制度普及促進事

業 

（住宅課） 

・マンション管理士

派遣の実施 
  

東京都アドバイザー

派遣制度利用促進事

業 

（住宅課） 

・制度周知の実施   

公民連携によるマン

ション適正管理普及

促進事業 

（住宅課） 

・マンション管理士

会等と連携したセミ

ナー等の実施 

◎管理計画認定制度

の普及促進 

 

 

 

❸ 居住支援体制の推進  

  不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門と生活支援を担う福祉部門とが連携しながら、

低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の住まいに関するきめ細

かいサポート体制を整えるとともに、民間賃貸住宅のオーナーに対する支援や情報提供な

ども含め居住支援協議会において住まいの相談体制を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

居住支援協議会運営

支援 

（住宅課） 

・居住支援協議会の

運営支援 
  

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 空き家の適正管理  

  民間事業者等との連携により、空き家のデータベースを適切に管理・更新していくとと

もに、管理不全な老朽空き家については、所有者を特定し、適正な管理を促していきます。

空き家発生の予防策については、諸問題に対応できる専門的な見地による民間の力を活用

し、不動産市場への流通をはじめとした利活用の促進に努めます。また、周囲に危険が及

んでいる状態にあるものは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく手続により除

却へと導くなど空き家の適正な管理を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

空き家対策推進事業 

（住宅課） 

・民間活力を活用し

た相談体制の推進及

び支援の実施 

  

 
  

推進 
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施策４７ まちなかの安全性・快適性の向上 

                (基本計画 P.256掲載) 

施策の方向性 

● 居心地が良く、歩いて楽しくなるまちなかづくりに向け、土地の高度利用・有効利用を図ると

ともに、ゆとりある空間の創出や良好な景観形成の誘導を進めます。 

● 「中野区バリアフリー基本構想」で設定した重点整備地区内における特定事業などの進捗管理

を適切に行うことにより、誰もが利用しやすい道路・交通環境の整備等に向けバリアフリー化を

進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①定住意向理由として

「自然や街並みがよ

い」を選択した区民の

割合 

％ 
自然や街並みに関する

区民の実感を計るため 

9.4 
（2020年度）

9.3 
（2022年度）

10 

②住まい周辺の生活環境

について、「景観や街並

みについて」を「よい評

価」とした区民の割合 

％ 
景観や街並みに関する

区民の実感を計るため 
72.7 

（2020年度）
70.5 

（2022年度）
75 

（出典）①②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組                                  
 
❶ 地域特性を生かした土地利用の推進  

  オープンスペースやみどりが多く、安全で快適な街並みの形成を目指して、都市基盤の

整備、土地の高度利用・有効利用を推進していきます。また、商業・業務系市街地における

多様な都市機能の集積と周辺環境との調和を図ります。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

効果的な土地の高度

利用、有効利用の推進 

（都市計画課） 

・市街地開発事業等

の調整 
  

 
  

推進 
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❷ 良好な住環境を構築する景観形成の推進  

  良好な住環境の構築に向けて、中野区の個性となる魅力やゆとりある空間を創出し、地

域に根差した歴史的・文化的景観の保全・活用を図るなど、景観まちづくりを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

景観まちづくりの推

進 

（都市計画課） 

○景観計画の検討 

・屋外広告物の考え

方の検討 

 

 

 

 

 

◎景観計画の策定 

・屋外広告物の考え

方の明示（景観計画

で整理） 

 
❸ バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり  

  高齢者や障害者をはじめ、誰もが移動しやすく、利用しやすいまちの実現に向け、多く

の人が利用する公共施設等のバリアフリー化を進めるため、「中野区バリアフリー基本構想」

や「ユニバーサルデザイン推進計画」に基づく公共施設等の整備を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

公共施設等バリアフ

リー化推進事業 

（都市計画課） 

○バリアフリー基本

構想の改定に係る検

討 

 

 

 

 

 

○移動等円滑化促進

方針の検討 

◎バリアフリー基本

構想の改定 

 

◎移動等円滑化促進

方針の策定 

 
  

推進 

推進 

推進 
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施策４８ 道路・橋梁の着実な整備・改修 

                (基本計画 P.259掲載) 

施策の方向性 

● 道路のバリアフリー化や無電柱化の推進等、快適な道路空間の整備を進めます。 

● 橋梁の長寿命化に向けた整備を着実に進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①道路舗装改修率 ％ 
道路の快適性向上の状

況を計るため 

11.2 
（2020年度）

14.5 
(2022 年度) 

22 

②無電柱化優先整備路線

の進捗率 
％ 

道路の快適性向上の状

況を計るため 
15.1 

（2020年度）
17.5 

(2022 年度) 
35 

（出典）①②中野区資料 
 

主な取組                                  
 
❶ 道路のバリアフリー化の促進  

  「中野区バリアフリー基本構想」に基づき、道路を通行する高齢者や障害者などの移動

の円滑化を図るとともに、景観にも配慮した歩行空間の創出を目的として、歩車道の段差

解消、歩道の勾配緩和等のバリアフリー化を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

道路バリアフリー化

推進事業 

（道路建設課） 

・区道 43-250(鷺宮二

丁目南北)工事(2023

年度-2024 年度) 

 

 

 

 

 

 

・区道 45-290(上鷺公 

園前)設計委託 

 

 

 

 

・区道 45-290(上鷺公

園前)工事(2025 年度

-2026 年度) 

 
  

推進 
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❷ 無電柱化の促進  

  まちの防災性の向上や景観に配慮した都市空間の創出、安全な歩行空間を確保するため、

「中野区無電柱化推進計画」に基づき、無電柱化を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

無電柱化推進事業 

（道路建設課） 

・弥生町三丁目避難

道路 1 号電線共同溝

本体工事(2023 年度-

2024 年度)及び道路

予備設計 

・弥生町三丁目避難

道路 2 号引連(通信)

工事 

 

 

 

・弥生町三丁目避難

道路 1 号電線共同溝

本体工事(2023 年度-

2024 年度)及び道路

詳細設計 

・弥生町三丁目避難

道路 2 号道路整備工

事 

 

 

 

・弥生町三丁目避難

道路 1 号道路整備工

事 

 

 

 

 

 

・弥生町三丁目避難

道路 7 号電線共同溝

本体工事 

 
❸ 橋梁の計画的な修繕  

  区が管理する橋梁の長寿命化により、都市基盤の安全性、信頼性、持続的な経済活動の

確保を図るため、「中野区橋梁長寿命化修繕計画」に基づき修繕工事等を計画的、継続的に

実施します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

橋梁長寿命化推進事

業 

（道路建設課） 

・橋梁長寿命化修繕

工事 

 

 
 

 
  

推進 
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施策４９ 多様なニーズに応じた魅力ある公園の整備 

                (基本計画 P.262掲載) 

施策の方向性 

● 子どもから高齢者までの様々な人が、憩い、遊び、にぎわう魅力ある公園の整備を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①公園や広場の利用者満

足度 
％ 

公園の適切な管理運営

等の成果を計るため 

58.7 
（2020年度）

68.3 
（2022年度）

70 

②公園や広場の利用率 ％ 
公園の適切な管理運営

等の成果を計るため 

34 
（2020年度）

32 
（2022年度）

36 

（出典）①②中野区区民意識・実態調査 
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主な取組                                  
 
❶ 公園施設の適切な配置・改修  

  子育て世帯のニーズに対応した遊具や、空間に適した遊具の配置を適宜進めるとともに、

多世代のニーズに対応した機能の配置を検討します。また、トイレの老朽化や利用頻度等

の状況を踏まえて、洋式化やバリアフリー化を含むトイレの整備を順次進めていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

新たな公園整備事業 

（公園課） 

○(仮称)上高田五丁

目公園の整備（都市計

画検討、基本設計） 

○(仮称)上高田五丁

目公園の整備（都市計

画決定、事業認可） 

○(仮称)上高田五丁

目公園の整備（工事） 

 

公園施設の適切な配

置・改修 

（公園課） 

○第 1 期再整備公園

(大和公園）実施設計 

○第 2 期再整備公園

(上鷺東公園、南台公

園)基本設計 

 

 

 

 

○第 1 期再整備公園

(大和公園）整備工事 

○第 2 期再整備公園

(上鷺東公園、南台公

園)実施設計 

○第 3 期再整備公園

基本設計 

 

 

◎第 1 期再整備公園

(大和公園)供用開始 

○第 2 期再整備公園

(上鷺東公園、南台公

園)整備工事 

○第 3 期再整備公園

実施設計 

○第 4 期再整備公園

基本設計 

公園トイレバリアフ

リー化推進事業 

（公園課） 

・鷺宮運動広場、武蔵

台公園トイレ工事及

びすみれ公園、れんげ

公園トイレ実施設計 

・バリアフリー重点

地域等の老朽トイレ

のバリアフリー化 

 

 

公園遊具更新・点検事

業 

（公園課） 

・公園長寿命化計画

による遊具の設計 

・公園長寿命化計画

による遊具の工事 
 

 

❷ 誰もが快適に利用できる環境づくりの推進  

  公園の特性や周辺環境を考慮し、利用者と近隣住民の双方が理解し合える柔軟な利用ル

ールを検討します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

公園利用ルールの見

直し 

（公園課） 

◎利用ルールの見直

し検討、試行及び実施 

  

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 
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❸ 新たな公園運営方法の創出  

  都市公園法改正の趣旨を踏まえ、収益施設の設置や、民間活力の導入等も視野に、維持

管理費の縮減を図りつつ、質の高い事業実施と管理運営を実現するための方策を講じます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区立公園運営 

（公園課） 

・区立公園の運営 

◎中野四季の森公園

における指定管理者

制度の導入 

  

 
  

推進 
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施策５０ 誰もが利用しやすく、円滑に移動できる交通環境の

整備 

(基本計画 P.265掲載) 

施策の方向性 

● 区民の移動利便性の向上及び移動手段の改善に向け、区内の交通環境の整備を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①区内移動の快適性に関

する満足度 
％ 

移動環境の整備の成果

を計るため 

64.5 
（2020年度）

61.2 
（2022年度）

68 

②駅周辺の自転車放置率 ％ 

自転車駐車場の再編整

備や放置自転車対策の

成果を計るため 

5.4 
（2020年度）

4.7 
（2022年度）

4 

（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 
 

主な取組                                  
 
❶ 総合的な交通施策の展開  

  区の交通政策を総合的に進めるため、交通政策に関する基本的な方針を策定し、各事業

を推進します。また、区内の交通ネットワーク形成の検討により、誰もが利用しやすく円

滑に移動できる交通環境の整備等を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域公共交通計画の

策定 

（交通政策課） 

◎地域公共交通計画

の策定 

・地域公共交通計画

に基づく取組の実施 
 

交通政策推進協議会

運営 

（交通政策課） 

・交通政策推進協議

会の運営 
  

 
  

推進 

推進 
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❷ 多様な移動環境の整備  

  公共交通の利用環境を向上させるため、社会環境の変化に対応した公共交通サービスを

検討し、推進します。また、自転車等の活用推進により、区内の公共交通を補完し、区民の

移動利便性を向上させる移動手段を検討し、推進します。 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

自転車利活用計画の

策定 

（交通政策課） 

◎自転車利活用計画

の策定 

・自転車利活用計画

に基づく取組の実施 
 

新公共交通サービス

事業 

（交通政策課） 

・地域勉強会の開催 

・実証運行の実施 

 

 

 

 

 

○検証、実証運行の継

続検討 

 

 

 

◎実証運行を踏まえ

た政策・施策の方向性

の決定 

シェアサイクル事業 

（交通政策課） 

・事業方針の決定 

・シェアサイクル事

業の促進 

 
 

  

推進 

推進 
推進 

推進 
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❸ 適正な需要を踏まえた自転車駐車場の再編整備  

  安全な歩行空間や自転車走行空間を創出するため、各駅前の自転車駐車場の整備・誘導

や運営管理・維持補修、放置規制区域における放置自転車対策を推進します。 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

自転車駐車場運営 

（交通政策課） 

・自転車駐車場の管

理・運営 
  

駅周辺自転車駐車場

再編整備事業 

（交通政策課） 

◎中野二丁目再開発

に伴う自転車駐車場

開設 

○囲町東地区再開発

に伴う自転車駐車場

の再整備の検討 

○中野三丁目自転車

駐車場の整備の検討 

○鍋横区民活動セン

ター整備に伴う自転

車駐車場の再整備の

検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎囲町東地区再開発

に伴う自転車駐車場

開設 

 

 

 

 

 

 

放置自転車対策 

（交通政策課） 

・放置自転車の警告・

撤去・移送等の実施 

◎公民連携による放

置対策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策１９ 環境負荷の少ない持続可能なまちをつくる 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「環境負荷の少ないライフスタイル

などが、区民の生活や企業活動に浸透

している」と思う区民の割合 
28.9％ 27.1％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 

 

施策５１ 脱炭素社会の推進と気候変動への適応 

                   (基本計画 P.270掲載) 

施策の方向性 

● 省エネルギー、創エネルギー、蓄エネルギーによる脱炭素なまちづくりを推進します。 

● 区民・事業者に対して地球温暖化対策及び気候変動への適応に関する意識を浸透させ、地球環

境に配慮したライフスタイルへの転換を図るとともに、区や区民活動団体の連携・協働を推進し、

環境に配慮した行動や活動を促進します。 

● 区有施設の整備に伴う省エネルギー化や再生可能エネルギー設備の導入等を推進します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①区内の二酸化炭素排出    

 量 

千t- 
CO2 

脱炭素社会の実現に向

けて、区内の実態を計る

ため 

899 
（2018年度）

866 
（2020年度）

716 

②環境に配慮した取組を

行っている区民の割合 
％ 

環境配慮行動の促進に

向けて、区民の実態を計

るため 

89.9 
（2020年度）

92.6 
（2022年度）

95 

（出典）①オール東京 62 市区町村共同事業提供資料 ②中野区区民意識・実態調査 
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主な取組                                  
 
❶ 脱炭素社会へ向けた地球温暖化対策の推進  

  家庭・事業所における省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用等を促進し、区内の

CO2排出量を削減します。区内のCO2排出量は、半分が家庭部門からの排出であり、その削減

に向け、家庭における再生可能エネルギー設備の導入や環境性能の高い建築物への更新等

の支援・誘導を行います。また、削減努力によっても減らすことができないCO2排出量を区

外のCO2吸収量で埋め合わせるため、カーボン・オフセットを推進するなど、脱炭素社会の

実現に向けた取組を総合的に進めていきます。 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

再生可能エネルギー

設備等導入支援事業 

（環境課） 

◎再生可能エネルギ

ー設備等設置補助の

拡充（太陽光発電シス

テム設置補助の実施) 

◎再生可能エネルギ

ー設備等設置補助の

拡充 

 

 

環境形成型のまちづ

くり 

（環境課、まちづくり

計画課） 

○各地区のまちづく

りにおける環境形成

型のまちづくりの検

討（環境配慮視点の盛

り込み等） 

  

カーボン・オフセット

事業 

（環境課） 

・連携自治体での森

林整備事業等の実施 

・連携自治体との交

流事業等の実施 

 

 

  

なかのエコチャレン

ジ等行動促進事業 

（環境課） 

◎子どもの環境配慮

行動に対する表彰等

の実施 

 

 

 

 

 

 

○なかのエコチャレ

ンジ事業のあり方検

討 

 

 

 

◎子ども向け普及啓

発事業の充実 

 

建物の高断熱化促進 

（環境課） 

・高断熱窓・ドア設置

助成の充実 
 

 

 

脱炭素社会の実現に

向けた区施策の推進

（脱炭素ロードマッ

プの作成及び全庁的

施策の推進） 

（環境課） 

・脱炭素社会の実現

に向けた分析調査の

実施 

○脱炭素ロードマッ

プの検討 

 

 

 

 

 

 

 

◎脱炭素ロードマッ

プの作成 

 

・脱炭素ロードマッ

プの区民や事業者へ

の周知 

 

 

 

・脱炭素ロードマッ

プに基づく全庁的な

施策の実施 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 区有施設や行政活動における脱炭素化の推進  

  区有施設の整備にあたっては、高断熱化・高気密化を図るとともに、省エネルギー化の

推進や再生可能エネルギー設備の導入を進め環境性能の高い建築物とします。また、環境

負荷の少ない電力の調達や環境に配慮した庁有車への買換などの取組を進めます。さらに、

ペーパーレス化や廃棄物の削減など環境マネジメントシステムを推進し、行政活動におけ

る環境負荷の低減の取組を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

環境配慮型公共施設

の建設・整備 

（施設課） 

・LED 照明、太陽光パ

ネルの設置 
  

区有施設における脱

炭素化の推進 

（環境課） 

・環境負荷の少ない

電力への切替 

・環境に配慮した庁

有車への買換 

◎脱炭素社会の実現

に向けた区有施設整

備方針策定 

 

 

 

 

 

・区有施設の新築・改

築時における環境性

能向上に係る取組の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境マネジメントシ

ステムの推進 

（環境課） 

・区有施設における

紙やエネルギー使用、

廃棄物の排出等に係

る環境負荷低減を目

指す活動の実施 

・新区役所への移転

を踏まえた省エネ行

動や廃棄物の排出削

減など職員の環境配

慮行動の実施 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 環境配慮行動を促す意識の啓発  

  気候変動などの環境に関する区民等の理解を広げるため、産学官民が連携した環境への

取組を推進するほか、家庭における環境にやさしい取組を促すとともに、他自治体との環

境に関する連携や交流を広げていきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

なかのエコポイント

制度 

（環境課） 

・なかのエコポイン

トの新規交付終了（ポ

イントの有効期限内

は交換可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事例共有や普及啓

発事業を通じた脱炭

素行動の促進 

 

 

・なかのエコポイン

ト制度の終了（ポイン

ト有効期限の終了） 

 

 

 

 

○デジタル地域通貨

との連携を検討 

環境普及啓発 

（環境課） 

・なかのエコフェア

等による普及啓発の

実施 

◎なかのエコフェア

における「デコ活コン

テスト」の表彰 

◎なかのエコフェア

の拡大実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他自治体との環境交

流事業 

（環境課） 

・区内イベントや交

流ツアー等による他

自治体との協働 

  

 
❹ 環境に関する連携・協働に向けたネットワークづくり  

  環境団体の活動が一層活発に行われるよう相互の交流や連携を促進するため、区内にお

いて環境に関する活動に取り組む団体等の情報を把握し、ネットワークづくりを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

環境に関する連携・協

働に向けたネットワ

ークづくり 

（環境課） 

・区民や団体等の環

境に関する区内の優

良事例の共有 

◎区民や団体等の共

有事例の充実 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策５２ ごみの減量やリサイクルの推進 

                   (基本計画 P.274掲載) 

施策の方向性 

● ごみの減量やリサイクルの促進に向けて、資源化可能物の資源化の徹底や食品ロスの削減など

を区民や事業者に働きかけ、3R（発生抑制〔リデュース〕､再使用〔リユース〕､再生利用〔リサ

イクル〕）意識を浸透させ、行動変容を促します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①区民 1 人 1 日あたりの

ごみ排出量 
ｇ 

区民のごみの排出削減

及び区の資源化施策の

成果を計るため 

477 
（2020年度）

454 
（2022年度）

431 

②燃やすごみの中の資源

化可能物の混入率 
％ 

資源化や適正排出に向

けた行動変化の実態を

計るため 

25.5 
（2020年度）

33.8 
（2021年度）

22.8 

（出典）①中野区資料 ②ごみ組成分析調査 
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主な取組                                  
 
❶ ごみ減量・リサイクルの推進  

  家庭ごみのリサイクルを推進していくため、びん・缶・ペットボトル、プラスチック製

容器包装等の行政回収や町会・自治会等が行う集団回収に対する支援を推進するとともに、

製品プラスチックの回収について、国の動向を見据えて検討を進めます。また、ごみ減量

(発生抑制､再使用)やリサイクル（再生利用）の意識を高めるため、出前講座や環境学習等

の普及啓発を充実します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

3R 意識普及啓発 

（ごみゼロ推進課） 

・出前講座や環境学

習等の実施 
  

清掃事務所運営 

（清掃事務所） 

○清掃事務所建替に

向けた検討 

○清掃事務所建替方

針の決定 

○新清掃事務所整備

の基本計画の策定 

リサイクル展示室運

営 

（ごみゼロ推進課） 

・リサイクル展示室

運営のあり方の検討 

・リサイクル展示室

運営の新たな展開 

・効果的なリサイク

ル展示の事業展開 

びん・缶・ペットボト

ル等行政回収 

（ごみゼロ推進課） 

・びん・缶・ペットボ

トル等の適正な回収

と資源化の促進 

◎製品プラスチック

の資源化の実施 

 

・適正な資源化の促

進 

 

集団回収への支援 

（ごみゼロ推進課） 

・集団回収実践団体

及び回収事業者への

支援の実施 

  

 

❷ 資源とごみの正しい分別･排出の推進  

  区における正しいごみの分別･排出ルールを浸透させるため､転入者などに向け、リーフ

レットやごみ分別アプリ等を活用した分かりやすい周知に取り組みます｡また､排出マナー

の向上や不適正排出者への指導､資源の持ち去り防止に向けた取組を進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

資源とごみの分け方・

出し方普及啓発 

（ごみゼロ推進課） 

・ごみ分別チャット

ボット対応項目の拡

充 

・リーフレットの発

行 

 

 

  

不適正排出者への排

出指導 

（清掃事務所） 

・適正排出に向けた

指導・啓発の実施 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❸ 食品ロス削減の推進  

  区民や事業者の食品ロス削減の意識啓発と行動変容を促進するため、区内事業者や大学

等と連携した取組を充実するとともに、フードドライブなどにより未利用食品の有効活用

を図ります。また、食品ロス削減に向けた総合的な取組を進めるため、｢(仮称)中野区食品

ロス削減推進計画｣を策定します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

中野区食品ロス削減

推進計画の推進 

（ごみゼロ推進課） 

・中野区食品ロス削

減推進計画に基づく

取組の実施 

  

区内事業者・大学等と

連携した食品ロス削

減事業 

（ごみゼロ推進課） 

・大学と連携した料

理教室等の事業の実

施 

・事業者と連携した

イベント等の実施 

・近隣区との連携に

よる取組の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードドライブ事業 

（ごみゼロ推進課） 

○食品提供先の拡充

検討 

◎食品提供先の拡充 

 
 

食品ロス削減普及啓

発 

（ごみゼロ推進課） 

・出前講座の実施 

・環境イベントでの

普及啓発の実施 

・情報誌、区広報媒体

やごみ分別アプリで

の普及啓発の実施 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策５３ みどりの保全と創出の推進 

                   (基本計画 P.277掲載) 

施策の方向性 

● 区民、事業者及び区が協働してみどりの保全や創出に向けた取組を推進します。 

● 都市開発諸制度の活用やまちづくり事業との連携により、質の高い緑化誘導に取り組み、みど

りのネットワークの構築を推進します。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①みどりの豊かさに対す

る区民の満足度 
％ 

居住する周辺環境にお

ける緑に対する区民の

実感を計るため 

63.6 
（2020年度）

65.4 
（2022年度）

68.1 

②緑被率・みどり率 ％ 
区内のみどりの実態を

計るため 

緑被率16.14 
み ど り 率17.46 
（2019年度）

－ 
緑被率16.57 
み ど り 率17.89 

（出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区みどりの基本計画 

 

主な取組                                  
 
❶ みどりのネットワークの構築  

  都と連携する都市開発諸制度を活用した緑化誘導や西武新宿線沿線などのまちづくり事

業に伴うみどり空間の整備により、新たなみどりの軸を加えたみどりのネットワークの構

築を目指します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

各駅・地区まちづくり

と連携したみどり空

間整備事業 

（環境課、都市計画

課、まちづくり計画

課） 

・地区計画における

環境配慮の視点（緑

化率）の盛り込み 

  

 
  

推進 
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❷ 質の高いみどりの確保・創出  

  建物建築等の際、条例等に基づき提出が必要な緑化計画書について、確実な提出を促す

とともに緑化完了の確認を強化していきます。また、生け垣等設置助成制度などを活用し、

質の高い緑化を誘導していきます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

緑化計画書制度 

（環境課） 

・制度を活用した緑

化促進指導の実施 
  

生け垣等設置助成制

度 

（環境課） 

・制度の普及啓発の

実施 
  

 
❸ 緑化の推進に向けた意識の啓発  

  花と緑の祭典やみどりの教室等様々な事業を通じて、区民のみどりへの理解や関心を高

めることにより、区民・事業者・区が一体となって緑化推進に取り組む環境を整えていき

ます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

花と緑の祭典 

（環境課） 

・花と緑の祭典の実

施 
  

みどりの貢献賞 

（環境課） 

・みどりの貢献賞の

実施 
  

みどりの教室 

（環境課） 

・みどりの教室の実

施 
  

 
❹ 保護指定樹木等の所有者への支援  

  維持管理費の助成や緊急対応助成を行っている保護指定樹木等の所有者・管理者に対し、

当該樹木等の適切な保全状態を促進するため、樹木医診断による助言や当該診断に基づく

樹勢回復の処置への助成などを行い、所有者・管理者への支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

保護指定樹木等助成

制度 

（環境課） 

・保護指定樹木等助

成の実施 

○樹木医診断の検討 

 

 

 

◎樹木医診断の実施

及び周知 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❺ 都市生態系に関する対策の推進  

  生物多様性への関心を高め、都市の生活に潤いを与える貴重な自然を大切にするための

普及啓発を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

生きもの調査 

（環境課） 

○生きもの調査の検

討 

◎生きもの調査の実

施 

 

・調査結果の公表 

生物多様性に係る普

及啓発 

（環境課） 

○普及啓発に向けた

検討 
 

◎普及啓発の実施 

 

学校施設のビオトー

プ等の充実 

（子ども教育施設課） 

・学級園やビオトー

プ等の整備 
  

 
  

推進 

推進 
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政策２０ 安全・安心な生活環境と防犯まちづくりを進める 

成果指標 

成果指標 2020 年度 2022 年度 2025 年度 

「安全・安心な生活環境と防犯まちづ

くりが進んでいる」と思う区民の割合 45.3％ 46.3％  

向上 
 

（出典）中野区区民意識・実態調査 
 

施策５４ 犯罪や事件・事故の防止と消費生活の安全の推進 

                   (基本計画 P.282掲載) 

施策の方向性 

● 犯罪や事件・事故が起こりにくいまちの実現に向け、様々な主体の連携による防犯活動等を進

めます。 

● 区民の安全・安心な消費生活を支えるため、相談体制の充実を図るとともに消費生活に関する

意識を高める取組を進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①刑法犯認知件数 件 

地域の安全・安心に対す

る取組の成果を計るた

め 

2,058 
（2020年） 

1,880 
（2022年） 

1,700 

②自転車関与事故件数 件 
自転車による交通事故

の実態を計るため 
350 

（2020年） 
382 

（2022年） 
190 

（出典）①②都民安全推進本部資料（東京都） 
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主な取組                                  
 
❶ 特殊詐欺の未然防止に向けた意識の啓発  

  警察や関係機関と連携し、特殊詐欺被害防止のための広報やキャンペーン等の啓発を行

うとともに、未然防止策として最も有効性の高い「電話に出ない」対策を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

特殊詐欺未然防止普

及啓発 

（防災危機管理課） 

・防災行政無線や青

色灯防犯パトロール

カーを活用した注意

喚起の実施 

・警察や消費者セン

ター等と連携した啓

発活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎無人 ATM の警戒等

の実施 

 

自動通話録音機貸与

事業 

（防災危機管理課） 

・65 歳以上の区民を

対象とした無料貸出

の実施 

 

 

 

 

 

 

安全･安心（防犯）メ

ール配信事業 

（防災危機管理課） 

・安全･安心メールの

配信 

 

 

・増加傾向にある犯

罪等の啓発や注意喚

起の実施 

◎安全･安心メールの

多言語配信（一斉情報

配信システムへの統

合） 

 

 

 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❷ 安全・安心な消費生活の確保  

  消費生活トラブルを抱える区民が、適切に助言やあっせんを受けることができる環境を

整えるため、消費生活相談窓口等の周知を図ります。また、特に被害が想定される高齢者

や若者の消費者被害を未然に防ぐため、関係機関相互の連携を推進するとともに、啓発活

動を強化します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

消費生活相談 

（区民サービス課） 

・消費生活相談の実

施 

○オンライン相談の

実施検討 

 

 

○オンライン相談の

試行実施 

 

 

◎オンライン相談の

実施 

消費生活普及啓発事

業 

（区民サービス課） 

・講座の実施 

・消費者講座講師派

遣事業の実施 

・高齢者向け及び若

者向け啓発物の配布 

・チラシ、ポスター、

情報誌等の発行 

  

 

推進 

推進 
推進 

推進 

推進 
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❸ 交通安全対策・啓発活動の促進  

  警察や各関係団体との連携を図りながら、区民の交通安全意識の向上に向けた取組を推

進します。また、自転車安全講習会等を通じて、自転車利用者の交通ルール遵守とマナー

の向上に向けた対策に取り組むとともに、自転車の点検・整備や自転車保険への加入促進

を進めます。交通事故を未然に防止するため、見通しの悪い交差点等における注意喚起の

啓発幕等の設置や、通学路等の安全確保のためのバリケードの貸出しを進めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

自転車点検等整備促

進事業 

（防災危機管理課） 

・自転車安全利用講

習会参加者を対象と

した自転車点検整備

費用の助成の実施 

◎保育園、児童館での

自転車安全利用講習

会の実施 

◎区民を対象とした

自転車用ヘルメット

購入補助事業の実施 

 

 

 

 

・保育園、児童館での

自転車安全利用講習

会の充実 

 

 

 

 

交通安全普及啓発事

業 

（防災危機管理課） 

・警察署、関係団体と

連携したキャンペー

ン活動の実施 

・見通しの悪い交差

点等に注意喚起の看

板の設置 

・通学路等の安全を

確保するためのバリ

ケードの貸出 

・電動キックボード

の安全利用について

の周知・啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 地域の防犯・見守りの強化  

  地域において区民団体等が行う自主防犯活動への支援や登下校時の通学路における見守

り活動を強化し、児童・生徒等の安全を確保します。また、防犯パトロールや防犯カメラの

設置等、犯罪が起こりにくいまちづくりに取り組みます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

学校情報配信事業 

（学務課） 

・学校情報配信シス

テムの運用 
  

通学路見守り支援事

業 

（学務課） 

◎通学路見守り支援

の拡充 
  

防犯設備整備事業 

（防災危機管理課） 

・防犯設備整備等助

成の実施 

 

 

 

 

○個人宅への防犯設

備助成導入の検討 

 

防犯資機材等支給支

援事業 

（防災危機管理課） 

・防犯パトロール実

施団体への物品支給

の実施 

 

 

 
 

通学路安全対策事業 

（子ども・教育政策

課） 

○鷺の杜小学校通学

路における踏切横断

安全指導員の配置検

討 

○中野本郷小学校建

替整備期間中のスク

ールバス運行検討及

び試行 

◎鷺の杜小学校通学

路における踏切横断

安全指導員の配置 

 

◎中野本郷小学校建

替整備期間中のスク

ールバス運行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策５５ 感染症の予防と拡大防止 

                   (基本計画 P.285掲載) 

施策の方向性 

● 新型コロナウイルスなど、区民生活に影響を与える感染症に対応するため、ライフステージや

集団の特性に応じた感染症予防策の啓発を行うとともに、各種予防接種の受診率向上や、高齢者

及び外国人の結核患者に対する支援、平常時の感染症の発生・拡大予防の取組を推進します。 

● 関係機関とのネットワークの構築やリスクコミュニケーションの推進により、薬剤耐性菌や院

内感染など、様々な感染症対策の情報共有を行い、感染症の予防と拡大防止の強化を図ります。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①感染症の予防を心がけ

ている人の割合 
％ 

感染症予防に対する区

民意識向上の達成度を

計るため 

97.3 
（2020年度）

94.8 
（2022年度）

98 

②区民健診（長寿健診）の

受診率 
％ 

健診を受診することが、

結核の早期発見につな

がるため 

43.1 
（2020年度）

41.9 
（2022年度）

50 

（出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 
 

主な取組                                  
 
❶ 感染症予防に向けた意識の啓発  

  区民等に対して、手指消毒をはじめとするすべての感染症に通じる予防策の啓発を行う

とともに、地域の流行状況に応じ、施設や店舗等に対する感染症予防指導を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

施設等に対する感染

症予防指導 

（保健予防課） 

・感染症予防対策指

導の実施 
  

感染症予防普及啓発 

（保健予防課） 

・感染症の予防行動

を促す情報発信の実

施 

  

 

  

推進 

推進 
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❷ 感染症の拡大防止策の強化  

  新型コロナウイルスや結核、性感染症などの感染症に対し、健診や検査等の実施により

疾病の早期発見、まん延防止を図るとともに、積極的疫学調査、予防接種の的確な実施や

接種勧奨を通じ、感染症の拡大防止を図ります。また、医療機関等と連携し、服薬・療養等

支援を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

定期・任意予防接種 

（保健予防課） 

・新型コロナウイル

スワクチン接種の実

施 

・予防接種の接種勧

奨の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的疫学調査 

（保健予防課） 

・感染症患者発生時

の積極的疫学調査実

施 

  

結核対策 

（保健予防課） 

・結核患者等への療

養支援等の実施 
  

服薬確認推進事業 

（保健予防課） 

・結核患者等への服

薬確認支援の実施 
  

 
❸ 感染症対策に係る関係機関の資質の向上  

  医療関係団体、関係機関、地域の専門家と連携し、院内感染（医療関連感染）等の防止と

感染症対策に係る資質向上を図るため、地域感染症対策ネットワークを構築し、情報共有

等の機会を充実します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

地域感染症対策ネッ

トワーク構築 

（保健企画課） 

・地域感染症対策ネ

ットワーク会議の参

加と連携強化 

 
・地域感染症対策ネ

ットワーク会議の参

加と推進 

感染症発生動向調査 

（保健予防課） 

・感染症発生動向調

査の実施 
  

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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施策５６ 安全・安心な生活環境の確保 

                   (基本計画 P.288掲載) 

施策の方向性 

● 区民の健康被害と生活環境の悪化を防ぎ、安全・安心な生活環境を築くため、食の安全確保、

衛生害虫・害獣等への対応、愛護動物との共生、環境公害への対策等を総合的に進めます。 

 
成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 
基本計画 

策定時 
現状値 

2025 年度 

目標値 

①食中毒について、関心

があり十分理解してい

る人の割合 

％ 

食中毒予防に対する区

民意識向上の状況を計

るため 

13.1 
（2020年度）

12.6 
（2022年度）

15 

②旅館業監視施設のう

ち、指摘事項があった

施設の割合 

％ 
旅館業の管理運営の状

況を計るため 
59.3 

（2020年度）
54.2 

（2022年度）
25 

（出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 
 

主な取組                                  
 
❶ 食の安全・安心の確保  

  食の安全・安心を確保するため、食品衛生の監視指導を監視指導計画に基づき重点的、

効率的かつ効果的に実施します。HACCPに沿った衛生管理方法を周知するため、事業者に対

する講習会等を実施します。また、「食の安全・安心懇談会」を通じ、区民・事業者・行政

の間で共通認識を深めます。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

飲食店等の監視指導 

（生活衛生課） 
・監視指導の実施 

 

 

 

 

食品衛生講習会 

（生活衛生課） 

・食品衛生講習会の

実施 
  

食の安全・安心懇談会 

（生活衛生課） 

・食の安全・安心懇談

会の実施 
  

  

推進 

推進 

推進 
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❷ 動物等との共生及び健康被害の防止  

  衛生害虫・害獣等に対して、区民の自主的な防除を促進するとともに、防除指導や駆除

を行います。また、愛護動物について、飼い主のマナー向上や適正飼養に向けた支援を行

うとともに、飼い主のいない猫対策を推進し、人と愛護動物が共生することができる地域

社会の実現に向けた取組を推進します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

自主防除普及啓発事

業 

（生活衛生課） 

・パネル展の実施   

適正飼養普及啓発事

業 

（生活衛生課） 

・普及啓発事業の実

施 

◎飼い主のいない猫

に対する不妊去勢手

術等助成事業の拡充

（地域猫共生推進員

制度の開始） 

・ペット同行避難訓

練の実施 

 

 

 

 

 

 

 

○ペット救護マニュ

アル作成検討 

 

 

 

 

 

 

 

◎ペット救護マニュ

アル作成 

 
❸ 宿泊施設の監視指導  

  宿泊事業者が適正な管理運営を行うよう、旅館業許可施設に対しては、年に1回以上立ち

入りによる監視指導を実施します。また、住宅宿泊事業届出施設においても必要に応じて

監視指導を実施します。さらに、事業者に対し多様な手段による情報提供を行うとともに、

遵守すべき事項の義務付けを行うことで、区民の不安等を取り除き、安全・安心な生活環

境を確保します。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

旅館業許可施設一斉

監視 

（生活衛生課） 

・監視指導の実施   

 
  

推進 

推進 

推進 

推進 
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❹ 生活環境の維持のための対策  

  建設作業による騒音・振動発生抑制やアスベスト飛散防止などのため、規制基準を遵守

するよう適切な指導を行うとともに、公害に関する苦情・相談への迅速な対応を図ります。

さらに、ごみ屋敷等について、区として適切な手続を踏まえ、良好な生活環境の維持に努

めます。また、環境に関する現況を把握し、区民への積極的な情報提供を行います。 
 

主な事業 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

建設工事公害対策事

業 

（環境課） 

・石綿作業実施前検

査や規制基準遵守に

関する適切な指導の

実施 

  

工場等公害予防事業 

（環境課） 

・工場等の変更認可

申請等届出の周知 

・土壌汚染対策窓口

の周知 

 

 

環境現況調査 

（環境課） 

・自動車騒音振動交

通量調査の実施 

・河川水質調査の実

施 

 

 

ごみ屋敷等対応 

（環境課） 
・調査・指導等の実施   

 
 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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基本計画においては、区政運営の基本方針として、「対話・参加・協働に基づく区政

運営」、「危機の発生に備えた体制の強化」、「社会の変化に対応した質の高い行政サー

ビスの提供」の 3つの方針を定めています。これらの方針は、区政運営の基本となる

マネジメントの考え方及び区が目指す質の高い行政サービスの提供に関する内容と

なっています。 

 実施計画では、区が目指す質の高い行政サービスの提供に向けて、基本計画で定め

る区政運営の基本方針のうち「社会の変化に対応した質の高い行政サービスの提供」

の中の「利便性と生産性の向上」に係る具体的な取組について、今後の展開を年度ご

とに示します。 

  

第４章 

区政運営の基本方針 
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 実施計画では、以下の体系のうち、「利便性と生産性の向上」に係る取組について、今後の展開

をお示しします。 

１ 対話・参加・協働に基づく区政運営 

 (1)政策形成 

 (2)組織運営 

 (3)財政運営 

２ 危機の発生に備えた体制の強化 

 (1)平常時からの効果的かつ実践的な危機への備え 

 (2)危機発生時における対応の強化 

 (3)事業継続計画（BCP）の継続的な改善 

３ 社会の変化に対応した質の高い行政サービスの提供 

 (1)利便性と生産性の向上 

 (2)効果的・効率的かつ計画的な事業展開 

 

  

■区政運営の基本方針の体系 

■ページの見方 

基本計画に掲げる区政運

営の基本方針を記載して

います。 

関連する取組内容ごとに、実

施計画の計画期間における

事業展開を示しています。 

事業の新規実施・拡充や施設

の供用開始等の新たな展開

に該当する場合は「◎」を、

新規実施・拡充等に向けた準

備・検討等の展開の場合は

「○」を付しています。 
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社会の変化に対応した質の高い行政サービスの提供 

 

１ デジタルシフトによる行政サービスの質と生産性の向上 

① 電子手続の拡充 

取組内容 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

コンビニ交付サービ
スの利用促進 

（戸籍住民課） 

・区報・HP・チラシに
よる区民への利用促
進 

  

ぴったりサービスな
どマイナポータル上
の電子手続の拡充 

（情報システム課、手
続所管課） 

◎子育てや介護等に
関する手続のほか、
標準様式に対応して
いる手続の検討・拡
充 

  

罹災証明書の発行申
請手続について国の
方針を踏まえた区の
対応検討 

（防災危機管理課） 

○都共通システムベ
ンダーと J-LIS の調
整結果を踏まえ、東京
都被災者生活再建支
援システム利用者協
議会の方針を基に、区
の対応方針を検討 

○東京都被災者生活
再建支援システム利
用者協議会の方針を
基に、区の対応方針を
検討 
 
 

 

(都)電子申請サービ
スの共同運営・共同調
達 

（情報システム課） 

◎第四期共同運営電
子申請サービスの追
加（拡充）に係る民間
電子申請サービスの
利用開始 

 ◎新たな電子申請サ
ービスの利用開始 

電子申請サービスを
活用した手続きのオ
ンライン化 

（情報システム課、広
聴・広報課） 

◎手続の特性に合わ
せた適切な民間電子
申請サービスの導入
（オンライン決済を
含む） 

◎受付可能な手続の
拡充 
 
 
 

 

施設予約システムの
拡充 

（資産管理活用課、施
設所管課） 

・拡充の検討 
（オンライン決済を
含む） 

○システムの構築 
 
 

◎システムの構築、運
用開始 
 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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② 区の窓口等でのキャッシュレス化推進（使用料・手数料） 

取組内容 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

新庁舎窓口における
キャッシュレス化 

（区民サービス課） 

◎セミセルフレジの
導入 

  

他施設窓口における
キャッシュレス化 

（窓口所管課、施設所
管課） 

○導入検討、実施   

③ AI・RPA の利用促進 

取組内容 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

生成 AI の活用 

（情報システム課） 

○業務への活用検討
及び検証 

◎運用開始 
 

◎活用範囲の拡充 
 

区の手続に関する AI
チャットボットの活
用 

（区民サービス課） 

○区の手続に関する
問合せ自動応答シス
テム（AI チャットボ
ット）の導入検討 

◎運用開始 
 

◎手続の種類や Q&A
の拡充 

ごみ分別チャットボ
ットの活用 

（ごみゼロ推進課） 

・項目の追加など内
容の改善   

電子書籍 AI 検索シス
テムの導入 

（戸籍住民課） 

◎電子書籍 AI 検索シ
ステムの導入   

多言語 AI 通訳システ
ムの充実 

（文化振興・多文化共

生推進課） 

・個別の利用状況や
実績等を勘案した適
正配置 
 
 
 

 
 
 
○効率的・効果的なサ
ービス提供の検討 
 

 
 
 
◎より効率的・効果的
なサービス提供の実
施 

保育所等 AI 入所選考
システム導入 

（保育園・幼稚園課） 

・保育所等 AI 入所選
考システムの活用 

  

滞納整理支援システ
ム RPA 及び収納業務
における AI-OCR の活
用 

（税務課） 

・滞納整理支援シス
テム RPA 及び収納業
務における AI-OCR の
活用 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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取組内容 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

保育所利用関係申請
書類の RPA 及び AI-
OCR の活用 

（保育園・幼稚園課） 

・保育所利用関係申
請書類のRPA及びAI-
OCR の活用 

  

 

２ 利便性が高く、区民に開かれた新区役所の整備 

① 職員の業務生産性の向上 

取組内容 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

テレワークシステム
の導入 

（職員課、情報システ
ム課） 

○テレワークの拡充
に向けた機器の調達 
 
○在宅勤務制度の検
討及び一部実施 

◎テレワーク環境の
拡充 
 
◎在宅勤務制度の運
用 

 

多機能ユニファイド・
コミュニケーション
の導入 

（情報システム課） 

○システム構築及び
段階的な運用の開始 

◎本格運用の開始  

私物スマートデバイ
スを利用した連絡手
段の強化（BYOD） 

（情報システム課） 

○多機能ユニファイ
ド・コミュニケーショ
ンの構築内容の検討、
構築作業、運用の検討
等を実施 
 
○特別職及び管理職
の試行実施及び業務
の特性等によって必
要と認められる一般
職員の使用検討 

◎運用開始  

② 新庁舎における区民サービスを向上させるシステムの整備  

取組内容 
事業展開 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

窓口支援システムの
導入・活用 

（区民サービス課） 

○申請書自動交付機
の先行導入及び運用 

◎新庁舎へ移設し、運
用の継続及び拡充 

 

発券機システム 

（区民サービス課） 

○機器調達及びシス
テム構築 
 

◎新庁舎における全
庁共通発券機の導入
及び運用 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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基本計画では、策定当時の状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による

歳入一般財源の大幅な減を見込んだ財政見通しとしています。 

一方で、基本計画前期にあたる 2021 年度から 2022 年度においては、歳入一般財源

の基本計画の見込みからの上振れ、世界的な物価高騰が続く状況など、基本計画策定

時の見込みから大きな変化が生じています。 

また、基本計画に定める財政運営については、「基準となる一般財源規模」による予

算編成手法などに課題があったことから、2022 年度に新たな「財政運営の考え方」を

確立しました。新たな「財政運営の考え方」では、予算編成手法の見直しや将来の財

政需要を想定した基金残高の確保に努めることなどを定めています。 

 実施計画では、このような基本計画策定時からの状況変化を踏まえつつ、区の取組

を着実に推進していくとともに、将来を見据えた安定的な財政運営を進めていくこと

ができる財政基盤を財政フレームとして示します。 

 

本章の表の数値は、表示単位未満を四捨五入しています。 

 このため、表示している数値から算出した合計値と合計欄の値は異なる場合があります。 

第５章 

財政見通し 
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１ 財政運営の考え方 

○区が主体的に活用できる特別区民税、特別区交付金などの一般財源を基本に財政運営を行いま

す。 

○財政運営にあたっては、一般財源のほか、基金と起債をバランス良く活用していきます。 

○決算剰余金については、確実に基金に積み立てます。 

○景気に連動しやすい、特別区民税や特別区交付金などの歳入を補完する財政調整基金の積立や

繰り入れを計画的に行います。 

○歳出（事業）に連動させ、特定目的基金の計画的な積立、繰入を行い、区民生活に必要な財源

を縮小させることなく事業を実施します。 

○予算編成開始時における歳入一般財源の見込み額を一般財源充当事業費の目標額とし、歳出削

減に努めます。なお、歳入一般財源が減少した場合でも、急激な行政サービスの低下を招くこと

がないように、基金積立額を除く一般財源充当事業費は、都区財政調整制度における基準財政需

要額の直近 3年の平均額を下限に編成します。 

○新規事業については、後年度負担の増加等、財政の影響等について十分に勘案します。 

○すべての事業について、適用可能な国や都の補助金を最大限活用するとともに、新たな歳入の

獲得についても取り組みます。 

○事業計画までに期間がある未利用地や未利用施設などの区有財産の活用を検討し、歳入確保に

努めます。また、新たな自主財源の確保に向けて、様々な工夫を検討し、取組を進めます。 

○特別区民税をはじめとした歳入をより効果的・効率的に確保するために、歳入確保策と併せ、

債権管理にかかるコストを削減する手法に取り組みます。 

○受益者負担、区民の間の税負担の適正化を図るため、使用料及び手数料について、継続的な点

検・見直しを行います。 

○決算分析や行政評価を基に、費用対効果等を十分に検証し、事業の見直し・改善に取り組み、

事業経費の縮減に努めます。 

○構造改革実行プログラムの基本指標である「行政コスト対税収等比率」及び「経常収支比率」

の目標達成を意識して財政運営を行います。 

○今後の社会・経済状況の変化を注視し、適切に対応します。 

 

２ 基金活用の考え方 

≪財政調整基金≫ 

○年度間調整分、施設改修分、退職手当分の区分に分けて運用します。 

○年度間調整分は、年度末残高を 200 億円確保することに努めます。 

○施設改修分は、社会福祉施設整備基金及び義務教育施設整備基金の対象施設以外の施設の当該

年度に発生する見込みの減価償却費相当額の 25％を当初予算編成時に積み立てるよう努め、年

度末残高は当該施設の減価償却累計額相当額の 25％の確保に努めます。 

財政運営の考え方 



217 

○退職手当分は、従来と同様、基準額を設定し、それを超過する場合はその差額を繰入れ、基準

額に満たない場合はその差額の積立てを行います。ただし、2023 年度から始まる 1年おきの定

年の引上げに伴い、定年を引き上げる年度の退職手当の額と基準額との差が大きくなることか

ら、定年を引き上げる年度については積立てを行いません。 

 

≪減債基金≫ 

○起債の償還のための財源は、計画的に減債基金に積み立てます。 

 

≪特定目的基金≫ 

○歳出（事業）に連動させ、特定目的基金の計画的な積立、繰入を行い、区民生活に必要な財源

を縮小させることなく事業を実施します。 

○施設の建設や建替え、大規模な維持補修、道路・公園の維持は各計画に基づいて、特定目的基

金を活用します。 

○特定目的基金の積立にあたっては、計画的に一般財源を使うほか、土地の売却による収入等を

活用します。 

（社会福祉施設整備基金及び義務教育施設整備基金） 

○対象施設の当該年度に発生する見込みの減価償却費相当額の 25％を当初予算編成時に積み立

てるよう努め、年度末残高は対象施設の減価償却累計額相当額の 25％の確保に努めます。 

（道路・公園整備基金） 

○当初予算編成時に、道路占用料の一部を財源に積立てを行うほか、当該年度から 10 年間の基

金活用計画額の平均を算出し、その平均額より道路占用料を財源とした積立額の方が小さい場合

に、その差額を一般財源からも積み立てます。 

（まちづくり基金） 

○当初予算編成時に、特別区交付金の財産費の一部を財源に積立てを行うほか、当該年度から

10 年間の基金活用計画額の平均を算出し、その平均額より財産費を財源とした積立額の方が小

さい場合に、その差額を一般財源からも積み立てます。 

（その他） 

○上記のほか、財政状況により更に一般財源の確保ができた場合は、義務教育施設整備基金への

積立てを行います。 

 

３ 起債活用の考え方 

○起債の活用にあたっては、世代間負担の公平性という観点も踏まえ、公債費負担比率（中野区

方式）で 10％程度を上限として運用します。 

○公債費負担比率（中野区方式） 

＝実質公債費（元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金）÷一般財源（※） 

 

※ 一般財源とは・・・ 

特別区税、特別区交付金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地

方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、一般繰越金 
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１ 財政フレーム 

①一般財源ベースの財政フレーム 

基本計画期間の財政フレーム(一般財源ベース)の見込みは、以下の表のとおり

です。 

なお、投資的な事業に係る経費について、その財源を明確にするため、歳出を

一般財源ベース（事業費から国や都の補助金等を除いた額）で算定し、その財源

対策分として歳入に基金の繰入額と特別区債の発行額を加えています。 
 

     （単位：億円） 
   実施計画 次期・ 

基本計画 
計 

   2023 年度 2024 年度 2025 年度 

歳
入 

特別区税 377 379 381 1,923 3,059 

特別区交付金 434 451 459 2,343 3,687 

その他一般財源 103 107 109 559 879 

基金繰入金 215 198 168 779 1,361 

特別区債 275 150 95 495 1,015 

財産収入等 90 73 241 191 594 

歳入合計 1,495 1,358 1,453 6,289 10,595 

歳
出 

義務的経費 392 466 518 2,388 3,764 

 人件費 197 213 199 1,018 1,627 

 公債費 17 68 128 395 607 

 扶助費 178 185 191 976 1,530 

繰出金 102 114 114 584 915 

一般事業費 245 285 290 1,452 2,272 

新規･拡充等事業 556 387 291 1,265 2,499 

(内施設関連経費) 372 177 123 641 1,313 

基金積立金 200 106 240 599 1,145 

 財政調整基金 79 29 134 57 300 

 減債基金 20 10 31 241 301 

 特定目的基金 100 67 75 302 544 

歳出合計 1,495 1,358 1,453 6,289 10,595 
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《フレーム策定の前提条件》 

このフレームは、歳入・歳出額を一般財源ベースで推計し、2023 年度、2024 年度、

2025 年度の 3年間と次期・基本計画はその後の 5年間を想定して示したものです（以

下、②基金の積立・繰入計画、③起債の活用計画においても同様です）。試算にあたっ

ては、現時点で想定される歳入・歳出の増減要素を加味し、把握できる税財政制度改

正の影響額について反映しました。 

 

■歳入 

○計画期間における経済成長率を 0.5％～1.3％と想定し推計しました。 

○特別区税は、2024 年度の収入見込みをベースに算出しました。 

○特別区交付金は、経済成長や財産費の増減を加味して推計しました。 

○基金の繰入には、退職手当に係る財政調整基金や起債償還のための減債基金の繰

入のほか、学校再編やまちづくり、施設整備などの投資的な事業に充てる基金の

繰り入れを含んでいます。基金ごとの内容は、②基金の積立・繰入計画のとおり

です。 

○特別区債は、起債の対象となる投資的な経費について精査し、将来の公債費負担

を考慮しながら発行可能な額を見込みました。具体的には、③起債の活用計画の

とおりです。 

 

■歳出 

○人件費は、退職手当の額や、職員数の推移を見込んで推計しました。 

○公債費は、既発行分に新規発行分を加えて推計しました。 

○扶助費は、生活保護費等の伸びを見込みました。 

○繰出金は、高齢者人口の推移等、被保険者数の伸びを見込んで推計しました。 

○一般事業費は、PDCA サイクルによる事業の見直し改善、事業経費の縮減のほか、

経済成長を見込み推計しました。 

○新規・拡充等事業には、基本計画で取り組む投資的な経費や、新規・拡充、推進

する経費分を見込みました。 

○基金積立には、財政調整基金・減債基金・特定目的基金それぞれについて所要額

を見込みました。基金ごとの内容は、②基金の積立・繰入計画のとおりです。 
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②基金の積立・繰入計画 

基金の計画的な積立と繰入を行い、基金の持つ財源の年度間調整機能を活用して

いきます。各期の基金の積立、繰入及び当該期末基金残高の見込みは、以下の表の

とおりです。 
 

    （単位：億円） 

種別 区分 
実施計画 次期・ 

基本計画 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

財政調整基金 

積立 79 29 134 57 

繰入 108 23 22 142 

残高 319 325 437 351 

減債基金 

積立 20 10 31 241 

繰入 5 13 29 237 

残高 22 19 20 24 

義務教育施設整備 

基金 

積立 23 5 6 37 

繰入 36 61 16 114 

残高 194 138 128 51 

社会福祉施設整備 

基金 

積立 10 17 25 32 

繰入 13 22 28 48 

残高 39 34 32 16 

道路・公園整備基金 

積立 18 23 23 116 

繰入 15 21 35 132 

残高 41 43 31 14 

まちづくり基金 

積立 49 21 21 118 

繰入 38 57 38 106 

残高 122 85 68 79 

合計 

積立 200 106 240 599 

繰入 215 198 168 779 

残高 736 643 716 536 

計 

（減債基金を除く） 
残高 714 625 695 512 

 

※残高は、各期末見込を記載しています。 

※2025 年度において、中野駅新北口駅前エリア再整備事業のスキームに基づき、区有資産の活用

により得られる見込みの転出補償金を財源に、新区役所整備にかかる基金繰入相当額を、財政

調整基金に積み立てています。  
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③起債の活用計画 

起債の活用は、原則として、後年度の負担が大きい公共施設の建設整備・除却、

防災基盤の整備及び公共用地の取得に限定して行います。起債の活用計画は、以

下の表のとおりです。 

 
 

■発行額（一般会計）  （単位：億円） 

区分（目的） 
実施計画 次期・ 

基本計画 
計 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

学校関連       113         66         35 312 526 

まちづくり         41         84         45 183 353 

保健福祉・子ども施策          -          -          - - - 

区有施設・総務        121          -         15 - 136 

計        275        150         95 495 1,015 

 

■公債費負担比率（中野区方式）の推計  （単位：億円・％） 

区分 
実施計画 次期・ 

基本計画 
計 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

一般財源総額 A       985      947      976     4,954      7,862 

実質公債費※B 32 64 129 398 623 

公債費負担比率 

B/A（%） 
3.2% 6.8% 13.3% 8.0% 7.9% 

※実質公債費＝元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金 

※2024 年度、2025 年度において、中野駅新北口駅前エリア再整備事業のスキームに基づき、区有

資産の活用により得られる見込みの転出補償金を財源に、新区役所整備にかかる借入金の繰上

げ償還を想定しているため、公債費負担比率について 13.3％等と高率な値になっています。 

 

■起債残高の推計（期末残高。用地特別会計を含む）  （単位：億円） 

区分 
実施計画 次期・ 

基本計画 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

起債残高 414 508 478 586 

（参考）土地開発公社           61           69           76          16 

※土地開発公社の数字は金融機関借入残高の推計 
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２ 基金・起債を活用する主な事業 

基金や起債を活用する予定の主な事業（一般会計分）は下表のとおりです。事

業費等は、現時点での各期の想定経費です。また、社会経済状況の変化に応じて

事業実施スケジュール等は変更になることがあります。 

※表示単位未満を四捨五入しているため、5,000 万円未満の事業費等は表示していません。 
 

 
 

   
 

（単位：億円） 

事業名 区分 
実施計画 次期・ 

基本計画 
計 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ま
ち
づ
く
り 

中野駅地区 

・中野駅南北通路 

・中野駅橋上駅舎 

事業費      8      8      4      58       78 

起債      3      -      -      18       21 

基金繰入      2      4      2       9       17 

中野二丁目地区 

事業費     41     12      4       -       57 

起債     10      -      -       -       10 

基金繰入      8      2      1       -       11 

中野三丁目地区 

事業費      9     30      6       0       45 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      4      6      2       0       12 

中野四丁目新北口

地区 

事業費      9    159     50     393      611 

起債      -     38      9     100      147 

基金繰入      4     17      8      55       84 

囲町東地区・西地

区 

事業費     63    107     51      62      283 

起債     23     28     12      15       78 

基金繰入      1     12      7       8       28 

連続立体交差事業

調整 

事業費     11      4      4       4       23 

起債      6      -      -       -        6 

基金繰入      2      3      3       3       11 

新井薬師前駅周辺

基盤整備（区画街

路第 3 号線・補助

第 220 号線） 

事業費      7     15     15     32      67 

起債      -     8     7      11       25 

基金繰入     4      3      2      5       14 

沼袋駅周辺地区基

盤整備（区画街路

第 4 号線） 

事業費      15     19     39     82      153 

起債      -     10     17      30       57 

基金繰入     10      3      6      13       32 
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事業名 区分 
実施計画 次期・ 

基本計画 
計 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

ま
ち
づ
く
り 

野方以西のまちづ

くり 

事業費      0      2      1      14       17 

起債      -      -      -       8        8 

基金繰入      -      2      -       4        6 

木造住宅密集地域

整備 

 

事業費      2      3      3       7       15 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      0      2      1       5        8 

弥生町防災まちづ

くり 

事業費      1     2     5     5      13 

起債      -     -     -      -       - 

基金繰入     0      1      3      1       5 

大和町まちづくり 

事業費      3     7     6     13      28 

起債      -     -     -      -       - 

基金繰入     1      4      4      3       12 

（仮称）上高田五

丁目公園整備 

事業費      0     0     14     15      29 

起債      -     -     -      -       - 

基金繰入     -      0      10      6       16 

哲学堂公園再整備

計画 

事業費      0      1      4      20       25 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      -      1      4      18       23 

公園再整備事業 

事業費      0      5      7      32       44 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      0      5      7      32       44 

公園施設維持補修 

事業費      2      3      2      11       18 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      1      2      2       8       13 

無電柱化整備事業 

事業費      1      2      3      16       22 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      1      1      1       8       11 

道路舗装改良補修

等 

事業費     16     18     17      89      140 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入     10     11     11      54       86 

橋梁長寿命化修繕

等 

事業費      3      2      2      11       18 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      3      2      2       8       15 
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事業名 区分 
実施計画 次期・ 

基本計画 
計 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

区
有
施
設 

文化・スポーツ施

設 

事業費      9      6     21       4       40 

起債      -      -     15       -       15 

基金繰入      9      5      5       4       23 

保育園・幼稚園 

事業費      3     6     5     13      26 

起債      -     -     -      -       - 

基金繰入      3      6      5      13       26 

すこやか福祉セ

ンター等 

事業費     12      18     23      49      101 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      9      18     23      49       98 

区役所新庁舎 

事業費    182      0      -       -      182 

起債    121      -      -       -      121 

基金繰入     43      -      -       -       43 

区民活動センタ

ー 

事業費      3      7      7      17       34 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入      3      7      7      17       34 

施設保全・その他

改修（長期保全） 

事業費     16      8      10      87      121 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入     11      8      10      87      116 

学
校 

学校再編・改築 

事業費    164    132     54     448      798 

起債    113     66     35     312      526 

基金繰入     30     61     16     114      221 

学校施設計画改

修 

事業費     13      6      6      28       53 

起債      -      -      -       -        - 

基金繰入     13      -      -       -       13 
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